
1 会計別予算 Ｐ 3

2 一般会計歳入歳出予算（歳入） Ｐ 4

3 歳入の主な増減 Ｐ 5

4 一般会計歳入歳出予算（歳出） Ｐ 6

5 歳出の主な増減 Ｐ 7

6 歳出予算款別財源内訳表 Ｐ 8

7 歳出予算性質別目的別分類表 Ｐ 10

8 一般会計当初予算の推移 Ｐ 12

9 税等収入予算資料 Ｐ 14

10 市税等の推移（決算ベース） Ｐ 16

11 地方債年度末現在高の推移 Ｐ 18

12 一般会計歳出予算（部局別） Ｐ 20

13 各部局当初予算説明資料 Ｐ 21

Ｐ 21

Ｐ 29

Ｐ 41

Ｐ 53

Ｐ 59

Ｐ 67

Ｐ 85

Ｐ 98

Ｐ 116

Ｐ 133

Ｐ 143

Ｐ 162

Ｐ 163

Ｐ 166

Ｐ 167

Ｐ 180

Ｐ 185

Ｐ 197

14 行政のデジタル化関連事業について Ｐ 203

15 中期財政収支見通し総括表（一般会計） Ｐ 205

会 計 管 理 課

市 立 四 日 市 病 院

総 務 部

市 民 生 活 部

都 市 整 備 部

環 境 部

商 工 農 水 部

こ ど も 未 来 部

シティプロモーション部

四 日 市 市

議 会 事 務 局

監 査 事 務 局

上 下 水 道 局

消 防 本 部

教 育 委 員 会

令 和 ８ 年 度

健 康 福 祉 部

危 機 管 理 統 括 部

財 政 経 営 部

政 策 推 進 部

当 初 予 算 資 料



 



(単位  千円)

競 輪 事 業 36,624,000 33,135,000 3,489,000

国 民 健 康 保 険 24,136,000 25,988,000 △ 1,852,000

食 肉 セ ン タ ー 食 肉 市 場 1,013,000 970,000 43,000

土 地 区 画 整 理 事 業 68,000 59,000 9,000

介 護 保 険 24,996,000 23,989,000 1,007,000

後 期 高 齢 者 医 療 8,935,000 8,422,000 513,000

計 95,772,000 92,563,000 3,209,000

水 道 事 業 12,647,825 13,519,336 △ 871,511

市 立 四 日 市 病 院 事 業 32,096,596 31,083,964 1,012,632

下 水 道 事 業 34,032,091 30,737,358 3,294,733

農 業 集 落 排 水 事 業 540,197 550,346 △ 10,149

計 79,316,709 75,891,004 3,425,705

46,000 50,900 △ 4,900

327,364,709 313,824,904 13,539,805

桜 財 産 区 90.4

合                    計 104.3

公

営

企

業

会

計

93.6

103.3

110.7

98.2

104.5

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

110.5

92.9

104.4

115.3

104.2

106.1

103.5

予算額(B) (A) - (B) (B)

一 般 会 計 152,230,000 145,320,000 6,910,000 104.8

令 和 ８ 年 度 会 計 別 予 算

区        分 令和８年度 令和７年度 差引増減額 (A)

× 100(%)

会     計     名 予算額(A)
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(単位  千円，％)

① 市 税 74,971,970 72,219,101 2,752,869 49.3

２． 地 方 譲 与 税 1,281,065 1,282,995 △ 1,930 0.8

３． 利 子 割 交 付 金 120,000 25,000 95,000 0.1

４． 配 当 割 交 付 金 591,000 410,000 181,000 0.4

５． 株式等譲渡所得割交付金 819,000 400,000 419,000 0.5

６． 法 人 事 業 税 交 付 金 1,187,000 1,108,000 79,000 0.8

７． 地 方 消 費 税 交 付 金 8,989,000 8,660,000 329,000 5.9

８． ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 90,000 80,000 10,000 0.1

９． 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 1 0 0.0

１０．環 境 性 能 割 交 付 金 1 190,000 △ 189,999 0.0

１１．地 方 特 例 交 付 金 588,347 363,239 225,108 0.4

１２．地 方 交 付 税 466,000 487,000 △ 21,000 0.3

　　うち普通交付税 0 0 0 ― (0.0)

１３．交通安全対策特別交付金 27,900 31,740 △ 3,840 0.0

⑭ 分 担 金 及 び 負 担 金 522,460 508,148 14,312 0.3

⑮ 使 用 料 及 び 手 数 料 1,886,488 1,879,061 7,427 1.2

１６．国 庫 支 出 金 25,799,802 24,250,398 1,549,404 17.0

１７．県 支 出 金 10,664,401 9,418,975 1,245,426 7.0

⑱ 財 産 収 入 1,279,392 2,512,743 △ 1,233,351 0.8

⑲ 寄 附 金 1,012,601 806,601 206,000 0.7

⑳ 繰 入 金 3,049,950 3,955,708 △ 905,758 2.0

㉑ 繰 越 金 150,946 150,280 666 0.1

㉒ 諸 収 入 6,484,576 7,258,110 △ 773,534 4.3

　　うち臨時財政対策債 0 0 0 (0.0)

○付数字は自主財源

令 和 ８ 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 歳 入 ）

              区        分 令和８年度 令和７年度 差引増減額 (A) 構 成 比 率 (%)

 款        別 予算額(A) 予算額(B) (A) - (B) (B) 令和８年度

103.8 49.7

99.8 0.9

480.0 0.0

×100(%)

令和７年度

144.1 0.3

204.8 0.3

107.1 0.8

103.8 6.0

112.5 0.1

100.0 0.0

0.0 0.1

162.0 0.2

95.7 0.3

(0.0)

87.9 0.0

102.8 0.3

100.4 1.3

106.4 16.7

113.2 6.5

50.9 1.7

125.5 0.6

77.1 2.7

100.4 0.1

5.0

２３．市 債 12,248,100 9,322,900 2,925,200 131.4 8.0 6.4

歳     入     合     計 152,230,000 145,320,000 6,910,000 104.8

89.3

100.0 100.0

― (0.0)
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【款別の主な増減（歳入）】 （単位：千円）

令和7年度予算額 令和8年度予算額 増減

市税 72,219,101 74,971,970 2,752,869

固定資産税（償却資産） 15,925,700 ⇒ 17,200,900 ( 1,275,200 )

個人市民税 21,579,700 ⇒ 22,347,700 ( 768,000 )

法人市民税 5,245,000 ⇒ 5,652,900 ( 407,900 )

株式等譲渡所得割交付金 400,000 819,000 419,000

株式等譲渡所得割交付金 400,000 ⇒ 819,000 ( 419,000 )

地方消費税交付金 8,660,000 8,989,000 329,000

地方消費税交付金 8,660,000 ⇒ 8,989,000 ( 329,000 )

環境性能割交付金 190,000 1 △189,999

環境性能割交付金 190,000 ⇒ 1 ( △189,999 )

地方特例交付金 363,239 588,347 225,108

地方特例交付金 343,764 ⇒ 586,500 ( 242,736 )

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 19,475 ⇒ 1,847 ( △17,628 )

使用料及び手数料 1,879,061 1,886,488 7,427

霊園使用料 31,607 ⇒ 74,906 ( 43,299 )

市営住宅使用料 349,039 ⇒ 329,770 ( △19,269 )

国庫支出金 24,250,398 25,799,802 1,549,404

循環型社会形成推進交付金 27,006 ⇒ 460,232 ( 433,226 )

地域未来交付金（地域未来推進型） 0 ⇒ 411,071 ( 411,071 )

保育所事務費事業費負担金 1,956,401 ⇒ 2,324,716 ( 368,315 )

障害者自立支援給付費負担金 3,635,570 ⇒ 3,956,984 ( 321,414 )

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 0 ⇒ 229,390 ( 229,390 )

学校施設環境改善交付金 132,635 ⇒ 325,000 ( 192,365 )

デジタル基盤改革支援補助金 596,470 ⇒ 18,882 ( △577,588 )

県支出金 9,418,975 10,664,401 1,245,426

給食費負担軽減交付金 0 ⇒ 801,280 ( 801,280 )

障害者自立支援給付費負担金 1,817,784 ⇒ 1,978,491 ( 160,707 )

保育所事務費事業費負担金 885,363 ⇒ 1,022,073 ( 136,710 )

地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 31,258 ⇒ 134,251 ( 102,993 )

基幹統計調査費委託金 168,716 ⇒ 13,562 ( △155,154 )

財産収入 2,512,743 1,279,392 △1,233,351

物品売払収入（学校給食） 1,257,496 ⇒ 568,965 ( △688,531 )

市有地売払収入 785,746 ⇒ 18,174 ( △767,572 )

寄附金 806,601 1,012,601 206,000

ふるさと応援寄附金 801,000 ⇒ 1,000,000 ( 199,000 )

繰入金 3,955,708 3,049,950 △905,758

財政調整基金繰入金 1,637,000 ⇒ 689,000 ( △948,000 )

諸収入 7,258,110 6,484,576 △773,534

都市再生協議会受託費 841,900 ⇒ 1,210,433 ( 368,533 )

消防指令センター共同運用整備負担金 1,071,816 ⇒ 35,147 ( △1,036,669 )

市債 9,322,900 12,248,100 2,925,200

文化会館整備事業資金 165,800 ⇒ 1,928,800 ( 1,763,000 )

河川改良事業資金 1,174,200 ⇒ 2,551,300 ( 1,377,100 )

街路築造事業資金 1,371,600 ⇒ 2,564,000 ( 1,192,400 )

ごみ処理施設整備事業資金 41,600 ⇒ 825,900 ( 784,300 )

消防施設設備整備事業資金 1,481,700 ⇒ 255,500 ( △1,226,200 )

社会体育施設整備事業資金 2,000,800 ⇒ 165,000 ( △1,835,800 )
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(単位  千円，％)

１． 議 会 費 669,489 661,822 7,667 0.4 0.4

２． 総 務 費 19,077,577 19,016,724 60,853 12.5 13.1

３． 民 生 費 59,200,811 56,041,241 3,159,570 38.9 38.6

４． 衛 生 費 14,708,653 13,614,903 1,093,750 9.7 9.4

５． 労 働 費 118,264 61,544 56,720 0.1 0.0

６． 農 林 水 産 業 費 2,145,548 2,031,780 113,768 1.4 1.4

７． 商 工 費 4,101,480 4,099,051 2,429 2.7 2.8

８． 土 木 費 27,808,052 24,401,925 3,406,127 18.3 16.8

９． 消 防 費 4,977,858 7,209,811 △ 2,231,953 3.3 5.0

１０．教 育 費 14,974,315 13,732,594 1,241,721 9.8 9.4

１１．公 債 費 4,297,953 4,298,605 △ 652 2.8 3.0

１２．予 備 費 150,000 150,000 0 0.1 0.1

※構成比は四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

100.0 100.0

114.0

69.0

109.0

100.0

100.0

歳     出     合     計 152,230,000 145,320,000 6,910,000 104.8

100.3

105.6

108.0

192.2

105.6

100.1

予算額(B) (A) - (B) (B) 令和８年度 令和７年度

101.2

令 和 ８ 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 歳 出 ）

       区        分 令和８年度 令和７年度 差引増減額 (A) 構 成 比 率 (%)

×100(%)

 款        別 予算額(A)
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【款別の主な増減（歳出）】 （単位：千円）

令和７年度予算額 令和８年度予算額 増減

総務費 19,016,724 19,077,577 60,853
公共施設アセットマネジメント事業費（文化会館） 182,400 ⇒ 1,941,900 ( 1,759,500 )
知と交流の拠点施設整備事業費（新図書館等拠点施設整備） 34,700 ⇒ 305,100 ( 270,400 )
大学等拠点施設整備事業費 0 ⇒ 240,500 ( 240,500 )
一般職退職手当 579,360 ⇒ 776,523 ( 197,163 )
文化会館等施設整備事業費 0 ⇒ 149,454 ( 149,454 )
一般職給（一般管理費） 2,934,555 ⇒ 3,047,191 ( 112,636 )
霞ケ浦緑地運動施設整備事業費（推進計画） 1,041,900 ⇒ 148,471 ( △ 893,429 )
その他運動施設整備事業費（三滝武道館空調設備整備設計等） 1,683,595 ⇒ 4,100 ( △ 1,679,495 )

民生費 56,041,241 59,200,811 3,159,570
保育所事務費事業費（児童一般分） 4,053,211 ⇒ 4,739,563 ( 686,352 )
介護保険特別会計繰出金 3,756,314 ⇒ 4,215,063 ( 458,749 )
民間保育所等整備事業費 266,244 ⇒ 520,640 ( 254,396 )
就労継続支援事業費 1,480,000 ⇒ 1,715,000 ( 235,000 )
共同生活援助事業費 1,121,000 ⇒ 1,353,000 ( 232,000 )
一般職給（保育士等） 2,365,488 ⇒ 2,575,891 ( 210,403 )
地域型保育事業費 1,032,368 ⇒ 1,180,708 ( 148,340 )
幼稚園事務費事業費（児童一般分） 1,072,323 ⇒ 1,213,303 ( 140,980 )
学童保育事業費 928,804 ⇒ 1,067,734 ( 138,930 )
保育所事務費事業費（市単民間施設加算分） 398,563 ⇒ 506,159 ( 107,596 )
後期高齢者医療特別会計繰出金 3,333,325 ⇒ 3,434,428 ( 101,103 )
扶助費（生活保護費） 6,635,000 ⇒ 6,496,930 ( △ 138,070 )

衛生費 13,614,903 14,708,653 1,093,750
清掃施設整備事業費 81,020 ⇒ 1,385,387 ( 1,304,367 )
病院事業繰出金（負担金） 1,633,189 ⇒ 2,527,133 ( 893,944 )
北大谷斎場火葬炉整備事業費 0 ⇒ 300,300 ( 300,300 )
予防接種事業費 846,196 ⇒ 763,706 ( △ 82,490 )
高齢者新型コロナワクチン事業費 154,471 ⇒ 56,932 ( △ 97,539 )
清掃工場管理運営費 1,921,530 ⇒ 1,810,278 ( △ 111,252 )
水道事業会計基準内補助金 622,342 ⇒ 161,874 ( △ 460,468 )
保健所関連施設整備事業費（食品衛生検査所） 738,000 ⇒ 0 ( △ 738,000 )

農林水産業費 2,031,780 2,145,548 113,768
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 0 ⇒ 73,602 ( 73,602 )
土地改良事業費 241,275 ⇒ 289,200 ( 47,925 )
海岸保全施設整備事業費 73,900 ⇒ 44,000 ( △ 29,900 )

商工費 4,099,051 4,101,480 2,429
四日市市地場産業振興センター運営費 114,406 ⇒ 516,142 ( 401,736 )
観光施設等整備事業費 27,900 ⇒ 152,658 ( 124,758 )
民間研究所立地奨励金等交付事業費 257,700 ⇒ 216,800 ( △ 40,900 )
企業立地奨励金交付事業費 968,000 ⇒ 365,000 ( △ 603,000 )

土木費 24,401,925 27,808,052 3,406,127
堀川内水対策事業費 880,000 ⇒ 2,303,000 ( 1,423,000 )
中央通り再編事業費 3,048,100 ⇒ 3,748,408 ( 700,308 )
街路単独事業費 883,850 ⇒ 1,529,537 ( 645,687 )
下水道雨水処理費等負担金 4,677,289 ⇒ 4,957,070 ( 279,781 )
道路維持修繕費 993,260 ⇒ 1,179,300 ( 186,040 )
都市再生協議会負担金 420,950 ⇒ 605,217 ( 184,267 )
道路改良単独事業費 219,808 ⇒ 372,270 ( 152,462 )
下水道汚水処理費等基準内補助金 1,271,140 ⇒ 1,144,490 ( △ 126,650 )
橋梁メンテナンス補助事業費 508,400 ⇒ 355,272 ( △ 153,128 )
橋梁整備単独事業費 353,239 ⇒ 154,430 ( △ 198,809 )

消防費 7,209,811 4,977,858 △ 2,231,953
一般職給 3,329,410 ⇒ 3,451,570 ( 122,160 )
退職手当 97,050 ⇒ 190,700 ( 93,650 )
消防車両購入費 458,600 ⇒ 240,230 ( △ 218,370 )
消防出張所整備事業費 292,286 ⇒ 0 ( △ 292,286 )
消防指令システム整備事業費 2,001,656 ⇒ 66,698 ( △ 1,934,958 )

教育費 13,732,594 14,974,315 1,241,721
大規模改修事業費（小学校） 531,518 ⇒ 957,183 ( 425,665 )
大規模改修事業費（中学校） 257,764 ⇒ 664,618 ( 406,854 )
その他施設整備費（中学校） 133,237 ⇒ 325,136 ( 191,899 )
部活動サポート事業費 56,351 ⇒ 194,177 ( 137,826 )
その他施設整備費（幼稚園） 9,600 ⇒ 115,739 ( 106,139 )
新学習指導要領教材整備費（中学校） 69,759 ⇒ 0 ( △ 69,759 )
要保護準要保護児童就学援助費（小学校） 142,347 ⇒ 71,993 ( △ 70,354 )
教育情報通信システム運営費 232,389 ⇒ 99,840 ( △ 132,549 )

公債費 4,298,605 4,297,953 △ 652
地方債利子 236,221 ⇒ 485,672 ( 249,451 )
地方債償還金 4,060,384 ⇒ 3,810,281 ( △ 250,103 )

7



本　年　度

予　算　額 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債

１． 議 会 費 669,489

２． 総 務 費 19,077,577 382,400 650,574 2,374,300

３． 民 生 費 59,200,811 21,523,258 8,287,058 190,500

４． 衛 生 費 14,708,653 818,380 115,432 1,048,600

５． 労 働 費 118,264

６． 農林水産業費 2,145,548 5,815 269,304 78,700

７． 商 工 費 4,101,480 117,456 3,797 359,300

８． 土 木 費 27,808,052 2,428,326 264,138 6,449,900

９． 消 防 費 4,977,858 111,634 255,500

１０． 教 育 費 14,974,315 524,167 962,464 1,491,300

１１． 公 債 費 4,297,953

１２． 予 備 費 150,000

152,230,000 25,799,802 10,664,401 12,248,100

152,230,000 25,799,802 10,664,401 12,248,100

歳      出      予      算      款      別

款　　　　　別

左            の            財   

総　　　　　　計

計

歳入振替項目
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（単位   千円)　

前　年　度

使 用 料 及 び
手 数 料

そ の 他 一 般 財 源 一 般 財 源

196 669,293 661,635 0.7 0.7

199,966 1,498,957 13,971,380 13,500,418 15.1 15.0

94,690 985,579 28,119,726 26,530,686 30.5 29.5

847,977 1,421,811 10,456,453 10,128,504 11.3 11.3

505 117,759 61,048 0.1 0.1

263 50,255 1,741,211 1,824,963 1.9 2.0

14,963 2,003,876 1,602,088 2,187,943 1.7 2.4

604,370 2,275,018 15,786,300 15,300,617 17.1 17.0

78,718 383,050 4,148,956 4,040,844 4.5 4.5

34,713 669,165 11,292,506 11,199,268 12.2 12.5

4,297,953 4,298,605 4.7 4.8

150,000 150,000 0.2 0.2

1,876,165 9,287,907 92,353,625 89,884,531 100.0 100.0

10,323 3,212,018 △ 3,222,341 △ 4,627,455

1,886,488 12,499,925 89,131,284 85,257,076

    財      源      内      訳      表

源　　　　　　内　　　　　　訳 一般財源投入率  (%)

本年度 前年度

― ―

― ―
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予 算 額 (A) 一般財源(B) 予 算 額 (C) 一般財源(D)

１． 26,249,861 24,685,196 24,886,380 23,082,389

（１） 5,295,337 5,009,776 5,112,993 4,689,967

（２） 10,167,650 9,147,112 9,733,912 8,697,875

（３） 5,808,391 5,647,136 5,687,986 5,433,481

（４） 1,096,944 1,084,821 756,342 749,941

（５） 88 88 86 86

（６） 3,881,451 3,796,263 3,595,061 3,511,039

２． 24,891,260 18,824,277 25,272,803 19,474,944

３． 3,204,283 2,519,214 2,956,630 2,366,173

４． 36,806,357 10,714,933 34,989,149 10,079,111

５． 17,110,462 14,327,276 16,225,323 13,743,249

６． 1,867,367 85,632 1,857,147 104,912

７． 1,435,052 1,021,367 1,198,623 1,000,000

８． 11,038,148 9,117,415 10,408,412 8,558,329

９． 4,297,953 4,297,953 4,298,605 4,298,605

１０． 25,178,327 6,610,362 23,076,569 7,026,819

（１） 25,120,427 6,578,062 23,033,944 6,990,194

イ、 補 助 10,739,642 1,108,851 7,334,613 718,939

ロ、 単 独 14,380,785 5,469,211 15,699,331 6,271,255

（２） 0 0 0 0

イ、 補 助 0 0 0 0

ロ、 単 独 0 0 0 0

（３） 0 0 0 0

イ、 補 助 0 0 0 0

ロ、 単 独 0 0 0 0

（４） 57,900 32,300 42,625 36,625

１１． 150,930 150,000 150,359 150,000

152,230,000 92,353,625 145,320,000 89,884,531

            歳    出    予    算    性    質    別

区　　　　　分
本       年       度 前       年       度

人 件 費

報 酬

基 本 給

そ の 他 の 手 当

退 職 手 当

恩 給 退 職 年 金

災 害 復 旧 事 業

そ の 他

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

投資・出資金・貸付金

失 業 対 策 事 業

県 営 事 業 負 担 金

予 備 費

合    　 　   計

積 立 金

繰 出 金

公 債 費

投 資 的 経 費

普 通 建 設 事 業
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  目    的    別    分    類    表

(A) - (C) (B) - (D)

1,363,481 105.5 1,602,807 106.9 17.3 26.7 17.1 25.7

182,344 103.6 319,809 106.8 3.5 5.4 3.5 5.2

433,738 104.5 449,237 105.2 6.7 9.9 6.7 9.7

120,405 102.1 213,655 103.9 3.8 6.1 3.9 6.1

340,602 145.0 334,880 144.7 0.7 1.2 0.5 0.8

2 102.3 2 102.3 0.0 0.0 0.0 0.0

286,390 108.0 285,224 108.1 2.6 4.1 2.5 3.9

△ 381,543 98.5 △ 650,667 96.7 16.4 20.4 17.4 21.7

247,653 108.4 153,041 106.5 2.1 2.7 2.0 2.6

1,817,208 105.2 635,822 106.3 24.2 11.6 24.1 11.2

885,139 105.5 584,027 104.2 11.2 15.5 11.2 15.3

10,220 100.6 △ 19,280 81.6 1.2 0.1 1.3 0.1

236,429 119.7 21,367 102.1 0.9 1.1 0.8 1.1

629,736 106.1 559,086 106.5 7.3 9.9 7.2 9.5

△ 652 100.0 △ 652 100.0 2.8 4.6 3.0 4.8

2,101,758 109.1 △ 416,457 94.1 16.5 7.2 15.8 7.8

2,086,483 109.1 △ 412,132 94.1 16.5 7.1 15.8 7.8

3,405,029 146.4 389,912 154.2 7.1 1.2 5.0 0.8

△ 1,318,546 91.6 △ 802,044 87.2 9.4 5.9 10.8 7.0

15,275 135.8 △ 4,325 88.2 0.0 0.1 0.0 0.0

571 100.4 0 100.0 0.1 0.2 0.1 0.2

6,910,000 104.8 2,469,094 102.7 100.0 100.0 100.0 100.0

  (単位   千円)

比                        較    構   成   比    率    (%)

予     算     額 一    般    財    源 本    年    度 前    年    度

(A)/(C)×100 (%) (B)/(D)×100 (%) 予 算 額 一般財源 予 算 額 一般財源

※構成比については、四捨五入しておりますので合計が合わない場合があります。
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一 般 会 計 歳 入

市 税 市 債 繰 入 金

税収 普通 特別 発行額 市　債 ３基金

比率 依存度

％ ％  実績  実績 ％

99,141,000 1.8 57,959,600 58.5 1,651,021 842,323 5,817,500 5.9 849,041

104,560,000 5.5 59,886,600 57.3 1,944,240 874,184 6,705,400 6.4 14,253

102,774,000 △ 1.7 60,879,200 59.2 1,856,109 896,497 6,187,800 6.0 15,169

102,697,438 △ 0.1 60,739,300 59.1 2,088,363 808,494 6,176,900 6.0 70,887

107,890,000 5.1 60,871,900 56.4 1,749,810 800,469 9,233,100 8.6 18,000

118,390,000 9.7 60,365,900 51.0 1,588,793 755,354 10,890,100 9.2 47,892

108,688,051 △ 8.2 62,522,600 57.5 697,085 576,612 4,763,900 4.4 1,425,125

108,475,000 △ 0.2 64,942,900 59.9 488,618 561,201 3,744,000 3.5 1,128,733

116,846,000 7.7 68,814,000 58.9 274,453 550,185 5,266,700 4.5 1,799,680

121,000,000 3.6 76,870,800 63.5 83,539 555,749 2,889,600 2.4 0

119,870,000 △ 0.9 72,861,401 60.8 0 512,399 2,657,800 2.2 301,000

121,160,000 1.1 68,531,001 56.6 0 539,035 4,240,900 3.5 3,600,000

130,920,000 8.1 71,685,301 54.8 0 537,040 5,680,700 4.3 2,256,100

129,900,000 △ 0.8 72,587,301 55.9 0 487,403 4,377,600 3.4 1,389,394

137,320,000 5.7 72,398,401 52.7 0 466,444 8,648,500 6.3 3,115,992

（当初予算） （当初予算）

145,320,000 5.8 72,219,101 49.7 0 487,000 9,322,900 6.4 3,451,834

152,230,000 4.8 74,971,970 49.2 0 466,000 12,248,100 8.0 2,417,278

R2

R3

R4

R5

R6

R8

R7

H26

H27

H28

H29

H30

R1

H22

H23

H24

H25

　 一　　般　　会　　計　　当　　初

年度

地 方 交 付 税

伸び率
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歳 出

繰 入 金 公 債 費 地方債 繰 出 金

特別会計 年度末残高

補　助 単　独

実績 ％ 実績

500,000 11,614,100 11.7 92,581,596 8,259,618 1,861,904 5,993,839 7,900,832

100,000 11,406,188 10.9 87,503,991 10,059,127 3,217,941 6,437,746 8,088,790

100,000 11,719,608 11.4 80,643,109 10,121,445 2,364,877 7,382,216 8,068,206

100,000 11,623,543 11.3 75,627,184 10,191,981 3,554,440 6,366,623 8,064,360

100,000 10,684,521 9.9 72,817,345 14,749,747 6,737,842 7,748,505 8,208,646

150,000 9,846,287 8.3 72,722,310 23,926,626 14,031,382 9,539,244 8,593,504

180,000 9,481,311 8.7 67,763,459 13,084,859 5,036,590 7,850,244 9,010,047

180,000 8,775,679 8.1 61,293,772 13,013,782 3,482,636 9,265,983 8,942,700

200,000 7,746,598 6.6 56,375,167 19,365,366 6,198,229 12,959,212 9,306,301

200,000 7,321,307 6.1 53,277,420 21,207,019 7,102,953 14,021,316 9,532,135

100,000 6,726,369 5.6 48,741,433 15,627,290 4,837,821 10,517,769 9,746,670

180,000 6,381,078 5.3 43,511,915 15,367,872 5,256,167 10,093,705 9,818,041

180,000 6,075,359 4.6 39,104,794 20,031,609 9,685,752 10,328,557 9,926,190

200,000 5,695,138 4.4 35,511,075 16,947,955 8,545,529 8,394,526 10,405,376

301,761 5,038,224 3.7 34,644,225 20,599,020 9,148,343 11,444,677 10,593,511

（当初予算） （1月補正後）

1,114,823 4,298,605 3.0 40,098,841 23,076,569 7,334,613 15,699,331 10,408,412

1,257,861 4,297,953 2.8 48,536,661 25,178,327 10,739,642 14,380,785 11,038,148

予　　算　　の　　推　　移
（単位：千円）

投  資  的  経  費

構成比

うち普通建設事業費
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　　　　　　　 （単位　千円）

科　目 調定見込額
収納率
見込％

本年度
当初予算

計上額（Ａ）

前年度
当初予算

計上額（B）

（Ａ）　  100
 ×

（Ｂ）　　 ％

市税 76,202,092 98.4 74,971,970 72,219,101 103.8

　 １．市民税　 28,790,946 97.3 28,000,600 26,824,700 104.4

       一個人 23,071,790 96.9 22,347,700 21,579,700 103.6

     　　 イ、現年課税分 22,418,500 98.6 22,104,700 21,342,500 103.6

　　　　　　　　　所　得　割 21,909,712 98.6 21,603,000 20,830,600 103.7

　　　　　　　　　均　等　割 508,788 98.6 501,700 511,900 98.0

           ロ、滞納繰越分 653,290 37.2 243,000 237,200 102.4

   　　二法人 5,719,156 98.8 5,652,900 5,245,000 107.8

     　　 イ、現年課税分 5,664,596 99.6 5,641,900 5,240,200 107.7

　　　　　　　　　法 人 税 割 4,564,596 99.6 4,546,300 4,143,500 109.7

1,100,000 99.6 1,095,600 1,096,700 99.9

           ロ、滞納繰越分 54,560 20.2 11,000 4,800 229.2

　 ２．固定資産税 37,271,528 99.0 36,902,200 35,388,500 104.3

　　　 一固定資産税 37,247,528 99.0 36,878,200 35,364,900 104.3

     　　 イ、現年課税分 36,900,147 99.5 36,732,300 35,210,700 104.3

   土　 地 8,199,512 99.2 8,133,900 8,089,000 100.6

   家　 屋 11,489,409 99.2 11,397,500 11,196,000 101.8

    　償却資産 17,211,226 99.94 17,200,900 15,925,700 108.0

           ロ、滞納繰越分 347,381 42.0 145,900 154,200 94.6

　　　 二国有資産等所在
　　　　　市町村交付金 24,000 100.0 24,000 23,600 101.7

     　　 イ、交付金 24,000 100.0 24,000 23,600 101.7

 　３．軽自動車税 1,033,577 96.3 994,970 1,032,101 96.4

　　　 一環境性能割 18,370 100.0 18,370 82,201 22.3

     　　 イ、現年課税分 18,369 100.0 18,369 82,200 22.3

           ロ、滞納繰越分 1 100.0 1 1 100.0

　　　 二種別割 1,015,207 96.2 976,600 949,900 102.8

     　　 イ、現年課税分 980,846 98.5 966,100 937,300 103.1

           ロ、滞納繰越分 34,361 30.6 10,500 12,600 83.3

　 ４．市たばこ税
2,289,000 100.0 2,289,000 2,295,000 99.7

日帰り          1人 80円
宿　泊   1人1泊 150円 2,500 100.0 2,500 2,400 104.2

　 ６．事業所税 3,966,494 99.95 3,964,400 3,886,900 102.0

     　　 イ、現年課税分 3,964,475 99.95 3,962,500 3,884,900 102.0

　　　　　　　　　資　 産 　割 3,350,587 99.95 3,348,900 3,300,700 101.5

　　　　　　　　　従 業 者 割 613,888 99.95 613,600 584,200 105.0

           ロ、滞納繰越分 2,019 94.1 1,900 2,000 95.0

　 ７．都市計画税 2,848,047 99.0 2,818,300 2,789,500 101.0

     　　 イ、現年課税分 2,821,018 99.5 2,806,900 2,778,300 101.0

　　　　　　　　　土　 地 1,307,307 99.5 1,300,800 1,297,100 100.3

　　　　　　　　　家　 屋 1,513,711 99.5 1,506,100 1,481,200 101.7

           ロ、滞納繰越分 27,029 42.2 11,400 11,200 101.8

令和８年度 税等収入予算資料

税　率

6％

3,000円

7.2％

　　　　　　　　　均   等   割
5, 12, 13, 15, 16, 40,
41,175, 300 (万円）

 

 

1.4％

1.4％

1.4％

　 ５．入湯税

1.4％

0.5%, 1%, 2%

2,000円～12,900円

6,552円/千本

600円/㎡

0.25％

0.2％

0.2％
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（単位　千円）

科　目 調定見込額
収納率
見込％

本年度
当初予算

計上額（Ａ）

前年度
当初予算

計上額（B）

（Ａ）　  100
 ×

（Ｂ）　　 ％

地方譲与税 1,281,065 100.0 1,281,065 1,282,995 99.8

　 １．地方揮発油譲与税 168,000 100.0 168,000 202,000 83.2

　 ２．自動車重量譲与税 645,000 100.0 645,000 630,000 102.4

　 ３．地方道路譲与税 1 100.0 1 1 100.0

　 ４．森林環境譲与税 44,064 100.0 44,064 40,994 107.5

　 ５．特別とん譲与税 424,000 100.0 424,000 410,000 103.4

利子割交付金 120,000 100.0 120,000 25,000 480.0

　 利子割交付金 120,000 100.0 120,000 25,000 480.0

配当割交付金 591,000 100.0 591,000 410,000 144.1

　 配当割交付金 591,000 100.0 591,000 410,000 144.1

株式等譲渡所得割交付金 819,000 100.0 819,000 400,000 204.8

　 株式等譲渡所得割交付金 819,000 100.0 819,000 400,000 204.8

法人事業税交付金 1,187,000 100.0 1,187,000 1,108,000 107.1

　 法人事業税交付金 1,187,000 100.0 1,187,000 1,108,000 107.1

地方消費税交付金 8,989,000 100.0 8,989,000 8,660,000 103.8

　 地方消費税交付金 8,989,000 100.0 8,989,000 8,660,000 103.8

ゴルフ場利用税交付金 90,000 100.0 90,000 80,000 112.5

　 ゴルフ場利用税交付金 90,000 100.0 90,000 80,000 112.5

自動車取得税交付金 1 100.0 1 1 100.0

　 自動車取得税交付金 1 100.0 1 1 100.0

環境性能割交付金 1 100.0 1 190,000 0.0

　 環境性能割交付金 1 100.0 1 190,000 0.0

地方特例交付金 588,347 100.0 588,347 363,239 162.0

　 地方特例交付金 586,500 100.0 586,500 343,764 170.6

   新型コロナウイルス感染症対策
   地方税減収補填特別交付金

1,847 100.0 1,847 19,475 9.5

税　率

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位　千円）

令 和 ８ 年 度 末 令 和 ８ 年 度 末

残 高 見 込 残 高 見 込

企業版ふるさと納税基金 96,457 ふるさと・水と土保全基金 0

旧四日市市土地開発公社取得土地活用基金 4,334,718 中小企業振興基金 5,082

国際交流基金 89,509 広域基幹道路整備基金 1,011,124

文化振興基金 161,896 内部・八王子線基金 360,082

財政調整基金 13,851,167 緑化基金 51,790

減債基金 229,220 市営住宅整備基金 215,080

都市基盤・公共施設等整備基金 7,543,900 学校施設整備基金 1,183,350

アセットマネジメント基金 15,531,170 小菅科学教育振興基金 14,120

まちづくり事業基金 1,836,200 図書館充実基金 6,435

社会福祉事業振興基金 485,405 土地開発基金 1,151,154

こどもまんなか基金 2,826 競輪事業財政調整基金 1,807,020

災害救助基金 96,201 競輪事業施設等整備基金 3,470,902

廃棄物処理施設整備等基金 395,799 国民健康保険支払準備基金 1,441,842

市立四日市病院整備基金 16,321 介護保険給付費支払準備基金 5,625,801

森林環境基金 139,345

基　　　金　　　の　　　状　　　況

基　金　名 基　金　名
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102.2% 105.6% 115.9% 99.0% 94.9%

63,919,683 67,528,628 78,265,507 77,483,022 73,554,812

101.5% 101.0% 103.3% 104.0% 98.9%

19,110,304 19,296,871 19,929,489 20,734,568 20,503,186

86.7% 129.0% 203.5% 46.9% 71.4%

5,024,830 6,483,985 13,197,003 6,186,166 4,418,915

105.6% 105.6% 109.1% 115.9% 94.6%

31,123,086 32,860,206 35,850,038 41,562,550 39,312,551

105.6% 108.0% 113.0% 90.0% 108.9%

3,097,747 3,344,740 3,777,979 3,399,264 3,702,775

99.1% 98.6% 102.1% 101.1% 101.1%

1,183,754 1,167,055 1,191,735 1,205,341 1,218,214

83.0% 140.9% 97.9% 45.5% 106.9%

83,160 117,152 114,657 52,162 55,774

59.7% 143.9% 78.8% 115.7% 97.1%

203,669 293,051 230,969 267,172 259,552

38.6% 242.5% 63.9% 79.0% 193.1%

119,835 290,603 185,751 146,710 283,240

皆増

898,040

90.5% 104.9% 106.9% 97.4% 121.2%

5,338,100 5,597,466 5,981,478 5,826,730 7,060,800

96.7% 97.0% 97.9% 101.6% 94.8%

90,364 87,630 85,823 87,210 82,657

110.1% 136.9% 106.3% 56.2% 0.0%

224,509 307,260 326,658 183,654 57

皆増 219.1%

45,785 100,307

106.3% 109.5% 112.3% 338.8% 41.0%

202,795 222,010 249,329 844,648 346,452

54.3% 82.4% 78.6% 77.5% 80.2%

1,273,697 1,049,819 824,638 639,288 512,399

43.9% 70.1% 56.2% 30.4% 皆減

697,085 488,618 274,453 83,539

76.3% 97.3% 98.0% 101.0% 92.2%

576,612 561,201 550,185 555,749 512,399

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

う ち 普 通 交 付 税

う ち 特 別 交 付 税

株式等譲渡所得割交付金

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴルフ場利用税交付金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

環 境 性 能 割 交 付 金

う ち 法 人 市 民 税

う ち 固 定 資 産 税

う ち 事 業 所 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

令和2年度年　　　　　度

市 税

う ち 個 人 市 民 税

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

市税等の推移
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(決算ベース）
（単位　千円）

令和7年度 令和8年度
（現計予算） （当初予算）

98.3% 99.8% 102.4% 97.2% 100.5% 103.8%

72,288,634 72,121,088 73,869,528 71,836,840 72,219,101 74,971,970

98.4% 101.8% 102.4% 92.9% 110.5% 103.6%

20,170,621 20,527,975 21,030,845 19,530,742 21,579,700 22,347,700

113.6% 111.0% 90.5% 106.9% 97.3% 107.8%

5,018,154 5,572,251 5,043,123 5,391,215 5,245,000 5,652,900

95.7% 96.3% 104.4% 97.7% 95.8% 104.3%

37,623,097 36,230,956 37,814,681 36,932,225 35,388,500 36,902,200

101.4% 101.4% 103.6% 99.4% 99.2% 102.0%

3,753,835 3,805,640 3,942,441 3,917,768 3,886,900 3,964,400

105.1% 100.4% 101.7% 100.9% 97.3% 99.8%

1,280,394 1,285,510 1,306,756 1,318,467 1,282,995 1,281,065

72.6% 56.8% 88.2% 124.4% 99.1% 480.0%

40,507 22,999 20,277 25,225 25,000 120,000

154.6% 87.4% 115.9% 145.3% 69.4% 144.1%

401,241 350,873 406,793 590,888 410,000 591,000

154.2% 58.1% 175.8% 183.5% 48.8% 204.8%

436,855 253,870 446,197 818,957 400,000 819,000

146.9% 88.4% 85.0% 108.8% 102.7% 107.1%

1,319,334 1,166,277 991,560 1,079,286 1,108,000 1,187,000

108.7% 104.1% 99.8% 102.7% 105.8% 103.8%

7,675,135 7,988,594 7,969,735 8,186,656 8,660,000 8,989,000

104.7% 102.1% 100.7% 104.2% 86.3% 112.5%

86,542 88,378 88,954 92,670 80,000 90,000

26.3% 11,120.0% 506.5% 皆減 皆増 100.0%

15 1,668 8,448 1 1

101.5% 123.3% 109.7% 114.2% 120.8% 0.0%

101,807 125,491 137,722 157,233 190,000 1

238.2% 45.7% 98.1% 495.0% 18.1% 177.9%

825,416 376,908 369,657 1,829,899 330,629 588,347

105.2% 99.6% 90.8% 95.7% 104.4% 95.7%

539,035 537,040 487,403 466,444 487,000 466,000

105.2% 99.6% 90.8% 95.7% 104.4% 95.7%

539,035 537,040 487,403 466,444 487,000 466,000

上段は対前年度比

令和6年度令和3年度 令和4年度 令和5年度
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48,741,433 43,511,915 39,104,794 35,511,075 34,644,225

うち減税補てん債
（ 借 換 債 含 む ）

797,853 566,709 376,893 225,700 112,124

うち臨時財政対策債 15,529,357 13,420,741 11,305,815 9,343,067 7,713,074

土地区画整理事業 66,219 20,488 369

住 宅 新 築 資 金 等
貸 付 事 業

426

138,850 99,757 60,184 41,081 86,713

48,946,928 43,632,160 39,165,347 35,552,156 34,730,938

う ち 合 併 特 例 債
（ 基 金 造 成 含 む ）

3,766,068 2,597,870 1,615,009 773,659 191,726

687,932 725,417 714,473 642,086 627,969

1,559,805 1,443,048 1,325,028 1,208,438

2,247,737 2,168,465 2,039,501 1,850,524 627,969

12,191,291 11,667,447 11,531,625 11,348,559 11,767,119

10,469,703 11,704,866 11,277,821 11,211,600 11,860,336

76,961,444 75,065,100 73,861,794 72,441,678 71,533,716

1,097,406

99,622,438 98,437,412 96,671,240 95,001,837 96,258,578

138,850 99,757 60,184 41,081 86,713

150,678,254 144,138,280 137,815,904 132,363,436 131,530,772

地　方　債　年　度　末 

区  分

年   度 令和２年度
決　　算

令和５年度
決　　算

令和３年度
決　　算

令和４年度
決　　算

令和６年度
決　　算

普

通

会

計

準

公

営

企

業

計

農 業 集 落 排 水 事 業

食 肉 セ ン タ ー
食 肉 市 場 事 業

（都市下水路分）

一  般  会  計

計

特

別

会

計

重複分

市立四日市病院事業

下 水 道 事 業

合       計

公

営

企

業
計

水 道 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

特
別
会
計
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 現　在　高　の　推　移

(単位   千円)

40,098,841 3,810,281 485,672 4,295,953 12,248,100 48,536,661

35,387 35,387 3 35,390

6,305,754 1,232,480 14,588 1,247,068 5,073,274

134,416 7,216 2,521 9,737 127,200

40,233,257 3,817,497 488,193 4,305,690 12,248,100 48,663,861

94,458 43,772 920 44,692 50,686

705,931 116,971 4,214 121,184 216,900 805,861

705,931 116,971 4,214 121,184 216,900 805,861

13,393,740 833,836 220,089 1,053,925 1,646,200 14,206,104

12,293,598 1,289,813 182,478 1,472,291 2,114,900 13,118,685

75,608,020 4,548,134 952,831 5,500,965 7,810,000 78,869,886

988,870 107,480 16,234 123,714 881,390

102,284,228 6,779,263 1,371,632 8,150,895 11,571,100 107,076,065

134,416 7,216 2,521 9,737 127,200

143,089,000 10,706,515 1,861,518 12,568,032 24,036,100 156,418,587

元利合計
令和７年度
決算見込 償還元金 残高

令和８年度　当　初　予　算

発行額償還利子

※数値は四捨五入していますので合計が合わない場合があります。
※農業集落排水事業については、令和６年度から公営企業に移行したため、令和５年度までは特別会計と
　 して準公営企業の欄に記載し、令和６年度からは公営企業の欄に記載しています。
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（単位：千円、％）

部　局 Ａ Ｂ Ａ－Ｂ　　　Ｃ Ｃ／Ｂ×100

380,725 237,158 143,567 60.5

2,238,123 2,118,351 119,772 5.7

7,038,359 7,136,550 △ 98,191 △ 1.4

19,421,882 18,505,806 916,076 5.0

2,067,121 2,320,769 △ 253,648 △ 10.9

21,713,199 22,102,611 △ 389,412 △ 1.8

31,974,064 29,784,273 2,189,791 7.4

5,152,311 4,934,219 218,092 4.4

4,894,483 4,900,688 △ 6,205 △ 0.1

7,772,540 6,279,352 1,493,188 23.8

20,295,475 17,045,222 3,250,253 19.1

109,548 141,844 △ 32,296 △ 22.8

669,489 661,822 7,667 1.2

117,477 299,609 △ 182,132 △ 60.8

89,418 86,942 2,476 2.8

13,893,065 12,694,216 1,198,849 9.4

4,967,718 7,207,318 △ 2,239,600 △ 31.1

上 下 水 道 局 6,907,870 7,230,061 △ 322,191 △ 4.5

市 立 四 日 市 病 院 2,527,133 1,633,189 893,944 54.7

152,230,000 145,320,000 6,910,000 4.8

※令和８年１月時点で、令和７年度の組織機構に基づき、令和８年度当初予算を部局別に集計

　　　　　　　　　　 一般会計歳出予算【部局別】

区　分 令和８年度当初 令和７年度当初 増減額 伸率

危 機 管 理 統 括 部

政 策 推 進 部

総 務 部

財 政 経 営 部

市 民 生 活 部

健 康 福 祉 部

こ ど も 未 来 部

シティプロモーション部

商 工 農 水 部

環 境 部

都 市 整 備 部

企
業
会
計
に
対
す
る

補

助

費

等

合　　　　　　計

会 計 管 理 課

議 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会

監 査 事 務 局

教 育 委 員 会

消 防 本 部
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危 機 管 理 統 括 部 

新年度予算における基本的な方針 

  南海トラフ地震等の災害から市民の生命と財産を守るため、地域の防災力を高め

るまちづくりに向けて、防災・減災に関する情報発信や地域防災力の向上、指定避

難所の環境整備などに取り組む。また、令和７年９月 12 日からの大雨を教訓に、

関係部局と連携し、さらなる降雨災害対策を進める。 

 

１． 防災・減災への取り組みについて 

激甚化・頻発化する自然災害から市民の生命・財産を守るため、降雨災害対策と

して止水板設置補助の実施やＳＮＳ投稿を活用した被害状況把握システムを導入

するとともに、地震・津波対策として住宅耐震化の推進、津波避難計画の策定及び

津波避難マップの全戸配布等に取り組む。 

  【主な事業】 防災計画等策定事業費               ３，９００千円 

防災啓発事業費                 ３４，４７６千円 

         防災機器維持管理経費              ８４，１４０千円 

防災システム整備事業費             ３０，０７０千円 

         止水板等設置補助金                ７，９００千円 

 

２． 指定避難所の環境整備について 

災害時に拠点防災倉庫の荷捌き及び避難所への配送業務等を円滑に行えるよう、

防災備蓄品管理システムを導入するほか、南海トラフ地震等の大規模災害の発生に

備え、貯留式マンホールトイレの整備や既設受水槽等を活用した水の確保により避

難所機能の強化を図るとともに、災害時の円滑な避難行動を支援するため、各指定

緊急避難場所に避難場所案内看板を設置する。 

【主な事業】 防災倉庫管理費                 ２９，７１０千円 

防災倉庫整備事業費               ３２，０００千円 

         避難施設等整備事業費              ６５，７２３千円 

避難施設等整備事業費（下水道総合地震対策）   ２１，５５０千円 

          

３． 地域防災の取り組みの推進について 

災害時には、住民の自助・共助の果たす役割が重要であることから、地域の防災

組織が行う防災・減災活動に対する支援を行う。また、防災大学等の防災教育の充

実を図り、災害発生時に的確に対応できる能力を高めるとともに、将来の地域にお

ける防災活動の人材育成に取り組む。 

  【主な事業】 自主防災組織活性化事業費            ３８，４５０千円 

         防災減災人材養成事業費              １，８７６千円 

部局別予算説明資料 
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防災計画等策定事業費  

 

 

１．目的 

  南海トラフ地震等の大規模災害に備え、本市が重点的に取り組むべき防災対策を

明確化し、迅速かつ計画的に施策を推進するため、各種防災計画を策定する。 

 

 

２．内容 

 【拡充】津波避難計画策定業務委託             ３，９００千円 

南海トラフ地震の被害想定の見直しや本市が津波災害警戒区域※に指定されるこ

とを踏まえ、津波発生時の市民の主体的な避難行動の徹底を図るため、避難対象地

域や避難路の指定、津波警報・注意報等の情報収集・伝達等について定めた津波避

難計画を策定する。 

  

※津波災害警戒区域…津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生じ

るおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するた

め警戒避難体制を整備し、いざというときに津波から「逃

げる」ことができるよう、県知事が指定する区域。 

 

 

３．予算額 ３，９００千円      （財源内訳）一般財源 ３，９００千円 

（前年度     ０千円） 

    

担当 危機管理統括部危機管理課 

 林（正） 

 ℡ ３５４－８１１９ 
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地域防災取組支援事業 

 

 

１．目的 

  自主防災組織が行う防災・減災活動に対する支援や、地域における防災活動の中

核を担う人材育成を行い、地域防災力を強化する。 

 

２．内容 

 （１）自主防災組織活性化事業費            ３８，１３６千円 

    ・自主防災組織設置補助金               ３００千円 

    ・地区防災組織活動補助金            ３７，８３６千円 

 

① 令和８年度は、四日市市地区防災組織活動補助金交付要綱の改正に伴い、令和

７年４月１日時点の人口を基に、補助上限額の再算定を実施 

② 補助上限額については、基礎割 420 千円及び人口割 84 円（77 円から物価高騰

を勘案し引き上げ）から積算 

  ③ 補助率は、ソフト事業 10/10、ハード事業 2/3 

 

 （２）防災減災人材養成事業費              １，８７６千円 

   防災大学、ステップアップ講座、防災・減災女性セミナーや、災害に備えて家

族で防災意識を共有できるようファミリー防災講座を開催することで、災害発生

時に的確に対応できる能力を高め、将来の地域における防災・減災活動の中核と

なる人材育成に取り組む。 

 

３．予算額 ４０，０１２千円    （財源内訳）一般財源 ４０，０１２千円 

 （前年度 ３８，１７８千円）        

 

 

 

 

担当 危機管理統括部危機管理課 
 伊藤・林（真） 
 ℡ ３５４－８１１９ 
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防災システム整備事業費 

 

１．目的 

近年、防災分野におけるＤＸ化が進んでおり、さまざまなＩＣＴ機器を利用した

情報共有や避難支援の仕組みなどが導入され始めている。 

災害時における被害の早期把握や対応の迅速化を図るシステムに加え、市民の円

滑な避難を支援するためのシステムを導入することで、本市の災害対応力の向上を

図る。 

 

２．内容 

（１）【拡充】防災行政無線連動型鍵ボックス整備事業      １３，４００千円 

  令和６年能登半島地震では、津波警報が発表されたにもかかわらず、感震式鍵

ボックス（震度５弱以上で開錠）が作動条件に達せず、施設の鍵が開錠されない

事例があった。このため、南海トラフ地震に備え、津波警報等の発表と同時に施

設を確実に開放できるよう、津波避難ビルとして指定している公共施設等におい

て、Ｊアラートと連動した自動開錠式の鍵ボックスを整備し、市民の円滑な避難

行動の確保を図る。 

 

 （２）【拡充】Ｊアラート受信機更新業務委託等        １０，８００千円 

   令和８年度中に現行受信機のサポートが終了となることから、次期受信機に更

新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考：総務省消防庁 

【Ｊアラートの概要】 
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 （３）【拡充】移動系防災行政無線機種選定・実施設計業務委託 ４，６００千円 

  四日市市で運用している移動系防災行政無線（ＭＣＡ無線）は、令和 11 年５

月 31 日でサービスが終了するため、新たな通信体制の構築に向けて機種選定及

び実施設計を行う。災害時にも円滑に通信ができ、地図情報やチャット機能を活

用して迅速に情報共有を行える新たなシステムの導入を検討する。 

 

（４）【拡充】災害情報収集高度化事業               ８４７千円 

被害の早期把握と対応の迅速化を図るため、ＳＮＳ投稿の活用により状況把握

が可能なシステムを導入する。 

 

（５）【拡充】浸水センサ情報発信連携事業             ２３１千円 

  ワンコイン浸水センサの検知情報と市の安全安心防災メールを連動させ、市民

へ自動配信する仕組みを構築する。 

 

（６）緊急告知ラジオ購入補助金                 １９２千円 

   ［参考］販売予定価格  18,150 円 

    補助率 

     ・避難行動要支援者名簿に登載された者のうち、携帯電話、 

      スマートフォン等の携帯情報端末を所有していない方  9/10 

     ・上記以外の市民及び市内に事業所を有する法人の代表者 2/3 

 

３．予算額  ３０，０７０千円   （財源内訳）市債   １０，８００千円 

（前年度   ２２，７８３千円）         一般財源  １９，２７０千円      

担当 危機管理統括部危機管理課 

高橋・服部 

 ℡ ３５４－８１１９ 
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防災倉庫備蓄品等整備事業 

 

 

１．目的 

  大規模災害時における円滑な物資の配送のため、備蓄物資や資機材等の整備、防

災倉庫等の備蓄品管理の効率化に取り組む。 

 

２．内容  

【拡充】防災備蓄品管理システム構築業務委託      ３２，０００千円 

本市では 126 箇所の防災倉庫、５箇所の拠点防災倉庫を整備し、分散備蓄を推

進しているが、防災備蓄品の種類及び数は年々増加している。 

一方で、管理方法は従来どおり Excel 管理や目視確認となっており、備蓄品の

管理に膨大な業務時間を要している。 

そこで、防災備蓄品管理システムを構築し、デジタル化により、業務効率化を

図りつつ、備蓄品を適正に管理する。また、災害対策基本法改正に伴う備蓄状況

の公表義務への対応を行う。 

さらに、災害時における民間物流会社への業務移行を促進し、拠点倉庫での荷

捌きや避難所への配送の円滑化を実現する。 

 

【表】防災備蓄品管理システムの構築スケジュール（案） 

 

 

３．予算額  ３２，０００千円  （財源内訳）国庫支出金（1/2）１６，０００千円 

（前年度    ９，１７３千円）       一般財源     １６，０００千円 

担当 危機管理統括部危機管理課 

栁川・服部 

 ℡ ３５４－８１１９ 
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避難施設等整備事業 

 

１．目的 

南海トラフ地震等の大規模災害の発生に備え、避難所等における衛生環境の確保

及び避難者の健康管理に資する施設整備を推進する。 

 

２．内容 

（１）【拡充】貯留式マンホールトイレの整備         ７３，０６０千円 

本庁舎周辺において貯留式マンホールトイレを整備するとともに、津波被害によ

り多くの住民が中長期的に避難することが想定される内陸部の指定避難所におい

ても、整備に向け測量・調査・設計に着手する。 

【本庁舎周辺】（Ｒ８） 

・工事                    ４２，０００千円 

・仮設トイレ資機材等              ９，５１０千円 

【指定避難所】（Ｒ８～Ｒ13） 

・測量調査設計※国補助事業          ２１，５５０千円 

  （泊山小、笹川小、大谷台小） 

（２）災害時の水（飲料水・生活用水）の確保         ７，７３０千円 

指定避難所に設置されている既設受水槽等を活用し、災害時にも水を確保できる

体制を整備する。 

・工事（18 校）【緊急用取水口】           ４，９１０千円 

 （浜田小、富田小、富洲原小、羽津小、常磐小、内部小、河原田小、県小、八郷小、下野小、

泊山小、楠小、塩浜中、山手中、西陵中、保々中、常磐中、西笹川中） 

・設計（４校）【緊急遮断弁】            ２，５２０千円 

 （富田小、河原田小、高花平小、楠小） 

・資機材（２校）【貯水タンク】             ３００千円 

 （笹川小、三重西小） 

 

３．予算額  ８０，７９０千円  （財源内訳）国庫支出金(1/2) １０，７７５千円 

 （前年度  １４，４００千円）       市債       ３１，５００千円 

一般財源     ３８，５１５千円 

担当 危機管理統括部危機管理課 

   中村（英） 

 ℡ ３５４－８１１９ 
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止水板等設置促進事業 

担当 危機管理統括部危機管理課 

 高橋 

 ℡ ３５４－８１１９ 

 

 

 

 

 

１．目的 

  市民や事業者が主体的に行う浸水防止対策を支援し、被害の最小化を図る。 

 

２．内容 

  市民及び事業者が行う浸水対策を支援するため、止水板の設置工事、購入に要す

る経費の一部を補助する。 

   

 （１）補助制度の内容 

区分 内容 

補助対象者 四日市市内に所在する建物等の所有者または使用者 

対象経費 

・建物等に止水板を設置する工事及び関連工事 

（①工事、②小規模工事） 

・設置工事を要しない止水板の購入（③購入） 

補助率 対象経費の２分の１ 

補助上限額 500千円 

対象区域 市内全域 

 

（２）止水板イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算額 ７，９００千円    （財源内訳）一般財源 ７，９００千円 

 （前年度     ０千円）     

【①工事】 【②小規模工事】 【③購入】 
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政 策 推 進 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

「四日市市総合計画（2020 年度～2029 年度）」の基本構想に掲げた４つの将来

都市像の実現に向けて、本市が、市民の皆さんが豊かで幸せに暮らせる都市とな

り、日本の活力を支える東海エリアにおける西の中枢都市として存在感を高める

ため、中間見直しを踏まえた重点的横断戦略プラン及び分野別基本政策に位置付

けた施策や取組を着実に力強く推進する。 

 

１．総合計画の推進について  

「四日市市総合計画（2020 年度～2029 年度）」における、将来都市像の実現

に向けて、令和６年度に実施した中間見直しを踏まえ、３年間の具体的な実施

事業を示した令和８年度推進計画（令和８～10 年度）の着実な推進を図る。 

政策提案事業について、意欲ある職員から多くの提案を受けられるよう取り

組み、柔軟な発想から生まれる斬新なアイデアを政策形成に活かし、先進かつ

魅力的な市政運営につなげる。 

 

【主な事業】 総合計画推進事業費 ５，５６５千円 

 

２．知と交流の拠点施設整備事業について 

中心市街地の市役所北側民有地において、滞在型の「知」と「交流」の拠点施

設整備に向け、市民意見をいただきながら、建物の配置、間取り、外観、構造、

設備などの基本的な内容を図面としてとりまとめる基本設計を行うとともに、

拠点施設からの雨水の流出抑制方策についての検討、地質調査を行う。あわせ

て、設計施工一括発注方式（デザインビルド方式）による工事発注に向け、要求

水準書の作成や審査会の運営支援等について業務委託を行う。 

 

 【主な事業】 知と交流の拠点施設整備事業費 ３０５，１００千円 

 

３．新保々工業用地関連事業について 

新保々工業用地について、民間活力を導入した工業団地化に向け、猛禽類の繁

殖状況や居場所の把握、営巣誘導等に取り組む。また、地元要望道路の整備設計

を行う。 

 

 【主な事業】 新保々工業用地関連事業費 ２１，０６４千円 

 

４．大学等拠点施設整備事業について 

  ＪＲ四日市駅前への大学整備に向け、建物の配置、間取り、外観、構造、設備

などの基本的な内容を図面としてとりまとめる基本設計を行うとともに、用地
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測量、建物補償積算、地質調査を行う。あわせて、設計施工一括発注方式（デザ

インビルド方式等）による工事発注に向け、要求水準書の作成や審査会の運営

支援等について業務委託を行う。また、学長や学部長候補となる人材の検討を

進め、教育研究体系や企業との連携の具体的な検討を行う。 

 

 【主な事業】 大学等拠点施設整備事業費 ２４０，５００千円 

 

５．産学官連携の推進について 

四日市市内の企業や大学等研究機関との連携を強化し、産学官それぞれがも

つ知的・人的・物的資源を相互活用することで、教育、産業、環境など様々な分

野に係るこれからの社会情勢の変化に応じた課題解決につなげる。 

 

【主な事業】 産学官連携事業推進費 ３，０００千円 

三重大学との連携強化事業費 ４，５００千円 

 

６．国際交流の推進について 

ロングビーチ市からの交換学生・教師の受け入れ事業や、天津市からの青少年

スポーツ交流団の受け入れ事業を実施し、市民交流を深めるとともに、両市との

友好親善を図る。 

 

【主な事業】 姉妹友好都市交流事業費 １６，６５９千円 

 

７．四日市港の機能強化及びみなとまちづくりについて 

四日市港戦略計画（2023～2026）に掲げる政策を着実に推進し、港湾機能の

充実をより一層図るとともに四日市港長期構想や四日市港港湾脱炭素化推進計

画、港湾計画に基づき、次期戦略計画の策定を行う。 

本市の産業を支える物流の観点からは、耐震性能を有する霞ヶ浦地区北ふ頭

81 号岸壁の整備を促進する。また、地震・台風等の大規模災害に備えた港湾施

設・海岸保全施設の防災・減災対策を促進するとともに、令和６年度から国直

轄事業化された石原・塩浜地区の海岸保全施設整備事業についても、三重県や

四日市港管理組合、産業界とともに国への働きかけを行うなど、事業の計画的

な進捗に向けて取組を進める。 

みなとまちづくりにおいては、本市の特色ある産業観光資源を活かし、四日

市港の発祥の地である四日市地区を活性化するため、関係者と連携し策定した

「みなとまちづくりプラン」について、千歳運河の整備を実施するとともに、

プランの実現に向けて引き続き関係者と協議を進めていく。継続的にプランの

実施体制や実施時期、具体的な方策等を検討するとともに、実証実験的なイベ

ントの開催や千歳運河などを含む一帯に関し、動線の確保をはじめ集客施設の

方向性やコンセプト等についてみなとまちづくり協議会で協議していく。 
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【主な事業】 四日市港管理組合負担金 １，３３５，６７７千円 

       みなとまちづくり協議会負担金 ５，５００千円 

 

 

８．首都圏における情報拠点事業について 

 首都圏における行政・政治等に関する情報収集を図るとともに、国への要望活

動等における関係機関との連絡・調整を行う。 

 また、本市のシティプロモーションの一つとして、首都圏という立地を活用

し、四日市の情報や魅力を発信することで、都市イメージや認知度向上を図る。 

          

【主な事業】 東京事務所一般管理経費 ３，７０８千円 

シティプロモーション推進事業費 ２，７００千円 

 

９．魅力収集発信について 

本市の人と風土が育む地場産品を紹介する動画を活用し、市内外へ広くＰＲす

ることで、地場産品を通した本市の魅力発信および良好な都市イメージの構築を

図る。 

 

 【主な事業】魅力収集発信事業費  ２４，３７６千円 

 

１０．広報施策について 

 多様化する市民の情報取得手段に応じて、紙媒体「広報よっかいち」をはじ

め、テレビ、ラジオ、インターネットなどのさまざまな媒体を活用し、本市の政

策・施策を市民に分かりやすく丁寧に伝える。 

 

【主な事業】情報発信事業費 １５６，６７０千円 

 

１１．広聴施策について 

   無作為に抽出した 5,000 人の市民を対象に毎年実施している「市政アンケー

ト」をはじめ、インターネットを活用した意見聴取システム「市政ごいけんばん」、

市ホームページに設置している「市政への提案箱」などの広聴事業を引き続き実

施し、行政上の課題や市民生活上の問題点を把握するよう努める。 

  

【主な事業】広聴活動事業費 ３，５９６千円 
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知と交流の拠点施設整備事業費 

（新図書館等拠点施設整備） 
１．目的 

知識や情報、人に出会える滞在型図書館を核とし、市民の創造・交流活動の場となる

多目的ホール、カフェ等を組み合わせた、「知」と「交流」の拠点施設の整備を進める。 

 

２．内容 

中心市街地の市役所北側民有地において、滞在型の「知」と「交流」の拠点施設整備に

向け、市民意見をいただきながら、建物の配置、間取り、外観、構造、設備などの基本的

な内容を図面としてとりまとめる基本設計を行うとともに、拠点施設からの雨水の流出

抑制方策についての検討、地質調査を行う。 

基本設計に合わせて実施する市民ワークショップについては、スターアイランド跡地

での市民ワークショップ等でいただいた新図書館に関する市民意見に加えて、新たに多

目的ホールなど図書館以外の機能を中心に市民意見をいただき、多目的ホールやワーク

ショップスペースなど交流機能の使い方等について、基本設計に反映していく。 

また、基本設計の次の段階である、実施設計から工事の段階においては、「設計施工一

括発注方式（デザインビルド方式）」を採用する方針としている。そのため、基本設計と

並行して、公募型プロポーザルによる施工者選定に向け、設計・工事の実施条件、建築の

基本方針、施工者に求める内容や最低限の水準を取りまとめた要求水準書の作成や、審

査会の運営支援等について業務委託を行う。 

なお、要求水準書作成等プロポーザル支援業務については、業務期間が２か年に渡る

ことから債務負担行為を計上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【建物配置のイメージ】 【フロア構成のイメージ】 

【駐車場】

銀行店舗

諏訪新道

三
滝
通
り

敷地面積：約3,700㎡

【知と交流の拠点施設】

出口
（想定）

入口
（想定）

児童・子育てエリア

一般図書エリア

自動
書庫

ワークショップスペース
（展示室等）

事務室・
仕分け室等

ボランティア
スペース7階

6階
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1階

車路
・

車寄せ
・

駐輪場等

カフェ

総合
案内
・
情報
発信

交流スペース
（多目的ホール）

控室等

ティーンズエリア

談話
スペース

図書館
エント
ランス

地域・郷土エリア

文学・読みものエリア

ワークショップスペース
（会議室等）

32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務区分】 

業務区分 当初予算額 債務負担行為 合計額 

基本設計 ２７１，０００千円 ― ２７１，０００千円 

地質調査 ２６，０００千円 ― ２６，０００千円 

要求水準書作成等 

プロポーザル支援 
８，１００千円 １８，９００千円 ２７，０００千円 

合計 ３０５，１００千円 １８，９００千円 ３２４，０００千円 

 ※基本設計については、現在、基本設計者の選定に向けた公募型プロポーザルを実施している。 

 

３．予算額 ３０５，１００千円   （財源内訳）その他特財  ３０５，１００千円 

（前年度  ３４，７００千円）       （都市基盤・公共施設等整備基金繰入金） 

 

 

４．債務負担行為 

・知と交流の拠点施設整備要求水準書作成等プロポーザル支援業務委託費 

  限度額 １８，９００千円 （総事業費 ２７，０００千円） 

  期 間 令和８年度から令和９年度まで 

 

  

※建物配置・フロア構成については、基本計画（平成 30 年策定）の想定規模を基に配置した

イメージであり、今後進める基本設計の中で内容を固める。 

※２階のワークショップスペース（展示室等）については、活動の規模に応じて間仕切りを

変更できる展示室のほか、多目的ホール（発表の場）と一体となった、音楽・ダンス・演劇

など様々な活動の練習の場を設けるものとしている。 

※６階のワークショップスペース（会議室等）については、知の拠点としてグループでの学

習等に利用できる研修室・学習室のほか、市民が企画する講座等の開催場所や準備段階で

のミーティングに利用できる、会議室等を設けるものとしている。 

※なお、ワークショップスペースの規模（面積）については、他の公共施設との使い分けや役

割分担を踏まえて、今後、基本設計を進める中で、基本計画の想定規模から見直しを検討

する。 
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５．スケジュール 

・各地権者等が、知と交流の拠点施設整備事業にご協力いただくに際し、「収用等の課

税の特例（5,000 万円控除等）」の適用に向け、三重県等の関係機関との協議を進め

る。 

・この特例を適用するための協議には、「事業計画を示した各階平面図、立面図等」が

必要となることから、今後、基本設計を進め関係機関との協議が整った後に、正式

な買取申し出を行い、用地取得契約を結ぶこととなる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務負担行為 

（R7.11 月定例月議会） 

当初予算・債務負担行為

の対象 

担当 政策推進部 政策推進課 

   後藤、疋田 

℡ ３５４－８１１２ 
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１．目的 

 四日市市土地開発公社の解散、清算結了に伴い市に引き継がれた土地のうち、新保々工業

用地について素地売却を行うことにより、民間活力を導入した工業団地化を行い、産業の活

性化を図る。 

 

 

２．内容 

（１）猛禽類調査                      ７，６６４千円 

新保々工業用地に営巣するオオタカが、平成29年に希少種指定から外れたことにより、

「専門家の意見を聞きながら」開発に向け整備計画を進めることが可能となった。この

ため、オオタカの繁殖状況や居場所等を調査するとともに、営巣誘導等の対応も行う。

なお、オオタカの繁殖期は１月～９月のため、継続して調査を行えるよう債務負担行為

を計上する。 

 

 （２）道路整備設計業務      １３，４００千円 

    新保々工業用地と併せて整備する地元要望道路について、測量成果に基づき詳細設計

を行う。 

 

 

３．予算額  ２１，０６４千円  （財源内訳）その他特財  ２１，０６４千円 

（前年度  ２５，６３０千円）      （旧四日市市土地開発公社取得土地活用基金繰入金） 

  

        

４．債務負担行為 

・新保々工業用地猛禽類調査業務委託費 

   限度額 ２，９００千円   （総事業費 ９，２００千円） 

   期 間 令和８年度から令和９年度まで 

 

担当 政策推進部 政策推進課 

   後藤、寺田 

℡ ３５４－８１１２ 

新保々工業用地関連事業費 
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大学等拠点施設整備事業費 

 

１．目的 

人口減少・高齢化の進展、生産年齢人口の減少による労働力供給の不足が予測される

中、デジタル化、脱炭素化等の世界的な潮流に伴う産業構造の変化に対応し、本市が、将

来にわたり産業都市としての持続的な成長を遂げていくためには、地域の企業を支え、

共に発展していくことが重要である。 

人口減少が進む中で特に企業にとって人材の獲得が課題となっていることから、ＪＲ

四日市駅前に大学を設置することで、地域産業界で活躍できる人材を育成するとともに、

研究等を通じたイノベーションの創出により、地域産業の持続的な発展を目指す。 

 

２．内容 

ＪＲ四日市駅前への大学整備に向け、建物の配置、間取り、外観、構造、設備などの基

本的な内容を図面としてとりまとめる基本設計を行うとともに、用地測量、建物補償積

算、地質調査を行う。加えて、建物の基本設計に合わせて施設からの雨水流出抑制方策

についても検討を行う。 

また、基本設計の次の段階である、実施設計から工事の段階においては、設計・工事を

一括して発注する方式を採用することとしている。そのため、基本設計と並行して、公

募型プロポーザルによる施工者選定に向け、設計・工事の実施条件、建築の基本方針、施

工者に求める内容や最低限の水準を取りまとめた要求水準書の作成や、審査会の運営支

援等について業務委託を行う。 

なお、基本設計及び要求水準書作成等プロポーザル支援については、業務期間が２か

年に渡ることから債務負担行為を計上する。 

あわせて、学長や学部長候補となる人材の検討を進め、これらの人材の意見を聞きな

がら、教育研究体系や企業との連携の具体的な検討を行う。 

 

【ＪＲ四日市駅前に設置する大学】 【施設イメージ】 
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【業務区分】 

業務区分 当初予算額 債務負担行為 合計額 

基本設計 ８７，７００千円 ２０４，６００千円 ２９２，３００千円 

用地測量 ７９，２００千円 - ７９，２００千円 

建物補償積算 １４，５００千円 - １４，５００千円 

地質調査 ４１，５００千円 - ４１，５００千円 

要求水準書作成等 

プロポーザル支援 
１３，６００千円 ３１，６００千円 ４５，２００千円 

教育研究体系の検討 ４，０００千円 - ４，０００千円 

合計 ２４０，５００千円 ２３６，２００千円 ４７６，７００千円 

 

【スケジュール】 

年度 大学整備 （参考）大学設置 

令和８年度 
基本設計、用地測量、建物補償積算、地質調査、

要求水準書作成等プロポーザル支援 詳細計画検討 

（教育課程、教員体制、

事務組織の検討） 令和９年度 
基本設計、要求水準書作成等プロポーザル支援、

実施設計 

令和 10 年度 実施設計 

令和 11 年度 整備工事 設置認可申請書類作成 
令和 12 年度 整備工事 設置認可申請 
令和 13 年度 整備工事、備品搬入 設置認可、入試 
令和 14 年度 開 学 

 

３．予算額 ２４０，５００千円    （財源内訳）その他特財 ２３６，５００千円 

（都市基盤・公共施設等整備基金繰入金） 

一般財源      ４，０００千円 

 

４．債務負担行為 

・大学等拠点施設整備基本設計業務委託費 

限度額 ２０４，６００千円 （総事業費 ２９２，３００千円） 

期 間 令和８年度から令和９年度まで 

・大学等拠点施設整備要求水準書作成等プロポーザル支援業務委託費 

限度額  ３１，６００千円 （総事業費  ４５，２００千円） 

期 間 令和８年度から令和９年度まで 

担当 政策推進部 政策推進課 

   大学構想推進室 冨田、岩田 

   ℡ ３５４－８１０３ 
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１．目的 

 四日市港が、日本の代表的な国際拠点港湾として本市の多様なものづくり産業の成長と

発展を物流面で支えるため、霞ヶ浦地区において、物流効率化や災害対応力の強化を図る。 

また、石原・塩浜地区において、津波や高潮からの地域住民の生命・財産の防護や、企

業活動の維持を図る。 
 

２．内容 

国が直轄事業として行う、霞ヶ浦地区北ふ頭のコンテナ船用耐震強化岸壁の整備（令和

８年度における一部先行利用を予定）及び石原・塩浜地区の海岸保全施設の耐震改良と嵩

上げを促進するにあたり、管理組合負担分を四日市港管理組合負担金の一部として負担す

る。 

また、直轄事業が円滑に実施されるよう、三重県や四日市港管理組合、港湾事業者とと

もに設立した「四日市港霞ヶ浦地区北埠頭の整備を進める会」及び「四日市港の海岸整備

を進める会」の一員として、国に対して予算確保や計画的な事業推進を働きかける。 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【霞ヶ浦地区北ふ頭】            【石原・塩浜地区海岸施設】 

 

３．予算額  ３７，２９６千円      （財源内訳）一般財源 ３７，２９６千円 

（前年度 ３８，１８４千円） 
 

 （参考：令和８年度四日市港管理組合負担金総額 １，３３５，６７７千円） 

担当 政策推進部 政策推進課 

   東内 

℡ ３５４－８１１２ 

四日市港施設整備事業 

（四日市港管理組合負担金） 

38



 

 

１．目的 

 四日市港の発祥の地である四日市地区は、国指定重要文化財や国内唯一の現役の鉄道可

動橋等の歴史的資源があり、中心市街地から比較的近くに位置していることから、従来の

物流機能に加え、市民が憩い、賑わう交流拠点としての活用が求められている。 

令和３年11月にみなとまちづくり協議会（主な構成員：四日市市、四日市港管理組合、

四日市商工会議所、四日市港利用促進協議会、四日市港湾事務所）において策定された「み

なとまちづくりプラン」に掲げる四日市地区みなとまちの将来像「モノ・ヒトがともに集

う 出会い・憩い・賑わいのみなとまち～ 新たな“ よっかいち庭浦”の実現～」に向け、

中心市街地再開発プロジェクトと連携したみなとまちづくりを促進する。 
 

２．内容 

「みなとまちづくりプラン」について、プランに示された将来像の実現に向けて引き続

き関係者と協議を進めていく。 

実証実験イベントである「YOKKAICHI BAURAミーティング」を開催することで、みなと

まちづくりの機運醸成を図る。また、将来的に目指す姿※の実現に向け、中心市街地再開発

プロジェクトとの連携を見据え、千歳運河の整備を実施するとともに、四日市地区を歩い

て回ることができる動線の確保や、納屋防災緑地や千歳運河における集客施設の整備の方

向性やコンセプト等について、外部有識者等の意見も取り入れながら、みなとまちづくり

協議会で協議していく。 

なお、みなとまちづくり推進事業にかかる費用は、四日市市、四日市港管理組合及び四

日市商工会議所で負担する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※千歳運河賑わい創造プロジェクトの将来的に目指す姿  BAURAミーティング「BAURAの夜市」の様子 

（みなとまちづくりプランより抜粋）               （令和７年10月） 

       

３．予算額  ５，５００千円   （財源内訳）一般財源 ５，５００千円 

（前年度 ３，５００千円） 

 

担当 政策推進部 政策推進課 

   東内 

℡ ３５４－８１１２ 

みなとまちづくり推進事業 

（みなとまちづくり協議会負担金） 
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１．目的 

   本市の魅力を市内外に効果的に発信することにより、東海エリアにおける西の中枢都市

としての存在感を示し、さらなる都市イメージの向上を図る。 

  また、三重県をリードする都市として、市外・県外からの評価を得ることにより、市民

が本市を誇りに思う意識を醸成することを目的とする。 

 

２．内容 

（１）地場産品等を活用した魅力発信および収集事業  

 ２０，０００千円 

本市の魅力あふれる地場産品の動画を活用し

た特設ホームページを制作し、この特設ページへ

誘引するようなＷＥＢ広告を配信し、市内外に向

け地場産品を通した本市の魅力発信を行う。 

あわせて、本市の都市イメージに関する調査

を実施し、現状を把握するとともに、今後の更な

る都市イメージの向上に向けた効果的な情報発

信につなげる。 

 

（２）看板等を活用した魅力の発信 

 ４，３７６千円 

近鉄四日市駅周辺の柱看板等の各種広告媒体を活用し、本市の魅力を、鉄道利用者

をはじめとする市内外の来街者に効果的に発信するほか、「地方版図柄入り四日市ナ

ンバー」について、引き続き図柄入り四日市ナンバー普及促進協議会での協議を行う

とともに、図柄入り四日市ナンバー普及に向けた周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算額  ２４，３７６千円    （財源内訳） 一般財源  ２４，３７６千円 

  （前年度 ２３，１５８千円） 

 

魅力収集発信事業費 

担当 政策推進部 広報マーケティング課 

   大杉 

   ℡ ３５４－８２４４ 

地場産品紹介のイメージ 

図柄入り四日市ナンバー 近鉄四日市駅南口のＬＥＤ看板 
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総  務  部 

 

新年度予算における基本的な方針 

人口減少や高齢化などの社会環境の変化に対応し、本市が市民に不可欠な行

政サービスを安定して提供していくため、多様な人材の確保に努めるとともに、

職員の働き方改革を推進し、ワーク・ライフ・バランスの実現を図る。また、

組織機構の改革に取り組むとともに、各種行政手続のデジタル化などを含めた

「スマート自治体の実現」に向けた情報化の取組みを行うことで、さらなる業

務の効率化と市民サービスの利便性向上を目指す。 

公正な行政運営を推進するため、法務、公文書管理や入札契約制度、工事検

査などの各種の内部管理業務を適正に執行するほか、個人情報取扱事務の適正

な運用管理、情報セキュリティ対策を継続実施するとともに、開かれた市政の

実現を図るため、市政情報の情報公開を推進する。 

一人ひとりの人権が尊重されるまちを目指し、人権・同和行政についての答

申等を踏まえた施策の推進を図る。 

市民から信頼される市政の実現を図るため、職員研修を実施し、時代の変化

に即応した高度・専門的な知識・技能や幅広い視野を持つ職員の育成に努める

とともに、職員の主体的な業務遂行や自発的な能力開発を促進する。 

 

１．働き方改革の推進について 

庁内の働き方改革に向けた意識啓発と機運醸成を促し、職員のワーク・ライ

フ・バランスを実現するとともに、より一層の業務の効率化を図り、市民サー

ビスの向上を目指す。 

市民からの一般的な質問を一元的にまとめて回答するＦＡＱ専用サイトと

総合コールセンターを開設し、新たな問い合わせ窓口の拡充を図るとともに、

窓口時間の見直しを行うことで、市民サービスの質の向上と働き方改革の推進

の両立を図る。 

 

【主な事業】 

総合コールセンター事業（行政手続のデジタル化事業）   ３８，９００千円 

 

２．人権施策の推進について 

総合計画に掲げた「多様な人権を尊重するまちづくり」の実現に向けて、市

民一人ひとりが多様化・複雑化するあらゆる人権課題を自分自身の課題として

受け止め、互いの違いを尊重しながら、誰もが自分らしく生きられる社会とな

るよう、よっかいち人権施策推進プランや同和行政についての答申等を踏まえ
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た施策の推進を図る。 

さらに、地域における人権教育・啓発・学習の拠点である人権プラザの利便

性、安全性の向上を図るため、施設の改修等を行い、市民利用を促進する。 

広く市民に対して人権を考える機会を提供するとともに、多くの市民が学習

の機会を持つため人権研修を開催し、一人ひとりの人権尊重の意識を高め、差

別をなくす行動がとれるよう教育・啓発に取り組んでいく。 

四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例

について、人権施策等調査特別委員会の調査報告を踏まえ、令和８年度中の改

正を目指し、見直し議論を進める。 

 

 【主な事業】  人権教育・啓発推進事業費         １２，５００千円  

        人権意識向上・人材育成事業         ６，２５０千円 

                （うち職員研修所分     １，２００千円） 

人権相談体制強化事業費           １，２００千円  

   人権活動拠点施設整備事業費        ３１，７２４千円 

 

３．職員研修の充実について 

職員研修については、職員の資質・能力の向上を図るため、引き続き階層別

研修、建設技術系職員研修、特別研修、派遣研修を実施する。 

階層別研修では、各階層に求められる職員の意識・職務遂行能力の向上を

図るための研修を進めるほか、時間・場所を選ばない学習機会の提供及び多

様な働き方への対応のため、研修の一部に e ラーニングを導入する。 

  建設技術系職員研修では、新規採用職員を対象として、工事関連法規等の

研修を実施するほか、高い専門性が求められる建設技術系職員の知識、技術

力等の向上を目指したテーマ別の専門研修を実施する。 

特別研修では、職員の資質向上や市民対応能力の向上、働きやすい職場づく

りのための研修等を実施する。 

派遣研修では、市町村アカデミー、技術系職員研修機関等の外部研修機関へ

積極的に職員を派遣する。 

 

 【主な事業】  階層別研修費                ９，４９４千円 

              （うち人権意識向上・人材育成事業   ４３２千円） 

         建設技術系職員研修費            １，３１３千円 

         特別研修費                 ３，２４９千円 

         派遣研修費                 ８，３６０千円 

              （うち人権意識向上・人材育成事業   ７６８千円） 
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４．情報システム等の安定運用について 

現在稼働している各情報システムについて、窓口業務を支援する住民情報

システムや行政事務を支援する行政内部システムの安定運用に努めるととも

に、庁内のネットワークやパソコン、サーバ等の維持管理を継続して行う。 

また、本市ホームページを再構築し、令和９年３月からの運用開始を目指

す。 

【主な事業】   窓口支援システム保守運用経費 ２８５，９６１千円 

行政内部のＩＴ化事業費 １４０，２８４千円 

行政内部のＩＴ基盤整備費  ５５６，３２２千円 

行政サービスのＩＴ化事業費  ６１，５５３千円 

番号制度関連システム経費 ７，９３０千円 

各種団体負担金 ５５，７１２千円 

 

５．スマート自治体の実現について 

総合計画に掲げた「スマート自治体の実現」に向けて、令和８年度から開

始する「第２次四日市市情報化実行計画」に基づき、以下の４つの推進計画

事業を着実に進めることで、市民サービスの向上と行政事務の効率化を促進

する。 

ＡＩ・ＲＰＡ等活用促進事業については、テレワーク及び職員間のコミュニ

ケーションツールの利用促進を行うとともに、ＡＩ・ＲＰＡ関連ソフトや自治

体向け生成ＡＩを活用し、業務効率の向上を図る。 

標準化システム移行整備事業については、令和９年１月の本稼働に向けて、

住民基本台帳や税などの業務を、国の標準仕様に準拠したシステムに移行す

る。 

行政手続のデジタル化事業については、令和６年度に策定した「四日市市

窓口業務デジタル化実施計画」に基づき、申請件数の多い行政手続のオンラ

イン化を優先的に行うとともに、窓口に訪れた市民が申請書を記載すること

なく行政手続を進められる「書かない窓口」や、複数の窓口を回ることなく

１か所で事務手続きができる「回らない窓口」の開設と運用整備を行う。ま

た、デジタル機器に不慣れな方でもデジタル化によるサービスを享受できる

よう、スマホ教室の開催やオンライン申請サポート窓口での支援を継続する。

また、ＬＩＮＥ公式アカウントを再構築し、10 月からの運用開始を目指す。 

官民データ利活用事業については、官民データを蓄積するためのデータプ

ラットフォームの維持管理を行うとともに、データを活用した地域課題解決

のためのアプリ開発を行う。 

 

【主な事業】  ＡＩ・ＲＰＡ等活用促進事業費 ７５，１３９千円 
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標準化システム移行整備事業  ２９０，２０９千円 

行政手続のデジタル化事業 １４６，６８９千円 

官民データ利活用事業  ２６，２６３千円 

 

 

６．入札契約制度について 

 入札及び契約の透明性、公正性及び競争性を高めることを基本理念として、

適正な入札契約制度による執行を行う。 

入札にあたって、総合評価方式等も含めた適正な入札方法の採用、適正な仕

様及び納期等の契約条件の設定、過度な価格競争への対応等により、健全な

競争環境の確保に努める。 

また、電子入札システムを工事及び測量調査設計業務委託の入札並びに、物

品購入の見積合わせにおいて運用し、発注者及び応札者双方の事務の効率化、

迅速化並びに応札者の利便性の向上を図っている。 

 

【主な事業】 電子入札システム運用経費         ２２，７４８千円 

 

７．工事検査について 

  「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、発注者の責務とし

て、工事中及び完成時の履行状況の確認及び評価を適切に実施することが求

められている。 

このことから、施工中における適正な履行状況を確認し評価するため、監督

職員に対して確実な段階確認の実施に努めるよう指導するとともに、完成時

における適正な工事検査を実施し、工事の評価を適切に行う。 

 

８．選挙執行の準備について 

令和９年４月の統一地方選挙における三重県議会議員選挙及び四日市市議

会議員選挙の適正な執行に向けて、準備を着実に進める。 

 

【主な事業】 県議会議員選挙費              ３６，６０５千円 

       市議会議員選挙費              ２７，２８３千円 
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１．目的 

市民の人権尊重の意識を高め、差別をなくす行動に結びつけるため、教育・啓発 

に係る教材の開発に継続して取り組むとともに、それらを活用した人権教育・啓発を

推進して、地域における人権・同和教育を充実させる。 

令和６年度に実施した市民人権意識調査の結果をふまえ、インターネット時代にお

けるメディア・リテラシーを養成するため、社会教育の面からも教材開発に取り組む

ことで、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消に努める。 

 

２．内容 

 （１）各地区人権・同和教育推進協議会等への支援      １１，５００千円 

各地区人権・同和教育推進協議会や各ブロック協議会がそれぞれの地域、及び

複数の地域を対象として実施する教育・啓発・広報活動・交流活動等の支援を行

う。 

 

 （２）人権学習教材調査・作成                １，０００千円 

部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消に向けた施策に活用できるよう、

市民人権意識調査や人権相談業務等を通じて差別の実態を把握し、インターネッ

トと人権に関する啓発冊子等、人権啓発のための教材等の開発・作成を行う。 

 

  

                    

３．予算額 １２，５００千円  （財源内訳）県支出金（1/2）    ２０３千円 

（前年度 １２，５００千円)         一般財源     １２，２９７千円 

 

 

 

人 権 教 育 ・ 啓 発 推 進 事 業 

担当 総務部 人権センター 

 髙城 

   TEL：３５４－８６０９ 
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１．目的 

市民が人権について基本的な知識を習得するとともに、より専門的な知識を深める

ための学習機会の拡充を図る。 

よっかいち人権大学を開講し、さまざまな人権課題やメディア・リテラシーと人権

に関する講座等を実施することで、市民一人ひとりの人権意識を高める。   

また、四日市人権啓発企業連絡会や各人権活動団体等の活動発表・啓発の機会を確

保することで市民の人権意識の向上を図る。 

さらに、職員が業務を遂行するにあたり、人権問題を正しく理解し、複雑化・多様

化する人権課題に対し、職員自らが積極的に取り組むための研修を実施する。 

 

 

２．内容 

 （１）人権学習推進事業                   １，８５０千円 

  ①よっかいち人権大学の開催                １，７５０千円 

人権について広く学び、理解を深めるため、基本的な認識や知識を得ることが 

できる「よっかいち人権大学あすてっぷ」と、より人権に関する専門的な知識を深

める「よっかいち人権大学ステップアップ講座」を開催する。 

 

②四日市人権啓発企業連絡会へ人権研修等の活動支援       １００千円 

   多様な人権課題に対応できる企業づくりの推進と働く世代の人権意識の向上を

図るため、企業の人事労務担当者に対する啓発や人権研修等の活動を支援する。 

 

（２）じんけんフェスタの開催                 ３，２００千円 

   12 月の人権週間に合わせて、広く市民に対して人権を考える機会として、人権

講演会や、市内人権啓発活動団体の取り組み等を紹介する「じんけんフェスタ」

を開催する。 

 

（３）職員人権研修                      １，２００千円 

    部落差別について理解を深め、解消を推進する意識の向上を図るとともに、人

権問題への認識を深め人権感覚を養うため、階層別研修等において、さまざまな

人権に関する研修を実施する。また、外部で開催される人権研修等へ職員を派遣

する。 

 

３．予算額  ６，２５０千円   （財源内訳）県支出金（10/10・1/2）５３４千円 

 （前年度  ５，０５０千円）        その他特財       ２，８９６千円 

                        （まちづくり事業基金繰入金） 

                       一般財源       ２，８２０千円 

 

 

人 権 意 識 向 上 ・人 材 育 成 事 業 

担当 総務部 人権センター 髙城 

TEL：３５４－８６０９ 

総務部 職員研修所 堀田 

TEL：３５４－８１２８ 
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１．目的 

  インターネット上での人権侵害や誹謗中傷など、様々な人権課題などに対応する

ことができるように、相談業務に従事する職員自らの資質を検証・向上できる機会

を提供する。 

  また、各相談員や関係課間で情報や内容等を共有するネットワークの充実を図る

とともに、人権擁護委員など、人権に係わる各種団体等と連携し、相談者に寄り添

うきめ細かな相談体制を目指す。 

 

 

２．内容 

  相談員間の連携強化が図られるよう、相談ネットワーク連絡会の充実を図り、法

的知識の取得を目的とした、弁護士による法律学習会や、相談技法取得のための研

修会など、様々な人権課題についての知識習得、相談対応の学習会を実施する。 

  人権擁護委員など、人権に係わる各種団体等との連携を図るために合同学習会や

公開講座を実施する。 

 

 

３．予算額 １，２００千円     （財源内訳）一般財源   １，２００千円 

 （前年度 １，２００千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 権 相 談 体 制 強 化 事 業 

担当 総務部 人権センター 

 髙城 

   TEL：３５４－８６０９ 
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１．目的 

人権啓発の拠点である人権プラザ等において、広域的な人権事業の展開、人権教

育・啓発の推進、人権に関する市民活動の支援など、人権活動を推進していくために、

誰もが利用しやすい人権活動拠点として整備していくとともに交流拠点機能の強化

を図る。 

 

 

２．内容 

空調設備改修事業                    １１，５００千円 

耐用年数を経過した空調設備を更新する。 

①小牧西児童集会所空調設備改修工事           ９，８００千円 

②人権プラザ小牧空調設備改修工事設計業務委託        ８００千円 

③人権プラザ神前・寺方児童集会所空調設備改修工事設計業務委託  

                                ９００千円 

 

 

３．予算額  １１，５００千円 （財源内訳）一般財源 １１，５００千円 

 （前年度   ５，４７９千円） 

 

  

 

 

 

 

 

 

人 権 活 動 拠 点 施 設 整 備 事 業 

担当 総務部 人権・同和政策課 

 山添 

   TEL：３５４－８１５６ 

48



 

 

 

 

１．目的 

 ＡＩ（人工知能）・ＲＰＡ（ロボットによる自動化）等のＩＣＴの利活用により職

員の働き方改革を進め、職員でなければできない業務に注力することで、市民サービ

スの質の向上を図る。 

 

２． 内容 

 議事録作成支援サービス、自治体向け生成ＡＩの利用料や、ＡＩ・ＲＰＡ関連ソフ

トの更新ライセンス料等を計上する。なお、ＲＰＡについてはパソコンの自動操作を

設定するシナリオの作成と維持管理を外部委託し、職員の活用意識を高めることで利

用促進を図る。 

 また、職員間の迅速な情報共有を図るため、自治体専用のコミュニケーションツー

ルや庁内無線ＬＡＮ機器の維持管理に係る経費を計上する。 

 

（１）議事録作成支援サービス利用料      ２，４２０千円 

（２）ＡＩ・ＲＰＡツール使用料      １７，４２４千円 

（３）ＲＰＡシナリオ作成業務委託        １７，５００千円 

（４）デジタル人材育成研修実施業務委託       １，９８０千円 

（５）コミュニケーションツール使用料     １１，８８０千円 

（６）無線ＬＡＮ機器維持管理経費       １４，６３５千円 

（７）自治体向け生成ＡＩ利用料       ６，０００千円 

（８）証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）支援業務委託    ３，３００千円 

 

３．予算額  ７５，１３９千円    （財源内訳）一般財源  ７５，１３９千円 

（前年度  ９３，２６０千円） 

ＡＩ・ＲＰＡ等活用促進事業費 

令和４年２月定例月議会 

予算常任委員会資料 

総務部ＩCＴ戦略課 

担当 総務部デジタル戦略課 

 行政ＤＸ推進室 

   吉田 

   TEL：３５４－８３１７ 

令和４年２月定例月議会 

予算常任委員会資料 

総務部ＩCＴ戦略課 
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１．目的 

  市役所によく問い合わせのある定型的な質問と回答（ＦＡＱ）を掲載した専

用サイトと総合コールセンターを開設し、チャットボットとも連携すること

で市民がより迅速に問題を解決する手段を拡充し、利便性の向上を図る。 

また、問い合わせ対応が少なくなることで得られた時間で、より丁寧な聞き

取り等が必要な相談対応や他の業務に集中して取り組み、市民サービスの向上

と職員の働き方改革の両立を図る。 

 

２．内容 

（１）総合コールセンター運営等業務委託        ３５，５００千円 

令和９年１月に市役所によく問い合わせのある定型的な質問と回答（ＦＡ

Ｑ）を掲載した専用サイトと、電話オペレーターが対応する総合コー   

ルセンターを開設する。 

（２）窓口時間等案内（自動応答）機能導入業務委託    ３，４００千円 

本庁舎等の所属に窓口時間外にかかってきた電話に対し、受付可能時間 

等について、自動音声による案内を行う電話機能を導入する。 

 

３．予算額 ３８，９００千円（財源内訳）国庫支出金（1/2）７，９５０千円 

一般財源       ３０，９５０千円 

 

４．債務負担行為 

・総合コールセンター運営等業務委託費 

限度額 ２２９，２６６千円 （総事業費 ２６４，７６６千円） 

期 間 令和８年度から令和 11 年度まで 

   

担当 総務部総務課 

   働き方改革推進室 

山下 

   TEL：３５４－８２６７ 

（新）総合コールセンター事業 

  （行政手続のデジタル化事業） 

閲覧 

参照 

質問内容や傾向等の 

フィードバックの提供 

・個人情報等に基づいた質問 

・丁寧な聞き取りが必要な相談等 

電
話
⼮ 

問
⼋
合
⽖
⼢
⼦
⼋
市
民 

・市ホームページ 

・FAQ 専用サイト 

総合コールセンター 

市役所の 

各所属での対応 

⾊
⾀
⾅
環
境
⼒
⽐ 

自
分
⼮
調
⽀
⼦
⼋
市
民 

各所属による 

・フィードバックの分析 

・FAQ の随時更新 

架電 

ウェブ検索 

チャットボット 

回答 

【総合コールセンター運営イメージ】 （     …総合コールセンター運営等業務委託） 
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１．目的 

  自宅等で各種手続きがオンラインで完結できるしくみ（キャッシュレス化含む）

の提供を目指し、市役所に来庁する手間を省く（行かない）とともに、窓口での手

続においては同じ項目を何度も書く手間を省く（書かない）、待ち時間の短縮を図

る（待たない）、１か所で複数の手続ができるようにする（回らない）などの取り

組みを進め、市民の利便性の向上を図る。 

 

２．内容 

（１）電子申請システムの運用費      ９，４１６千円 

自宅等からオンラインで行政手続を可能とするための「電子申請システム」の

運用を継続するとともに、申請件数の多い行政手続のオンライン化を優先的に行

う。 

 

（２）ＬＩＮＥ公式アカウント運用管理費     １９，１８０千円 

市の公式ＬＩＮＥを活用し、各種行政手続の周知や案内を行うとともに、市民

にとって有用な情報を配信するサービスを継続して提供する。また、新システム

への切り替えにより、利便性の向上と運用保守にかかる委託費の縮減を図る。 

 

（３）デジタルデバイド対策費     １１，３７０千円 

スマホ等のデジタル機器に不慣れな市民にオンライン申請の操作方法等を理

解していただくために、本庁舎内にてヘルプデスクの運用を継続するとともに、

各地区市民センターでスマホ教室を開催することで、デジタル機器に親しみやす

い場の提供を行う。 

 

（４）窓口のデジタル化推進費              １０６，７２３千円 

窓口業務のデジタル化を推進するため、令和６年度に策定した「四日市市窓口

業務デジタル化実施計画」に基づき、令和７年 11 月に提供を開始したチャット

ボットを引き続き運用する。また、１か所で複数の手続ができるようにする「回

らない窓口」の開設に向け、システムおよび什器類の導入と運用整備を行う。 

 

３．予算額 １４６，６８９千円  （財源内訳） 

（前年度  ８４，１４１千円）  国庫支出金（10/10・1/2）４６，１９８千円 

一般財源           １００，４９１千円 

 

行政手続のデジタル化事業 

令和４年２月定例月議会 

予算常任委員会資料 

総務部ＩCＴ戦略課 

担当 総務部デジタル戦略課 

   行政ＤＸ推進室 

吉田 

   TEL：３５４－８３１７ 
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１．目的 

  行政や企業等が保有しているデータ（官民データ）を容易に利活用することがで

きる環境を整備することにより、官民データを基にした市民サービスの向上や地域

課題の解決を図る。 

 

２．内容 

官民データを利活用するためのデータ連携基盤（データプラットフォーム）の運

用費及びオープンデータの整備やデータを活用した地域課題解決のためのアプリ

開発に係る経費などを計上する。 

 

 

 

（１）データプラットフォーム保守運用業務   １６，２６３千円 

（２）オープンデータ整備・利活用支援業務   １０，０００千円 

 

３．予算額 ２６，２６３千円    （財源内訳）一般財源   ２６，２６３千円 

（前年度 ３４，６８２千円） 

官民データ利活用事業 

担当 総務部デジタル戦略課 

   行政ＤＸ推進室 

 吉田 

   TEL：３５４－８３１７ 
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財 政 経 営 部 

 

 

新年度予算における基本的な方針 

令和８年度当初予算の編成にあたっては、個人市民税及び法人市民税について、賃

金の引上げや堅調な企業業績により増加するとした。固定資産税についても、企業の

設備投資による償却資産増加などから増収が見込まれ、市税収入全体では、増収を見

込んでいる。一方、歳出については、人件費増加のほか、人手不足による建設コスト

増加など物価高騰の影響が見込まれることから、基金や市債を有効に活用しつつ、推

進計画事業をはじめとした主要事業の着実な進捗を図る方針とした。 

また、令和８年度は、総合計画の中間見直しから２年目にあたり、本市が目指す将

来都市像に向けて、積極的な事業展開を図っていく。中心市街地再開発プロジェクト

への投資やこどもまんなか社会の実現など、中長期的な課題への対応を加速するとと

もに、令和７年９月の記録的な大雨の教訓から災害に強いまちづくりを推進していく

ために、これらの事業に対して重点的に財源を配分した。 

その結果、令和８年度一般会計当初予算の規模は 1,522 億 3,000 万円となり、前年

度と比べて69億円、4.8％増加し、過去最大の予算規模となった。 

一方、予算の執行にあたっては、引き続き各部局において、最少の経費で最大の効

果が得られるよう、適正な予算管理に努める。 

歳入の約５割を占める市税については、引き続き課税対象の的確な把握に努め、税

負担の公平性の観点から適正な課税を行う。また、税制度への納税者の十分な理解が

得られるよう周知・広報を行いつつ、自主納付の推進と効果的かつ効率的な滞納整理

に取り組むことにより、さらなる収納率の向上及び累積滞納額の削減を図る。 

また、本市が保有するすべての公債権及び私債権については、債権管理推進本部及

び各所管課の債権管理推進員が、債権管理の手続きや取り組み事例の情報共有を図り、

債権管理基本方針に基づき主体的に滞納整理に取り組むことで効果的な回収に努める。 

さらに、人口減少や少子高齢化の進行などの環境変化の中にあっても、持続可能な

行政サービスを維持していくため、必要な改革には適切に投資を行う将来に備える行

政改革に引き続き取り組む。また、市が保有する財産については、適正な管理を実施

するとともに、不要な資産の売却・貸付や有効活用を図る。 

 

１．健全な財政運営の推進について 

令和８年度の財政運営については、国によるバスタ整備と連携した中央通り再編事

業の実施をはじめ、文化会館大規模設備等改修や堀川内水対策事業など投資的経費の

増加に対応するため、都市基盤・公共施設等整備基金の繰り入れや市債の発行により

着実な事業進捗を図っていく。  

また、物価高騰対策については、学校や保育園等の給食食材費について、国の令和

７年度総合経済対策における「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用す
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る一方で、引き続き国の動向把握に努め、機動的な対応を行っていく。 

一方、本市の中長期的な見通しでは、知と交流の拠点施設整備や四日市ドーム改修

などの大規模事業のほか、高度成長期に建設された小中学校などの更新を見込んでい

る。こうした見通しを踏まえ、令和８年度から開始する「財政プラン 2026」のもと、

引き続き計画的な基金の積み立てや適正な市債残高の維持に取り組み、将来を担う世

代に過大な負担を先送りすることのないよう、健全かつ持続可能な財政運営に努めて

いく。 

 

【主な事業】 財政管理経費                ４，１８１千円 

 

２．行財政改革等の推進について 

（１）行財政改革の推進 

市民ニーズに沿った将来にわたって持続可能な行政サービスの提供を目指し、令和

８年度からスタートする「行政改革プラン 2026」のもと、各改革アクション（取り組

み）の着実な進捗を図る。 

地方公会計制度にかかる取り組みでは、令和５年度に導入した固定資産管理システ

ムへの資産登録等を通じ、各所属に減価償却費等を含めたフルコスト意識を定着させ

ることで、政策立案に公会計の視点を生かせるよう、継続支援を行う。 

また、財務書類及び施設別行政コスト計算書等から得られる情報を各所属における

経年比較分析や適正な受益者負担（施設使用料・手数料）の検討に活用するほか、市

民や議会に対し、公会計独自の指標を用いた本市の現状分析をわかりやすく発信する。 

指定管理者制度においては、令和９年度から管理運営する施設について、指定管理

者の公募や選定・適格審査を適正に行うとともに、管理運営中の施設については、公

共サービスの水準、サービス提供の継続性、公共施設の安全性を担保する観点から、

指定管理者モニタリングを実施する。 

 

【主な事業】 行財政改革推進費               ９，８５５千円 

 

（２）公共施設マネジメントの推進 

高度経済成長期以降に建設された公共施設の大量更新を見据え、適正管理を目的と

した公共施設マネジメントに継続的に取り組む。 

施設保有量の適正化については、「行政改革プラン2026」の改革アクション（取り組

み）に位置付けた対象施設の進捗管理を行う。特に、新たな施設の整備にあたっては、

市民にとって必要なサービスが持続的に提供できる施設を目指し、利用率向上と経費

縮減を目的に、民間ノウハウが最大限発揮できる効果的な官民連携を進める。また、「四

日市市公共施設等総合管理計画」や「四日市市公共施設個別施設計画」の改定に向け、

先進事例調査等の準備作業を進める。それ以外の施設についても、「公共施設あり方チ

ェックシート」を用いて管理状況（老朽化状況、利用状況等）を確認し、効果的・効

率的な管理運営及び施設適正化の必要性について検討する。 
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３．市税の賦課徴収について 

（１）土地評価業務 

土地の分合筆及び地目変更に伴う画地計測や、新設道路に対する新規路線価の算定

等を行い、適正な評価による固定資産税の課税を図る。 

令和９年度評価替えに向け、標準宅地の鑑定評価価格を基に、道路の幅員や駅まで

の距離等の価格形成要因に応じた路線価等を決定する。 

 

【主な事業】  土地評価関係経費             ６３，８０１千円 

 

（２）市税自主納付の推進と滞納額の削減 

市税収納については、引き続き納期内納付や口座振替の普及に努めるほか、地方税

共通納税システムによる支払い方法の多様化にも対応しつつ、自主納付の一層の推進

を図る。 

市税滞納については、滞納額の削減のため、滞納初期の段階で納付催告を行い、納

付困難な場合には収入状況に応じたきめ細かい納付相談を行うとともに、所管課から

移管を受けた税外債権と併せて適正かつ効果的な滞納整理を実施する。 

 

【主な事業】 自主納税推進経費              ３８，２５０千円 

  累積滞納者対策事業費         １９，６９７千円 

税外債権滞納整理事業費           １５，５４４千円 

 

４．保有資産の適正な管理と有効活用について 

  市が保有する財産について、除草や剪定を行うなど、適正な維持管理を行うととも

に、土地の境界確定や測量を進める。また、不要財産について、売却や貸付に取り組

むとともに、市庁舎の空きスペースを活用して庁舎モニター広告等を設置するなど、

市有財産の有効活用を図る。 

   

 【主な事業】  普通財産管理費               ４２，４４７千円 

登記事務費                   ８，１３４千円 

 

５．市庁舎等の適正な管理運営について 

公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な予防保全工事として、本町プラザ外壁

改修及び屋上防水改修工事、市庁舎北館屋上防水改修ほか工事、市庁舎汚水ポンプほ

か更新工事、本町プラザ自家発電機更新工事設計業務委託を行う。 

また、市庁舎冷温水発生機等の空調設備の更新にあたり、エネルギー等の削減につ

ながる施策として、民間事業者の知見を生かした設計・施工、維持管理等を行うＥＳ

ＣＯ事業を進める。 

 

【主な事業】市庁舎等整備事業費（アセットマネジメント）１８６，５４０千円 
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       市庁舎等管理運営費             ７８６，６２３千円 

本町プラザ管理運営費            ５２，５２０千円 

 

６．桜財産区の管理について 

桜財産区が所有する山林の一部を公益財団法人四日市市文化まちづくり財団に貸し

付け、アスレチックコース等の用に供するほか、その貸付収入で山林保育等の管理を

行う。 
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１．目的 

四日市市公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な予防保全工事の実施に

より、施設・設備の長寿命化を図り、施設の維持管理経費の低減と財政負担の

平準化を図る。 

 

 

２．内容 

 （１）予防保全工事 

・本町プラザ外壁改修及び屋上防水改修工事 １１１，６２４千円 

・市庁舎汚水ポンプ更新ほか工事 ２５，０７８千円 

・市庁舎北館屋上防水改修ほか工事 ４９，２６４千円 

 

 （２）設計業務委託 

・本町プラザ自家発電機更新工事設計業務委託 ５７４千円 

 

 

３．予算額 １８６，５４０千円  （財源内訳）市  債  １８，８００千円 

 （前年度  １６３，２４８千円）           一般財源 １６７，７４０千円 

 

 

 

 

 

市庁舎等整備事業費（アセットマネジメント） 

本町プラザ外壁改修及び屋上防水改修工事 市庁舎北館屋上防水等改修工事 

担当 財政経営部 資産マネジメント課 

渡邉 

℡ ３５４－８２８８ 
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１．目的 

   市庁舎の冷温水発生機等の空調設備について、老朽化にともなう更新及び維持管

理等を実施するにあたり、国が省エネルギー政策として推奨するＥＳＣＯ事業を導

入することで、環境負荷の低減を図る。 

     

 

２．内容 

・冷温水発生機更新（２台） 

・空調機更新（８台）等 

  ・維持管理、省エネルギー保証 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算額 ２９２，６００ 千円       （財源内訳）市  債 ２１９，４００千円 

 （前 年 度 １９５，０６６ 千円）              一般財源  ７３，２００千円 

 

 

 

 

市庁舎等管理運営費 

（四日市市庁舎等設備更新型ＥＳＣＯ事業） 

冷温水発生機 冷温水発生機 

担当 財政経営部 資産マネジメント課 

渡邉 

℡ ３５４－８２８８ 
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市 民 生 活 部 

 
新年度予算における基本的な方針 

少子高齢化の進展や生活様式の多様化、地震や風水害等の大規模災害への対応

に加え、最低賃金や物価の急激な上昇など、本市の地域社会を取り巻く環境の変

化に対応するため、地域住民に対する自治会への加入促進と自治会活動の推進、

法人化を含めた自治会組織の体制強化を図るなど、地域コミュニティの維持・向

上に努める。 

併せて、市民一人ひとりが地域社会の構成員として互いの個性を認め合い、共

に支えあって暮らすことができる地域社会の実現を目指し、令和８年度から新た

にスタートする市民協働促進計画や男女共同参画プランをはじめとする各種計画

に基づく様々な施策を実施する。また、安全なまちづくり基本計画及び多文化共

生推進プランについては、計画の最終年度であることから、次期計画・プランを

策定する。 

市民課等の窓口での戸籍・住民異動届等の受付や各種証明書の交付にあたって

は、個人情報の取り扱いに留意し、正確かつ迅速に処理を行いつつ、一層の市民

サービス向上に努める。また、マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続き

者数の増加に対応するため、引き続き窓口体制等を強化する。 

あさけプラザについては、計画的に改修工事を行い、利用者に親しまれる施設

として安全で快適な環境を提供していくとともに、今後の新たな利活用に向けた

検討を行う。 

 

１．地域社会づくりについて 

自治会、ＮＰＯ、ボランティアなどが実施する、公益性が高く、継続的な市

民活動に対して補助金の交付や活動の場の提供などの支援を行うことにより、

それらを行う団体の育成及び市民活動の活性化を図る。 

住民のつながりの醸成などさまざまな分野における地域の課題解決や特色あ

る活動、まちづくり構想の推進が迅速に遂行できるよう、地区市民センターの

館長権限予算をコンペ方式で配分し対応する。 

併せて、自治会への加入促進と自治会活動に対する理解を深めるため、自治

会の活動や役割等を紹介するパンフレットを引き続き配布するなど、積極的な

広報・啓発に努める。また、自治会の継続的な活動等に資する法人化を促進す

るため、これまでのパンフレットの配布に加え、令和７年度に作成した動画を

市ホームページに掲載するなど、積極的な広報・啓発に努めるほか、法人化に

係る費用への補助金等による支援を引き続き行う。 

さらに、集会所建設費補助金を活用し、地域活動拠点である集会所の維持管

理に対する支援を行うなど、自治会を含めた地域団体の持続的・安定的な運営

に向けた支援を行う。 
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公共施設の適正化の一環として、令和７年度末で用途廃止する楠ふれあいセ

ンターについては、その一部の機能を楠地区内の近隣施設へ移転させ、施設の

集約化を図る。 

また、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理

解の増進に関する法律に基づき、性の多様性に対する理解を深めるための講演

会等を実施し、正しい理解を図るための啓発に努める。 

市民活動の持続的な発展に向けて市民協働を促進するため、令和８年度から

の５か年を計画期間とする第３次市民協働促進計画に基づき、これまでの取り

組みを踏まえたうえで、専門的能力を提供して社会貢献するプロボノ支援事業、

市民協働を促進するための担い手育成や中間支援の強化を目的とした協働委託、

地域づくりの中心となる人材の育成とネットワークの構築を目的とした地域づ

くりマイスター養成講座など各事業の積極的な展開を図る。 

さらに、なやプラザの管理運営を通じて、市民活動や生涯学習活動を行う市

民活動団体等を支援する。 

市民が安全で安心して生活できる地域社会の実現に向け、地域の自主防犯団

体などが行うパトロールに必要な防犯用品の購入等に対する補助や自治会が管

理する防犯外灯及び防犯カメラの設置・修繕等にかかる補助を行い、地域におけ

る防犯力の向上を図るとともに、市が設置する防犯カメラについても引き続き、

未設置の駅前広場への設置を進める。 

加えて、令和９年度からを計画期間とする第２次安全なまちづくり基本計画

の策定に取り組む。 

公共の場所における不当な客引き行為等の防止に向けた客引き行為等適正化

指導について、県警ＯＢ等による巡視、指導に加え、警備業者への指導業務の委

託を開始する。また、地域住民や警察との合同パトロールをはじめとした関係機

関との連携による取り組みを推進する。 

このほか、犯罪被害が生じた場合に、その被害者等が一日も早く平穏な暮らし

を取り戻すための支援や制度等の周知に取り組む。 

 

【主な事業】 性の多様性に対する理解促進事業費       ４８０千円 

 自治会連絡事務費            ７４，２３４千円 

 連絡員経費              １４１，４１３千円 

 地区市民センター管理運営費      ２７９，３２６千円 

 地区市民センター整備事業費        １，３１６千円 

        地区市民センター整備事業費（アセットマネジメント） 

                        ８２０千円 

地域活動費（うち館長権限予算）     ２０，０００千円 

地域社会づくり総合事業費補助金    １１４，２９４千円 

地区市民センター住民運営推進事業費      ２４１千円 

集会所建設費補助金           ３２，４００千円 

自治会法人化促進事業費          １，８９９千円 

市民活動総合保険経費          ３，７６０千円 
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防犯外灯新設維持費補助金       ７５，３１７千円 

市民協働促進事業費           ３，６０３千円 

地域づくりマイスター養成事業費       ４９２千円 

市民活動センター運営費         ４，９２３千円 

安全なまちづくり推進経費        ６，１４７千円 

犯罪被害者等支援事業費         １，１５２千円 

客引き行為等防止啓発事業費      ２２，３９５千円 

地域防犯活動推進事業費          ２，７００千円 

防犯カメラ設置事業補助金        ２２，２００千円 

なや学習センター管理運営費       １８，３４９千円 

 

２．生涯学習活動支援について 

市民大学については、市民の主体的な学習活動を支援するため、市民活動団体

や大学等が企画運営を行う講座を開催する。 

熟年大学については、高齢者等が学びながら仲間づくりをし、社会参加への意

欲を高め、地域づくりに参加できるよう、楽しく学べる場、活動できる場を提供す

る。 

また、地域に根差した市民の生涯学習活動を推進するため、地域課題や住民・社

会ニーズに基づく講座を地区市民センターで開催する。 

 

【主な事業】  市民大学一般クラス経費          ３，６７０千円 

       熟年大学経費               ３，７５５千円 

       地区市民センター生涯学習事業費      ５，２００千円 

 

３．市民・消費生活相談室事業について 

消費生活などの日常生活上の様々な問題を市民が自主的に解決できるよう、弁

護士等の専門家による相談を実施するとともに、相談員の資質向上に努める。同

時に、市民活動におけるトラブル等を未然に防ぐため、市民活動を対象とした弁

護士相談を実施する。 

また、特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、満 65 歳以上の方を対象とし

て、自動通話録音警告機能付きの固定電話機及び固定電話機に外付けする自動通

話録音警告機の購入費の一部を補助するとともに、悪質商法や特殊詐欺の手口と

対処法について、消費者講座、専門の講師を派遣する出前講座等や消費生活展の

開催を通じて、若者から高齢者まで、市民が安全・安心な生活を送れるよう周知、

啓発する。 

 

 

【主な事業】  市民相談室運営費              ２，５４６千円 

消費生活相談事業費             ９，５７５千円 

        自動通話録音警告機購入費補助金       １，４００千円 
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４．多文化共生推進室事業について 

国籍や文化の違いを豊かさとして生かし、すべての市民が共に支えあって暮ら

す「多文化共生社会」の実現に向けて、「多文化共生推進プラン」に基づき、施策

を推進する。 

外国人市民の増加が今後も見込まれる中、国・県等の関係機関と連携しつつ、

日本語の理解が十分でない外国人市民が安心して相談できるよう、通訳者の配置

やタブレット端末によるテレビ電話通訳、多言語電話通訳、多言語による情報提

供等のサービスを継続的に提供し、多文化共生総合相談ワンストップサービスセ

ンターの体制を維持する。また、地区市民センター窓口等においても、タブレッ

ト端末を活用したテレビ電話通訳サービスでの多言語対応を進める。 

さらに、外国人市民の日本語学習環境を強化するための総合的な体制づくりに

引き続き取り組む。加えて、災害時において、外国人市民自らが、支援者の立場

として行動できるよう啓発・育成を行うとともに、外国人市民のコミュニティを

把握し、外国人市民のセーフティネットの構築を図る。 

なお、外国人市民が集住する笹川地区においては、多文化共生サロンを拠点に

多文化共生推進コーディネーターの戸別訪問などを通じて、外国人市民の生活実

態やニーズの把握を行うとともに、住民同士の交流の促進、生活に根差した日本

語の学習支援等、多文化共生の地域づくりに向けた事業を、地域団体等と連携し

て実施する。 

 

【主な事業】  国際化事業補助金             ８，０００千円 

多文化共生推進事業費          ４１，９０１千円 

笹川地区共生推進事業費          ９，２９９千円 

多文化共生サロン管理運営事業費      ５，００７千円 

   
５．男女共同参画課事業について 

「男女共同参画社会の実現」に向けて、令和８年度から新たにスタートする「男

女共同参画プランよっかいち（はもりあプラン）2026～2030」に基づき施策を推

進する。また、男女共同参画センター「はもりあ四日市」が 30 周年を迎えるにあ

たり、はもりあフェスタ等を記念事業に位置付け実施する。 

プランの基本目標に掲げる「男女ともに活躍できる環境づくり」に向け、市内

企業の女性従業員を対象に、次世代リーダーを育成するためのキャリアデザイン

研修や、デジタルスキルの習得及びデジタル分野への就労を支援するための女性

デジタル人材育成事業を実施するほか、働く女性、働きたい女性が抱える、キャ

リア形成や働く上でのさまざまな悩みに関する相談を実施する。 

ＤＶ等困難な問題を抱える女性の相談に対応するため、法律相談や心理相談、

ＳＮＳ相談を実施するほか、シングルマザーや離婚を考えている女性を対象に家

計相談を行う。また、男性の臨床心理士による、男性のための電話相談を実施す

る。さらに、配偶者等からの暴力防止対策として、若年層を対象とした男女平等

教育・デートＤＶ予防教育を実施するとともに、ＤＶ防止啓発講演会を開催する

など、ＤＶをはじめとする暴力のない社会づくりのための取り組みを進めていく。 
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【主な事業】 男女共同参画審議会委員報酬          ２０５千円 

ワーク・ライフ・バランス推進事業費    ７，９６７千円 

学習機会提供事業費            ２，２６５千円 

相談事業費                ８，１５１千円 

配偶者暴力防止対策事業費         ２，０５５千円 

 

６．市民課事業について 

個人情報を適正に管理し、戸籍や住民異動届等の受付、各種証明書の交付など

正確かつ速やかな窓口サービスを提供する。 

行政事務のデジタル化の推進やマイナンバーカードの国際利用の促進などを図

るため、本籍人に対して通知を送付した「氏名の振り仮名」について、順次、戸籍

への記載を行う。 

また、マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続き者数の増加が引き続き

見込まれることから、コールセンターと出張申請サポートを一体的に委託するこ

とで、さらにスムーズな運営に努める。 

 

【主な事業】 戸籍住民基本台帳情報システム運営費   ４３，５７５千円 

戸籍住民基本台帳事務費        １８６，９２８千円 

市民窓口サービスセンター運営費      ３，６１０千円 

住居表示管理経費             １，６３８千円 

番号制度関連経費           ２２６，１１５千円 

コンビニ交付事業費           ３８，１０４千円 

 
７．あさけプラザ事業について 

開館から41年を経過した施設について、日常点検を徹底するとともに計画的な

建物の保全及び設備の更新を進め、安全性・利便性の向上を図る。令和８年度に

おいては、体育館の空調設備整備に向けた設計をはじめ、ホールのスピーカーの

更新を行う。 

また、幅広い年代の人々が交流する広域的な複合施設として、今後も安全で快

適な施設運営や安定的な貸館サービスの提供に努めるとともに、各種講座やコン

サートなど自主事業の充実に取り組む。 

さらに、今後のあり方や利活用について、あさけプラザ運営協議会において協

議を行う。 

 

【主な事業】 あさけプラザ管理運営費（貸館事業） １１７，５６８千円 

       あさけプラザ管理運営費（図書館事業）  ５，０４５千円 

       あさけプラザ整備事業費（貸館事業）  １２，０００千円 

       公共施設アセットマネジメント      ２，０００千円 

       あさけプラザ図書資料整備費       ３，２４４千円 

       あさけプラザ運営協議会負担金      １，３００千円 
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１．目的 

特殊詐欺や悪質な電話勧誘等から、市内の高齢者の被害を未然に防止するため、固

定電話への自動通話録音警告機の設置を促進する。 

 

２．内容 

（１）自動通話録音警告機購入費補助金                  １，４００千円 

満 65 歳以上の方を対象に、固定電話機に外付けする自動通話録音警告機の購入費

の一部補助に加え、令和８年度より、新たに自動通話録音警告機能付きの固定電話機

の購入費の一部を補助することにより、特殊詐欺や悪質な電話勧誘等からの被害を

未然に防止する。 

  

 令和７年度 令和８年度 

補助対象機器 
① 自宅の固定電話へ外付けする 

自動通話録音警告機 

① 自宅の固定電話へ外付けする 

自動通話録音警告機 

② 【拡充】自動通話録音警告機能 

付きの固定電話機 

※電話の着信時に、電話の相手方に警

告音声を発する機能を有し、かつ、

通話中に自動的に通話内容を録音す

る機能を有するもの 

補助対象者 市内在住の満 65 歳以上の方 

変更なし 

補助金額 ２分の１（上限７千円） 

 

３．予算額   １，４００千円    （財源内訳）一般財源   １，４００千円 

（前年度   １，４００千円） 

 

自動通話録音警告機購入費補助金 

担当 市民生活部 市民協働安全課 

   市民・消費生活相談室 田中 

   ℡ ３５４－８１４７ 

64



 

 

１．目的 

    配偶者等からの暴力の防止や被害者の保護及び自立支援を図るとともに、若

年層から男女平等教育・デートＤＶ予防教育を実施することに加え、親から子

への暴力の連鎖をなくすなど、あらゆる世代に向けた暴力防止のための啓発を

目的とする。 

 

２．内容 

 （１）【拡充】ＤＶ防止啓発講演会                ３９４千円 

ＤＶ防止のため、「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11 月 12 日～25 日）

を見据えて、市民や関係機関等を対象としたＤＶ防止啓発講演会を開催する。

また、令和８年度は、男女共同参画センター「はもりあ四日市」が 30 周年を迎

えることから、記念事業に位置付け広く市民に啓発する。 

 

 （２）男女平等教育・デートＤＶ予防教育推進事業        ７１７千円 

    市内の保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高校等に講師を派遣し、

学習の段階に合わせた講座を実施する。また、市内の教職員を対象に研修会を

開催する。 

 

 （３）スーパービジョン事業                  ２００千円 

    複雑・多様化する相談に適切に対応するため、相談員の資質向上を図るとと

もに、相談員自身の精神的ケアを行うスーパービジョンを実施する。 

 

 （４）弁護士及びカウンセラーとのアドバイザー事業       ７４４千円 

    相談員が弁護士及びカウンセラーに必要に応じて、いつでも専門的な助言や

指導を得ることができる体制を整備する。 

 

３．予算額  ２，０５５千円     （財源内訳） 

  （前年度 １，８７５千円）     国庫支出金（1/2） １００千円 

県支出金（1/2）  ２１２千円 

                    一般財源    １，７４３千円 

                          

 

 

 

 

 

配偶者暴力防止対策事業費 

担当 市民生活部 男女共同参画課 

䭊山 

℡ ３５４－８３３１ 

男女平等教育・デートＤＶ予防教育推進事業 
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１．目的 

公共の場所において、市民等に著しく不安を与え、迷惑をかける客引き行為等を

防止し、市民等が安心して通行し、利用することができる快適な環境を確保するた

め、巡視活動及び周知啓発などを行う。 

 

２．内容 

（１）【拡充】巡視活動の実施                 ２１，７００千円 

「客引き行為等の防止に関する条例」（平成 28 年７月１日施行）に基づき、中心市

街地の指定区域において、客引き行為等適正化指導員による定期的な巡視活動を行う。 

また、警察と連携した合同パトロールなどの取り組みを行う。 

現指導員の高齢化や県警ＯＢの確保が困難な状況を踏まえ、令和８年度以降の指導

体制の継続のための指導員確保策として、新たに客引き行為等適正化指導業務の警備

業者への委託を行う。 

 

 （２）周知啓発                           ６９５千円 

   条例のさらなる周知を図り、安全安心なまちづくりに寄与するため、毎月、地域住

民との繁華街のパトロールを実施する。また、年２回、地域住民、警察署と合同で横

断幕を掲げた行進やチラシ配布による街頭啓発キャンペーンを実施する。 

さらに、「客引き行為等禁止区域」において、路面標示シートを設置し、歩行者や利

用者に視覚的にわかりやすく周知するとともに、客引き行為の抑止力を高める。 

 

３．予算額   ２２，３９５千円   （財源内訳）一般財源  ２２，３９５千円 

（前年度    １，１７９千円） 

 

 

客引き行為等防止啓発事業費 

担当 市民生活部 市民協働安全課 

   谷 

   ℡ ３５４－８１７９ 

街頭啓発キャンペーン（令和７年７月） 路面シール 
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健 康 福 祉 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

高齢者や障害のある人をはじめ地域に暮らす全ての人が、住み慣れた地域

で自分らしく暮らしていけるよう、公的福祉施策の適切な運営をはじめ、認

知症施策の推進を図るとともに、担い手の育成や地域づくりに努める。 

また、地域での支えあいや生活困窮者支援、孤独・孤立への対応等、地域

福祉を取り巻く環境が厳しい状況にある中、必要な福祉サービスの提供が継

続され、市民が安心して暮らすことのできるよう施策を講じていく。 

感染症対策については、新たな感染症の発生に備え、現在、改定を進めて

いる「新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、平時から実践的な訓

練などを実施しながら対策強化を図っていく。 

加えて、誰もがいつまでも健康で自立した生活を送るために、働く世代か

ら高齢者までのあらゆる世代が自らの健康に関心を持ち、健康づくりを実践

することで、健康上の問題で日常生活が制限されることなく、いきいきと活

躍できる社会を目指し取り組んでいく。 

 

１．地域福祉について 

福祉施策を推進するため「第５次四日市市地域福祉計画（令和６年度～令

和10年度）」に基づき、地域に暮らす誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮

らせるよう、包括的な支援体制の整備をはじめ、安全・安心に暮らせる仕組

みづくりなど地域福祉の推進を図っていく。 

住み慣れた地域の身近な相談相手である民生委員・児童委員については、

担い手の確保と活動しやすい環境整備に向け、令和７年度に開始した大学生

が民生委員の活動支援をする民生委員協力員制度（エリアパートナーズ）に

加え、令和８年度からは地域で民生委員が行う見守り活動の支援や、地域に

関する情報提供など、個々の民生委員のサポーターとして役割を担う民生委

員協力員制度（ペアパートナーズ）を実施する。 

包括的な支援体制の整備については、引き続き「重層的支援体制整備事業」

に取り組む。特に既存の福祉制度では解決が難しい事例については社会福祉

士等の専門職の力を借りながら、一人ひとりの福祉課題に沿った伴走支援を

行う。 

また、高齢者や障害者など福祉的配慮が必要な人が安全・安心に暮らせる

よう、発災時における個別避難計画の作成を進める。特に配慮が必要な人に

ついては、ケアマネジャー等福祉専門職による個別避難計画の作成を進める

ことにより、より実効性のある計画作成を目指す。 
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  【主な事業】社会福祉一般事業費（福祉総務課）（民生委員・児童委員関係部分） 

 ８，９３９千円 

重層的支援体制整備事業費          １２，０４３千円 

福祉防災関係経費 ２８，１２６千円 

 

２．高齢者福祉について 

本市の65歳以上人口は、令和７年10月１日現在、80,769人で、高齢化率は

約26.5％と、依然として高い水準となっている。これに伴い、一人暮らし高

齢者や認知症高齢者も増加し続けており、地域の高齢者を取り巻く環境は、

ますます厳しくなりつつある。 

こうした状況のもと、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう医

療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスが切れ目なく一体的に提

供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指して、「第９次介護

保険事業計画・第10次高齢者福祉計画」に基づいた介護保険事業・高齢者施

策を展開する。 

認知症施策については、現在策定を進めている「四日市市認知症施策推進

計画」に基づき、認知症に関する地域の理解促進に努めるとともに、民間企

業との連携体制構築を進め、認知症フレンドリー社会の実現に向けた取り組

みを推進する。 

また、「介護予防・日常生活支援総合事業」による住民主体の取り組みの

育成・支援をさらに進めながら、地域における介護予防の推進、生活支援の

充実に努め、フレイル対策として、引き続き難聴高齢者の補聴器購入費用を

助成し、積極的な社会参加を促進していく。 

 

  【主な事業】保険給付費（介護保険サービス）   ２２，３１６，４９４千円 

        地域包括ケア相談支援体制強化事業     ４９７，７４９千円 

高齢者の元気づくり支援事業        １１４，１９２千円    

介護予防・生活支援体制整備事業      １３３，６４６千円    

        認知症総合支援事業            １０４，３４５千円 

 

３．障害者福祉について 

「第５次障害者計画」「第７期障害福祉計画」に基づき、障害のある人が

地域において自立した生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービ

スの利用に向けた計画相談支援の充実を図り、居宅介護事業、生活介護事業

などの障害者施策を推進する。また、住み慣れた地域で暮らし続ける場とし

ての共同生活援助事業などの自立支援給付事業について、利用状況や施設整

備の状況を把握し、安定した障害福祉サービスの提供に努める。 

引き続き、障害者医療費助成を行い、障害のある人が必要な医療を受ける

機会の保障とその負担の軽減によって、病状の進行や重症化の防止を図る。 
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また、障害者の夕方の時間帯における支援ニーズに対応するため、日常生

活において常時介護が必要な方を対象に支援を拡充し、障害者の社会的な自

立や家族等の介護者の負担軽減を図る。 

障害福祉施設（あさけワークス、共栄作業所、たんぽぽ及び障害者体育セ

ンター）については、障害福祉サービス施設（多機能型）と障害者スポーツ

施設として、西日野福祉エリアへの集約・再整備を行うための基本設計を行

う。 

 

【主な事業】 居宅介護等事業費    １，００６，０００千円 

生活介護事業費   ２，４５７，０００千円 

共同生活援助事業費  １，３５３，０００千円 

計画相談支援事業費     ９７，０００千円 

日中一時支援事業費             ４７，０００千円 

障害者医療費        ７８８，０１７千円 

 

４．生活保護、生活困窮者自立支援について 

生活保護の状況は、令和７年 12 月末時点において保護率 1.24%（前年

1.27%）、受給世帯は 2,992 世帯（前年比 60 世帯減）となっている。今後も

日常生活の支援及び社会的自立に向けた支援を行う。また、就労が可能な対

象者に対しては就労支援を行い、経済的な自立促進を図る。 

 生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対しては、自立に向けたプラ

ン作成や就労等の支援を行う自立相談支援事業、離職や就業機会の減少によ

り住居を失うおそれのある者を支援する住居確保給付金事業などを実施する

ほか、社会的孤立者に対して、一般就労に向けての支援を行う就労準備支援

事業、生活保護世帯の中学生等に対して、貧困の連鎖を断つべく子ども学習

支援事業を実施する。 

 

【主な事業】 自立相談支援事業費             ６９，８０７千円 

住居確保給付金事業費       ２，９８６千円 

就労準備支援事業費        １３，３９４千円 

子ども学習支援事業費       １２，０７０千円 

生活保護適正化等事業費      ２０，９６４千円 

扶助費        ６，４９６，９３０千円 

 

５．国民健康保険について 

国民健康保険は加入者の年齢構成が高く、所得の低い加入者が多いなどの

構造的な課題を抱えているほか、被用者保険の適用拡大により、一定所得が

ある被保険者の減少が進んでいることから、保健事業や収納対策に注力する

とともに、国民健康保険支払準備基金に頼らず適正な保険料率を設定しつつ

安定的な運営に努めていく。また、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主
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体が支えていく新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、子ども・子育て支

援金制度が創設されることに伴い、新たに支援金を徴収する。 

 

保健事業については、被保険者が健やかに暮らしていけるよう、がん検診

や脳ドックの助成といった各種保健事業の実施とともに、特定健康診査の受

診率や特定保健指導の利用率の向上、糖尿病性腎症重症化予防事業の推進に

取り組んでいく。 

収納対策については、きめ細かな納付相談を行う一方、支払い能力があり

ながら納付しない滞納世帯に対しては、財産調査を徹底し滞納処分を行う。                                                              

また、収納率向上を目指し、保険加入時の原則口座振替の徹底、電話や文

書での催告に加え、ＳＭＳ（ショートメール）を利用した催告も実施し、初

期未納対策に取り組んでいく。 

 

【主な事業】 保険給付費            １６，５３０，５３０千円 

保健事業費                ３２５，０９１千円 

徴収費             ２７，８３１千円 

 

６．在宅医療の推進について 

本市では、2040年代には65歳以上人口が最大となり、医療や介護の更なる

需要の増加が見込まれる。そのため、住み慣れた地域で自分らしく暮らして

いけるよう、医療機関と介護関係事業所の連携強化を図り、地域での医療や

介護サービスが切れ目なく提供できる体制を充実させる。 

また、在宅医療の中核を担う訪問看護師やケアマネジャーなどのスキルア

ップを図るために研修を行うとともに、自らの意思を家族や医療・介護関係

者とあらかじめ共有し、人生の最期を望む形で迎えられるよう、人生会議

（ＡＣＰ）の普及啓発に向けた取り組みを推進する。 

さらに、介護保険の対象とならない若年のがん患者の在宅療養生活を支援

するため、訪問介護や福祉用具の貸与に係る費用について助成を継続して行

うとともに、がん治療に伴うがん患者の外見変化に対する心理的・経済的負

担を軽減し、ＱОＬ（生活の質）向上と社会参加を促進するため、ウィッグ

等の購入費用の一部を助成する。 

 

  【主な事業】 在宅医療・介護連携推進事業費        ２４，６６７千円 

がん患者支援事業費               ４，４８９千円 

 

７．成人保健事業について 

がんを早期発見し治療につなげるため、市が実施するがん検診について、

分かりやすい周知に努めるとともに、期間延長や土・日曜日の開催などの受

診しやすい体制を整える。さらに、がん検診の受診を促すための受診券送付

対象者の拡大や未受診者への受診勧奨の実施により、受診率の向上を図る。 
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また、市民の疾病予防・重症化予防を図るため、成人の予防接種の円滑な

実施に努める。 

 

健康づくり事業については、若い頃から健康づくりへの取り組みが推進さ

れるよう、働く世代の健康増進に積極的に取り組む「健康経営」のさらなる

普及をめざし、働きかけを行う。また、市民が身近な場所で楽しみながら歩

くことや身体を動かすことが継続できるよう、スマートフォンアプリ等を活

用した事業を実施し、健康づくりに取り組む環境の整備に努める。 

 

【主な事業】 市民健康づくり推進事業費            ４，５３１千円 

検診事業費                ５４２，１５３千円 

予防接種事業費               ４９８，７４８千円 

 

８．保健予防事業について 

医務については、医療機関等に対して計画的に立入検査を実施し、助言・

指導を行うとともに、厚生労働省の資料を共有することで、適正な医療提供

体制の堅持に努め、医療機関の自律的な取り組みを支援する。また、災害に

強い医療体制の構築に向け、関係機関との連携を強化するほか、災害発生時

に医療救護所を迅速に開設できるよう訓練を実施する。 

感染症対策については、感染症発生動向調査の情報をもとに、市民に対し

て感染症に関する発生状況を提供し、正しい知識と予防対策の普及啓発を図

る。また、集団感染リスクの高い施設（福祉施設や学校など）の職員を対象

に、感染症の予防対策や感染拡大防止について研修会や出前講座を実施する。 

さらに、新たな感染症の早期探知を図るため、急性呼吸器感染症サーベイ

ランスを実施し、流行株や変異株の把握に努めるとともに、新興感染症の発

生に備え、ＩＨＥＡＴ要員や保健所職員等を対象に、積極的疫学調査、防護

衣の着脱や移送等の実践的な訓練を実施することで、新興感染症への対応力

を強化する。 

精神保健については、こころの健康づくり講演会や健康講座、出前講座、

広報等を通じて、こころの病気や精神障害に関する正しい知識の普及啓発を

図り、早期発見と早期治療の促進に努める。 

また、自殺予防対策については、学校や職場、地域等で一人ひとりの見守

りと気づきを促すための普及啓発を行うとともに若者への早期支援や自殺未

遂者の再発防止のため医療、保健、福祉、教育等の関係機関と連携を図りな

がら個別支援に努める。 

 

【主な事業】 感染症対策事業費（防疫対策等）       ５，３８４千円 

内訳 防疫対策事業費           ４，５１３千円 

エイズ等対策事業費        ８７１千円 

       新興感染症対応力強化事業          ４，０９３千円 
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内訳 感染症対策推進事業費        １，４８９千円 

新型インフルエンザ等対策事業費   ２，６０４千円 

こころの健康づくり支援事業費        ９，７３８千円 

 

９．衛生指導事業について 

食の安全・安心については、食品関連施設等に対する計画的かつ重点的な

監視指導を実施するとともに、食品等の検査、食品表示の確認等も関係法令

に基づき適切に実施する。また、食品事業者のＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

の取り組み状況の確認に重点を置き、食中毒が発生した場合に大きな影響を

及ぼす可能性の高い施設を中心に監視指導を実施する。さらに、キッチンカ

ーの相互乗入については、令和８年６月の開始に向け準備を進めている。 

薬事については、薬局等への監視指導を通じて、医薬品等の安全性確保や

事故等の防止に努める。また、薬物乱用防止対策については、近年社会問題

化している若年層の大麻・危険ドラッグの乱用・市販薬等の過剰摂取(オーバ

ードーズ)の防止に対し、自治会等と協働し薬物乱用防止啓発キャンペーンを

実施する。さらに、ライオンズクラブ、学校薬剤師や警察と協力し、市内

小・中学校、高校で薬物乱用防止教室を開催し、薬物乱用防止に努めていく。 

動物愛護管理については、飼い主等に対して適正な飼養に関する助言・指

導・啓発を行うほか、関係部局と連携し、災害時におけるペット同行避難の

環境整備に向けた支援を行う。また、県や動物愛護団体等と協働し、犬・猫

の譲渡事業を継続するとともに、犬・猫の避妊等手術費補助事業も継続実施

する。特に、飼い主のいない猫を減らすための取り組みを推進し、地域環境

の維持に努め「人と動物の共生できる社会」の実現を目指す。 

生活衛生に関する事業については、理容所、美容所、公衆浴場、旅館等の

施設について、関係法令に基づく監視指導を実施し、営業者の衛生水準の維

持向上に努める。 

 

【主な事業】 食の安全安心対策事業費（監視部門）    １１，９１２千円 

内訳 食品衛生監視指導事業費     ６，４１２千円 

食品検査事業費         ５，５００千円 

薬事関係対策事業費             ３，８６９千円 

動物愛護関係事業費            ５０，２７６千円 

環境衛生対策事業費               ２３６千円 

 

１０．衛生検査事業について 

感染症対策については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律により規定されている感染症に対し、感染の疑いがある人や感染者

の家族・接触者等の微生物保有検査を実施し、感染症発生の予防及びまん延

防止に努める。また、感染をより早く発見することにより、早期治療や二次

感染防止につながるよう迅速な検査の実施に努める。 
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食の安全安心対策については、安全な食肉・食品を提供するためと畜場法

に基づき、四日市市食肉センターに搬入された獣畜全頭に対してと畜検査を

実施し、食品衛生法に基づき、市内で流通している食品の収去検査を実施す

る。また、食中毒発生時には、原因究明のための迅速かつ正確な検査を実施

し、感染の拡大防止に努める。 

感染症関連検査及び食品衛生関連検査については本年４月より衛生検査セ

ンターにて実施し、新たな感染症に対応できるよう平時から準備、訓練に努

める。 

 

【主な事業】 感染症対策事業費（検査部門）    １１，３４７千円 

           内訳 防疫対策事業費        ８，６８１千円 

エイズ等対策事業費     ２，６６６千円 

 食の安全安心対策事業費（検査部門） ２９，８４１千円 

内訳  食肉衛生検査事業費 １９，４１６千円 

食品検査事業費    １０，４２５千円 
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１．目的 

地域の身近な相談役である民生委員・児童委員（以下、「民生委員」という。）の担

い手不足の解消のため、民生委員の活動支援、負担軽減、広報・周知啓発に関する施策

を実施する。 

 

２．内容 

（１）【拡充】民生委員協力員制度 

  令和７年度から開始した、民生委員協力員制度（エリアパートナーズ）に引き続き、

令和８年度からは新たな民生委員協力員制度としてペアパートナーズを新規に実施する。 

エリアパートナーズが大学生による市内全域の民生委員の支援活動（主にイベント運

営等）を行うのに対し、ペアパートナーズは、民生委員の個別活動をサポートする協力

員を選出し、民生委員への地域住民の情報提供や、地域の見守りの支援等を行う。 

  ※活動月に活動費（実費弁償）を支給し、ボランティア活動保険の加入を行う。 

（２）【拡充】広報・周知啓発 

  商業施設での民生委員のＰＲイベント等を継続して行うことで、広く市民に民生委員

の存在と活動内容について周知啓発を行う。併せて、各自治会におけるポスターの掲示

や、四日市人権啓発企業連絡会、在宅介護支援センターにポスター掲示による周知依頼

を行う。 

  エリアパートナーズについては、若い学生ならではの視点からＳＮＳを活用した活動

内容の周知を行っているが、今後より充実した広報活動に努めていく。 

また、事業者には、働きながら民生委員活動を行うことへの理解と協力を求め、民生

委員の活動しやすい環境づくりの整備や新たな人材発掘につなげていく。 

  

 

 

３．予算額  ８，９３９千円    （財源内訳）国庫支出金（1/2） ３，７０７千円 

（前年度  ２，３８１千円）         一般財源   ５，２３２千円 

民生委員・児童委員関連事業(社会福祉一般事業費） 

（エリアパートナーズの活動の様子） 

担当 健康福祉部 福祉総務課 

熊﨑 
   ℡ ３５４－８１０９ 
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１．目的 

高齢者や障害者など、災害時に自ら避難することが困難または配慮を要する人を登録

する「避難行動要支援者名簿」を整備するとともに、あらかじめ避難方針を定める「個

別避難計画」の作成を推進することにより、発災時に安否確認や避難支援をスムーズに

行うことができるようにする。 

 

２．内容 

（１）避難行動要支援者名簿の整備と個別避難計画の作成支援 

対象者※に対し、名簿への登録同意の有無を確認し、登録同意者には、計画の作成案

内を郵送する。また、コールセンターを設置することにより、問い合わせへの丁寧な

対応に努める。 

※避難行動要支援者名簿の対象者 

種別 程度 

要介護認定がある人 要介護３～５ 

身体障害者手帳を所持している人 １～２級 

療育手帳を所持している人 Ａ（最重度、重度） 

精神障害者保健福祉手帳を所持している人 １級 

75歳以上の単身者または75歳以上を含む70歳以上のみ

で構成される世帯の人 

自力での避難が困難

な人 

 

（２）福祉専門職による個別避難計画の作成支援 

 名簿登録者のうち、介護保険サービスや障害福祉サービスの受給者を主な対象者と

して、福祉専門職による計画の作成支援を行う。具体的には、対象者の心身の状態を

把握している介護支援専門員（ケアマネジャー）、相談支援専門員等の専門職に作成

を依頼することで、より精度・実効性が高い計画作成を目指す。 

  

３．予算額    ２８，１２６千円   （財源内訳）一般財源      ２８，１２６千円 

（新）福祉防災関係経費 

担当 健康福祉部 福祉総務課 

   小西、伊藤 

   ℡ ３５４－８１０９ 

75



 

 

 

１．目的 

あさけワークス、共栄作業所、たんぽぽ及び障害者体育センターについて、西日野福祉

エリアに集約し、障害福祉サービス施設（多機能型）と障害者スポーツ施設として再整備

を実施する。 

 
２．内容 

令和８年度は、再整備にかかる基本設計、地質調査、障害者体育センター解体工事設計

を行う。 

 

 ・障害福祉施設再整備に係る基本設計業務委託   ２３,０００千円 

 ・地質調査業務委託               １０,０００千円 

 ・障害者体育センター解体工事設計業務委託     ２,０００千円 

  ※障害者体育センターは令和９年度に解体工事予定。また、令和７年度に指定管理期間が終了

するため、令和８年度は直営で現施設の管理・運営を行う。 

   (障害者体育センター管理運営業務委託 ８,８４６千円) 

 

３．予算額 ３５，０００千円        （財源内訳）一般財源   ３５，０００千円 

（前年度   ０千円） 

 

◇概算スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉施設整備事業 

担当 健康福祉部 障害福祉課 
   奧山 
   ℡ ３５４－８１７１ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16年度 

生活介護事業所 

たんぽぽ 

新
施
設 

          

現
施
設 

          

就労継続支援 

B 型事業所 

あさけワークス 

共栄作業所 

新
施
設 

          

現
施
設 

          

障害者体育 

センター 

新
施
設 

          

現
施
設 

          

 

供用 
開始 

基本設計 実施設計 
移 

転 
設計方針検討 

解体設計 

基本設計 実施設計 設計方針検討 

解体設計 

設計方針検討 

解体設計 解体工事 

解体 

工事 

移 

転 

解体工事 

基本設計 実施設計 
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１．目的 

高齢化の進行とともに認知症高齢者が増加する中、認知症の人と家族が住み慣れた

地域でいきいきと安心して暮らし続けられるよう、認知症があっても、なくても、誰

もが暮らしやすい認知症フレンドリー社会の実現を目指す。 

 

２．内容 

 （１）認知症高齢者等個人賠償責任保険等負担金                ５２３千円 

認知症高齢者が日常生活上の事故等に遭い、賠償責任を負った場合に備える損害

賠償責任保険に市が加入し、認知症高齢者や介護する家族の不安・負担を軽減す

る。 

 

（２）認知症早期診断事業費                   １，８４３千円 

高齢者が無料で簡易な認知機能検査を受診できる仕組みである認知症早期診断事

業を実施することで、認知症の早期発見・早期対応を進め、認知症の進行及び重症

化の遅延に取り組むとともに、事業を通じて市民の認知症への関心を高め、認知症

予防に取り組む意識の醸成を図る。 

 

（３）認知症初期集中支援推進事業費              ４０，２５０千円 

市内３カ所の地域包括支援センターに配置した認知症初期集中支援チームが、認

知症が疑われる人や認知症の初期段階にある人などの家庭を訪問し、適切な治療や

介護サービスなどにつなげるための支援を行う。 

 

（４）認知症地域支援・ケア向上事業費            ３１，９５０千円 

市及び地域包括支援センターに配置した認知症地域支援推進員が中心となって、

啓発イベントや認知症フレンドリー宣言にかかる啓発などを実施する。また、認知

症施策推進計画に基づき、認知症に関する地域の理解促進に努めるとともに、民間

企業との連携体制構築を進め、認知症フレンドリーなまちづくりに取り組む。 

 

（５）認知症地域支援・ケア向上事業費（介護予防等拠点施設分）２１，２８９千円 

介護予防等拠点施設「ステップ四日市」に認知症地域支援推進員及び作業療法士

を配置し、認知症の人や家族からの相談に応じ、必要な支援につなげるとともに、

本人ミーティング、社会参加活動など、認知症の人が活躍する場を提供する。 

また、認知症に関わるボランティアの活動拠点として、「チームオレンジ」などの

活動支援を行う。 

一般会計、介護保険特別会計 

認知症総合支援事業 
認知症高齢者等個人賠償責任保険等負担金、認知症早期診断事業費 

認知症初期集中支援推進事業費、認知症地域支援・ケア向上事業費 

認知症カフェ等推進事業費、認知症高齢者家族介護支援サービス事業費 

認知症サポーター等養成事業費 
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（６）認知症カフェ等推進事業費                 ４，３１３千円 

認知症の人の社会参加、家族の負担軽減等のため、認知症の人とその家族、地域

住民、医療・介護の専門職が気軽に集える認知症カフェ等の運営を社会福祉法人等

に委託して実施する。 

 

（７）認知症高齢者家族介護支援サービス事業費             ３，５３２千円 

認知症高齢者等に対して、位置情報を検索できる小型のＧＰＳ機器を無償で給付

するとともに、インターネット上の伝言板にアクセスできるＱＲコードシールを配

付し、行方不明となった認知症高齢者の早期発見の体制を確保する。 

 

（８）認知症サポーター等養成事業費                     ６４５千円 

認知症に関する理解を広げるため、認知症についての正しい知識や接し方を学

び、良き理解者として、できる範囲で認知症の人と家族をサポートする「認知症サ

ポーター」及び「認知症サポーター」から一歩踏み出し、具体的な支援に携わるパ

ートナー（ボランティア）である「認知症フレンズ」の養成を進める。 

 

  

 

３．予算額  １０４，３４５千円 （財源内訳）国庫支出金（38.5/100）３９，２６１千円

（前年度 １１６，７６４千円）      県支出金（19.25/100） １９，６３０千円 

 その他特財（23/100） ２３，４５８千円 

（介護保険料） 

 一般財源       ２１，９９６千円 

 

 

 
担当 健康福祉部 高齢福祉課 

水越 

℡ ３５４－８１７０ 
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１．目的 

がん治療に伴うがん患者の外見変化に対する心理的・経済的負担を軽減し、

ＱОＬ（生活の質）向上と社会参加を促進するため、ウィッグ等の購入費用

の一部を助成する。 

  

 

２．内容 

（１）対象者 

   以下の全ての条件を満たすもの。 

① 市内に住所を有する方 

② がんの治療を受けた方、または現に受けている方 

   ③ 医療用ウィッグ等の購入が令和８年４月１日以降であり、申請する日

において購入日から１年以内のもの 

 

（２）助成対象 

   ① 医療用ウィッグ、または装着に必要な頭皮保護用ネット（購入時に理

美容室で行うウィッグのカット費用を含む） 

② 補正下着などの乳房補正具 

③ 乳がん用バスタイムカバー 

   ④ その他爪などに生じる症状を予防、または補完するもの 

 

（３）助成金額・回数 

   上記購入費用の２／３（上限２万円）、生涯１回 

 

＜積算内容＞ 

   〇事業費 １，６００千円 

   

〇事務費   １５３千円 

    需用費（印刷製本費）       １２９千円 

    役務費（郵便料）          ２４千円 

 

 

３．予算額  １，７５３千円  （財源内訳）県支出金(1/2)   ８００千円 

                      一般財源     ９５３千円 

(新)がん患者ウィッグ等購入助成事業費 

担当 健康福祉部 保健企画課 

   後藤 

   TEL ３５４－８２８１ 
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歳　　入 （単位：千円）

令和８年度 令和７年度
当初予算(案) 当初予算

１ 国民健康保険料 5,715,595 5,763,309 △ 47,714 

国民健康保険料 5,715,595 5,763,309 △ 47,714 

現年分 (5,470,210) (5,501,328) (△ 31,118)

過年分 (245,385) (261,981) (△ 16,596)

2 2 0

4,201 35,209 △ 31,008
子ども・子育て支援事業費補助
金

４ 県支出金 16,317,354 18,056,038 △ 1,738,684
医療給付費に充てるための交付
金等

５ 財産収入 13,639 4,727 8,912
国民健康保険支払準備基金の運
用益

６ 繰入金 1,921,372 1,963,479 △ 42,107 一般会計及び基金からの繰入金

一般会計繰入金 1,921,371 1,963,478 △ 42,107

基金繰入金 1 1 0

７ 繰越金 100,000 100,000 0 前年度からの繰越金

８ 諸収入 63,837 65,236 △ 1,399 第三者納付金、延滞金等

　　合　　　　計 24,136,000 25,988,000 △ 1,852,000

国民健康保険特別会計

被保険者の保険料

科　　　　目

３ 国庫支出金

２ 一部負担金

比　　較 説　　明
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歳　　出 （単位：千円）

令和８年度 令和７年度

当初予算(案) 当初予算

328,505 371,309 △ 42,804
国民健康保険事業運営のための一
般事務経費

16,530,530 17,828,329 △ 1,297,799
医療機関で支払う本人負担分を除
いた費用等

6,801,736 7,286,607 △ 484,871
医療給付費等の財源として県に納
める納付金

医療給付費分 4,407,071 4,989,850 △ 582,779

後期高齢者支援金等分 1,698,502 1,717,517 △ 19,015

介護納付金分 548,635 579,240 △ 30,605

子ども・子育て支援
納付金分

147,528 ― 147,528

４ 財政安定化基金拠出金 1 1 0

５ 保健事業費 325,091 321,379 3,712
特定健診実施費用、ヘルスアップ
事業、がん検診等の費用の一部を
負担する経費等

６ 基金積立金 13,639 4,727 8,912
国民健康保険支払準備基金への積
立金

７ 公債費 100 100 0 一時借入金利子

８ 諸支出金 36,398 75,548 △ 39,150
過年度に受けた交付金の精算にか
かる費用、過年度に収納した保険
料の過誤納付金を返還する費用等

９ 予備費 100,000 100,000 0

　　　合　　　　計 24,136,000 25,988,000 △ 1,852,000

　　　　櫻井

　　　　℡　３５４－８１５８

２ 保険給付費

科　　　　目 比　　較 説　　明

１ 総務費

　担当　健康福祉部　保険年金課

３ 国民健康保険事業費
　 納付金
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(単位：千円)

令和８年度 令和７年度

当初予算(案) 当初予算

１．保　険　料 5,064,117 5,191,873 △ 127,756

２．分担金及び負担金 33,004 24,722 8,282
三重郡三町からの介護認定審査会
共同設置負担金

３．使用料及び手数料 3,143 3,212 △ 69 総合事業にかかる利用者手数料

４．国 庫 支 出 金 5,291,833 5,296,755 △ 4,922
保険給付費等に応じて支払われる
国からの負担金等

５．支払基金交付金 6,337,474 6,148,490 188,984

40歳から64歳までの被保険者の保険
料（社会保険診療報酬支払基金より
保険給付費等に応じて支払われる交
付金）

６．県 支 出 金 3,335,822 3,242,273 93,549
保険給付費等に応じて支払われる
県からの負担金等

７．財 産 収 入 59,084 22,663 36,421
介護保険給付費支払準備基金の運用
益

８．寄　附　金 1 1 0 寄附金

９．繰　入　金 4,822,160 4,009,271 812,889

10．繰　越　金 40,000 40,000 0 前年度からの繰越金

11．諸　収　入 9,362 9,740 △ 378 第三者行為に係る損害賠償金等

24,996,000 23,989,000 1,007,000合　　　計

　歳　　　入

科　　　　目 比　　較 説　　明

65歳以上の被保険者の保険料

一般会計繰入金
基金繰入金

介護保険特別会計
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(単位：千円)

令和８年度 令和７年度

当初予算(案) 当初予算

１．総　務　費 1,095,429 861,109 234,320
介護保険事業運営のための一般事務
経費

２．保 険 給 付 費 22,316,494 21,639,621 676,873 各介護サービスにかかる費用

３．基 金 積 立 金 59,084 22,663 36,421
介護保険給付費支払準備基金への積
立金

４．地域支援事業費 1,314,296 1,297,094 17,202
総合事業・包括的支援事業等にかか
る費用

介護予防・
生活支援
サービス事業費

1,084,073 1,056,914 27,159

訪問型サービス事業費
通所型サービス事業費
介護予防・生活支援体制づくり事業
費
審査支払手数料　等

一般介護予防
事業費

12,608 18,351 △ 5,743
介護予防普及啓発事業費
地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業費

包括的支援事業費 116,224 114,646 1,578
認知症総合支援事業費
地域ケア会議推進事業費
在宅医療・介護連携推進事業費

任意事業費 101,391 107,183 △ 5,792

おむつ支援事業費
訪問給食事業費
緊急通報ｼｽﾃﾑ事業費
介護ｻｰﾋﾞｽ相談員派遣事業費　等

５．公　債　費 300 300 0 一時借入金利子

６．諸 支 出 金 209,897 167,713 42,184 介護保険料還付金等

７．予　備　費 500 500 0

24,996,000 23,989,000 1,007,000

　歳　　　出

科　　　　目 比　　較 説　　明

合　　　計

担当 健康福祉部 介護保険課

杉村
℡ ３５４－８４２５
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歳　　入 （単位：千円）

科　　目
令和８年度

当初予算(案)
令和７年度
当初予算

比　　較 説　　明

4,585,475 4,228,640 356,835 広域連合にて算定する保険料

後期高齢者医療保険料 4,585,475 4,228,640 356,835

特別徴収保険料 2,378,407 2,445,976 △ 67,569

普通徴収保険料 2,207,068 1,782,664 424,404

２ 使用料及び手数料 1 1 0

３ 国庫支出金 6,096 28,149 △ 22,053 デジタル基盤改革支援補助金等

４ 寄附金 1 1 0

５ 繰入金 4,305,955 4,128,538 177,417 一般会計からの繰入金

保険基盤安定繰入金 871,527 795,213 76,314 県３／４

療養給付費負担金繰入金 3,104,997 3,020,846 84,151 広域連合にて算定　市の負担金

その他広域連合負担金繰入金 210,415 212,873 △ 2,458 広域連合事務費、健康診査等

職員給与費等繰入金 119,016 99,606 19,410

６ 繰越金 1 1 0 前年度からの繰越金

７ 諸収入 37,471 36,670 801
延滞金、広域連合からの返還金
等

　　合　　　　計 8,935,000 8,422,000 513,000

歳　　出 （単位：千円）

科　　目
令和８年度

当初予算(案)
令和７年度
当初予算

比　　較 説　　明

149,956 152,599 △ 2,643
後期高齢者医療制度事務実施
のための一般事務経費

8,773,491 8,258,448 515,043 広域連合規約に基づく負担金

一般管理事務費負担金 116,484 116,711 △ 227

健康診査事業負担金 44,250 44,587 △ 337

健康診査事業事務費負担金 15,239 17,930 △ 2,691

保険料等負担金 4,586,552 4,229,516 357,036

保険基盤安定制度負担金 871,527 795,213 76,314

療養給付費負担金 3,104,997 3,020,846 84,151

市町負担金 34,442 33,645 797

50 50 0 一時借入金利子

11,003 10,403 600
過年度に収納した保険料の過
誤納付金を返還する費用等

500 500 0

　　　合　　　　計 8,935,000 8,422,000 513,000

１ 総務費

後期高齢者医療特別会計

　担当　健康福祉部　保険年金課

　　　　櫻井

　　　　℡　３５４－８１５８

５ 予備費

４ 諸支出金

３ 公債費

２ 後期高齢者医療
　 広域連合納付金

１ 後期高齢者医療保険料
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こ ど も 未 来 部 
 

 

新年度予算における基本的な方針 

令和８年度は、令和６年度末に策定した「四日市市こども計画」の基本理念

「こどもと子育てにやさしいまち四日市」の実現を目指して、３つの基本方針

に基づき、当計画に掲げる各施策を着実に実施し、こども施策のより一層の推

進を図る。 

特に、令和８年度については、喫緊の課題となっている待機児童対策などに

重点的に取り組むとともに、次の各項目の事業を進める。 

 

１．就学前の教育・保育について 

就学前の保育については、令和６年度より引き続き発生している年度当初の

待機児童の早期解消に向けた緊急的な対策として、公立保育園・認定こども園

への保育士派遣業務委託及び受け入れ増を行う私立の保育施設への待機児童

緊急対策交付金の交付を継続するとともに、認可保育施設に入所できなかった

２歳児の受け皿として、定期的な預かりを実施する私立幼稚園への補助を新た

に導入する。 

また、不足する保育人材の確保・定着に向けた支援として、私立園で働く保

育士等の給与改善の補助や、一定の勤続年数に達した保育士等への就労奨励金

の補助を引き続き実施する。併せて、保育士等の業務負担の軽減のため、私立

保育園・認定こども園の用務員の配置等に対する補助や、保育業務支援システ

ム等の導入に対する補助についても引き続き実施する。 

民間保育所等が行う特別保育事業については、延長保育への補助を見直し、

引き続き保護者の働き方に応じた多様な保育サービスの充実を図る。 

また、公立保育所等において、令和８年度から訪問看護ステーションに委託

し、医療的ケア児の受け入れを実施する。 

就学前の教育については、良質な就学前教育を保障するために、施設型給付

の適用を受ける私立幼稚園に対して引き続き財政支援を行う。 

公立園園舎の老朽化に伴う施設の建替整備が必要な大矢知地区及び下野地

区において、新園舎整備に向けた基本設計や実施設計等を行うほか、大矢知

地区においては建替用地において住居跡等が発見されたことから下之宮遺跡

の調査を行う。 

就学前教育・保育施設の量の確保に加え、生涯にわたる人格形成の基礎を築

く教育・保育の質の確保が重要であることから、幼児教育センターにおいて、

研修や専門アドバイザーによるアウトリーチ型相談支援を行い、保育者の専門

性の向上に取り組むとともに、小学校への円滑な接続につながる教育・保育内

容の充実を図る。 
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【主な事業】保育所事務費事業費           ４，７３９，５６３千円 

特別保育促進事業              ２０６，７４９千円 

（乳児保育促進事業費             ２６，７１２千円） 

（延長保育事業費               ４９，５０５千円） 

（一時保育事業費               ４６，２４５千円） 

（休日保育事業費               １１，７５０千円） 

（病児・病後児保育事業費           ７２，５３７千円） 

民間保育所等整備事業            ５２０，６４０千円 

       幼児教育推進事業                ２３，９２２千円 

就学前教育・保育施設整備事業        ２００，６６７千円 

地域型保育事業費            １，１８０，７０８千円 

幼稚園事務費事業費           １，２１３，３０３千円 

保育士等人材確保事業             ２７０，３０３千円 

待機児童対策事業               ３２７，７９１千円 

子育て施設等利用給付事業費         ６０７，７７８千円 

医療的ケア児受入事業費            ２４，２３４千円 

 

２．こども・若者、子育て当事者への支援について 

こどもがウェルビーイング（身体的、精神的及び社会的に将来にわたって幸

せな状態）で成長できる「こどもまんなか社会」を実現するため、こどもの権

利やこども・子育てに関する情報の効果的な発信・周知啓発を行い、こどもの

最善の利益を図る。また、より実効性の高いこども施策の実現とこどもの自己

有用感の向上を図るため、こどもが意見を伝えることができる環境の整備を進

める。 

さらに、全てのこどもが、安全に安心して過ごせる多くの居場所を持つこと

ができ、多様な学びや体験の機会が創出されるよう、学校や地域、民間団体等

と連携しながら、多様なこどもの居場所づくりを進める。 

若者に対しては、結婚を希望する独身の方を対象とした出会いイベントや、

結婚祝金の給付を継続して実施していく。 

また、児童手当等の各種手当をはじめ、18歳到達後の年度末までの子ども医

療費助成を着実に実施し、こどもの疾病の早期発見、早期療養及び重篤化の防

止並びに子育て世帯の経済的負担の軽減を引き続き図っていく。 

不妊治療費助成事業については、引き続き自己負担分に対して助成を行う。 

親子で利用できる地域の子育て支援センターやこども子育て交流プラザ等

については、育児相談や様々な体験、交流の場の提供のほか、子育てに関する

情報の提供を行い、それぞれの家庭の状況に応じた適切なサービスにつながる

よう取り組む。また、大矢知地区内に新たに医療機関併設型の子育て支援セン
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ターを開設し、子育て支援のさらなる充実を図っていく。さらに引き続き、第

２子以降子育てレスパイトケアにより家庭内におけるレスパイトケアの促進

を図っていく。 

塩浜子育て支援センター及び塩浜児童館については、建物の耐用年数が残り

11 年であることから、行政改革プランに基づき、三重北勢健康増進センター

（管理棟）への移転に向けて、令和７年度に着手した整備工事を引き続き実施

する。併せて、移転後の管理・運営に必要な物品等を購入する。 

学童保育事業については、指導員の経験年数や実績等に応じた処遇改善と合

わせて、研修体制を充実することで、人材の確保と保育の質の向上に努める。

また、建築工事に対する補助を行い、提供体制の確保と安全性の向上を図る。

加えて、高まる学童保育ニーズに対応するため、送迎支援事業に対する補助を

拡充するとともに、新たに夏休み児童預かり事業を実施する。 

ひとり親家庭等に対しては、親権・養育費・親子交流などに関する民法改正

も踏まえ、引き続き助言や相談を行うほか、必要に応じて育児支援や家事支援

を実施する。また、ハローワークとも適宜連携しながら、就労に係る支援を実

施するとともに、各種給付金や手当を支給するなど、生活の安定や自立を促進

する。 

 

【主な事業】「こどもまんなか社会」の実現に向けた機運醸成等事業 

                        ２，２３６千円 

こどもの居場所づくり事業           ５２，９００千円 

四日市マリッジサポート事業費        １２６，２４８千円 

子ども医療費              １，５３８，０００千円 

      児童手当                ６，３５５，５３５千円 

児童扶養手当              １，０４７，０００千円 

不妊治療費                  ５３，１６１千円 

地域子育て支援拠点事業費補助金        ９５，０４０千円 

父親の子育てマイスター事業費          ５，３８２千円 

こども子育て交流プラザ事業費         ５０，２４７千円 

児童館自主事業費                ２，２８１千円 

学童保育事業              １，０６７，７３４千円 

ファミリー・サポート・センター事業費     １７，２８０千円 

第２子以降子育てレスパイトケア事業費      ４，０２８千円 

子育て支援ショートステイ事業費         ２，７１８千円 

ひとり親家庭等日常生活支援事業費        １，６２０千円 

母子家庭等自立支援給付金事業費        １５，５５９千円 

こども家庭センター事業費           １２，８５４千円 
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３．こどもの発達支援について 

発達支援が必要なこどもを持つ家庭のニーズが多様化する中、一人ひとりの

課題に合わせた丁寧な支援を行っていく。 

適切な支援が行われるよう、引き続き、心理判定員、言語聴覚士、保育士、

教員等が、保健・福祉・教育・医療の関係機関と連携し、こどものライフステ

ージに沿った教室の開催や相談を実施する。 

このほか、相談支援事業所の体制強化に資するための補助事業や障害児相談

支援委託事業を実施し、途切れのない支援の充実に取り組む。 

さらに、継続的な発達支援が必要なこどもには、放課後等デイサービスなど

の障害児通所支援事業の利用につなぎ、生活能力の向上や社会との交流の促進

を図る。 

また、あけぼの学園においては、地域の中核的な役割を果たす支援施設とし

て、引き続き発達支援が必要なこどもや保護者への支援を行う。 

 

【主な事業】障害児通所事業費 ２，３６８，６３４千円 

プロジェクトＵ－８事業費 ４，５８４千円 

障害児相談支援事業所体制強化補助事業費 ９，８７２千円 

障害児相談支援委託事業費 ８，１０５千円 

児童発達支援センター管理運営費 ３４，５７０千円 

児童地域支援事業管理運営費 ４，１４３千円 

 

４．児童虐待防止について 

「四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議（要保

護児童対策地域協議会）」を中心に、関係機関・関係団体・地域と連携しなが

ら児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応に努めるとともに、子育て等に困

難を抱える家庭等に対し、「支援対象児童等見守り強化事業」や「育児フォロ

ーアップ事業」「子育て世帯訪問支援事業」等を実施し、子育てに係る保護者

の不安や負担を軽減する。 

また、研修等を適宜実施するなど、児童虐待に関する各機関の対応力向上を

図るほか、児童虐待防止及びこどもの権利に関する啓発を行う。 

 

【主な事業】児童虐待防止対策事業              ２３，４０５千円 

 

５．母子保健事業について 

妊娠届出時から出産・子育て期に至るまで、切れ目のない相談支援を実施す

るため、面談等を通じて妊婦や子育て家庭の不安や課題を早期に把握し、情報

提供や相談を行い、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」を実施する。また、

妊娠・出産に伴う経済的負担を軽減し、こどもを持つことを希望する人が安心
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してこどもを生み、育てることのできる環境を整備するための経済的支援とし

て、「マタニティ給付」を実施する。 

さらに、各種健診や訪問等の機会を通じて、妊産婦及び保護者の育児に関す

る不安や悩み、養育環境における課題などの把握に努め、関係機関と連携して

適切な支援につなげる。 

予防接種事業については、予防接種法の改正により新たに母子免疫ワクチン

であるＲＳウイルスワクチンが定期接種化される。引き続き、感染症の罹患防

止及び適切なワクチン接種を推進するため、啓発及び相談に努める。 

 

【主な事業】妊婦健康診査事業費              ２３２，１１０千円 

      乳児健康診査事業費               ３６，２００千円 

      幼児健康診査等事業費              ２４，６６９千円 

      １か月児健康診査費用助成事業費         １１，６０４千円 

      産婦健康診査事業費               １８，４５８千円 

      妊婦幼児歯科保健事業費              ８，２４９千円 

産後ケア事業費                 ３７，１７８千円 

中学生ピロリ菌検査事業費             ５，３４３千円 

多胎児育児支援事業費               ３，１２７千円 

こんにちは赤ちゃん訪問事業費           ８，８３３千円 

新生児聴覚スクリーニング検査助成事業費       ６，１９８千円 

はじめまして絵本事業費              ４，１５７千円 

      妊婦のための支援給付事業費          ２２８，４７１千円 

予防接種事業費                    ７６３，７０６千円 

      任意予防接種助成事業費             １０，８３９千円 

      

６．青少年の健全育成について 

こどもの非行を未然に防止し、有害な環境や情報、犯罪からこどもを守るた

め、保護者や学校、関係機関、地域と連携を図るとともに、インターネット等

の安全安心な利用の啓発やこどもの生活リズムの向上に取り組む。 

また、少年自然の家においては、自然の中での様々な体験活動を通じて、

豊かな人間性、自己判断力、たくましさを身につけたこどもの育成に取り組

むとともに、野外炊事場改修工事の設計や倒木のおそれがある枯木の伐採な

ど必要な施設の整備等を行う。 

 

【主な事業】親と子どもの豊かな育ち事業費         ３，１７３千円 

少年自然の家施設整備事業費           ８，５００千円 

少年自然の家管理運営費           ９８，０８５千円 
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１．目的 

学校や地域、民間団体等と連携しながら、多様なこどもの居場所づくりを進め、

こどもが様々な場所で、多くの人々と関わりながら、ウェルビーイング（身体的、

精神的及び社会的に将来にわたって幸せな状態）で成長できる機会を創出する。 

 

２．内容 

 （１）こどもの居場所づくり事業費補助金               ２１，６００千円 

こども食堂や学習支援などこどもの居場所づくりに関する事業を実施する団体

に対し、その事業に要する経費の一部を補助する。 

補助率     １年目 10／10、２年目９／10、３年目８／10  

補助上限額 1,500 千円（１団体当たり） 

 

 （２）こどもの居場所づくりサポート・コーディネート事業   ５，０００千円 

（１）の事業を訪問、助言したり、こどもの居場所づくりを実施する団体等を

対象とした意見交換の場や研修等を設けたりすることで、こどもの居場所の質の

向上や団体間の相互連携を進める。 

 

 （３）多様なこどもの居場所づくり実証事業         ２６，３００千円 

既存施設を活用した居場所づくりの実証事業を実施し、こどものニーズに応じ

た居場所の創出を検証し、事例の展開を図る。 

・高校生年代のための自由な居場所づくり        １１，６００千円 

会場：じばさん（４～６月）、商業施設（中心市街地）（７月～３月） 

・小学生高学年（４～６年生）のための身近な居場所づくり ６，１３０千円 

会場：八郷地区市民センター、内部地区市民センター 

・小中学生のための体験ができる居場所づくり            ８，５７０千円 

会場：あさけプラザ 

 

３．予算額  ５２，９００千円  （財源内訳） 

（前年度   ３６，０００千円）     国庫支出金（2/3・1/2）２４，７１８千円 

                              その他特財         ６，０００千円 

                  （こどもまんなか基金繰入金） 

一般財源          ２２，１８２千円 

 

４．債務負担行為 

・多様なこどもの居場所づくり実証事業  

（高校生年代のための自由な居場所づくり)業務経費 

限度額 ５，４００千円    （総事業費 ９，２００千円） 

期 間 令和８年度から令和10年度まで 

担当 こども未来部 こども未来課 

外山、藤塚 

℡ ３５４－８０３８ 

こどもの居場所づくり事業 
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１．目的 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象として、放課後や学校休業日に、

適切な遊びと生活の場を提供し、その健全育成を図るため、学童保育を実施する地域の

運営委員会に対し支援を行い、保護者の子育てと仕事の両立を応援する。 
 
２．内容 

指導員の経験年数や実績等に応じた処遇改善と合わせて、研修体制を充実することで、

人材の確保と保育の質の向上に努める。また、建築工事に対する補助を行い、提供体制

の確保と安全性の向上を図る。加えて、高まる学童保育ニーズに対応するため、送迎支

援事業に対する補助を拡充するとともに、新たに夏休み児童預かり事業を実施する。 
 

○国・県の補助制度に基づくもの 

・運営費補助（79 箇所 87 クラス） ６９８，３００千円 

・指導員処遇改善補助 １２０，７１４千円 

・キャリアアップ処遇改善補助 ３５，４０９千円 

・月額 9,000 円相当処遇改善補助 ３２，９３９千円 

・備品整備にかかる補助（ＩＣＴ／環境整備） ７，０００千円 

・【拡充】送迎支援補助 １０，００８千円 

・育成支援体制強化補助 ３２，１９０千円 
 

○市独自で行う補助制度 

・新築費補助 ４０，０００千円 

・大規模修繕費補助 １１，４９９千円 

・家賃補助 ４２，８７８千円 

・長期休暇児童受入補助 ７，４３９千円 

・小規模修繕等にかかる補助 ４，７７８千円 

・ＡＥＤ整備補助 ２，２１９千円 

  ・資格取得補助 ４４０千円 
 
○【拡充】夏休み児童預かり事業 １７，７００千円 

○指導員研修事業 １，１４３千円 

○その他事務費 ３，０７８千円 
 
３．予算額 １，０６７，７３４千円 （財源内訳） 

（前年度   ９２８，８０４千円） 国庫支出金(1/2・1/3)３０４，５６７千円 

県支出金(1/2・1/3)  ３１３，１１２千円 

その他特財 ６，０００千円 

（夏休み児童預かり事業負担金） 

一般財源   ４４４，０５５千円 
 
４．債務負担行為 

・学童施設ＬＥＤ照明設備リース 

限度額 １３，６４３千円    （総事業費 １３，９６８千円） 

期 間 令和８年度から令和18年度まで 

学童保育事業 

担当 こども未来部 こども未来課 

濵瀬 

℡  ３５４－８４６４ 
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１．目的 

要保護児童対策地域協議会を中心に関係機関・関係団体・地域と連携しながら、 

こどもの権利保障の観点を重視しつつ事業を実施し、児童虐待の未然防止・早期発

見・早期対応を図る。 
 

２．内容 

（１）子育て中の親や家庭を支援する事業           ２１，３０６千円 

  ①支援対象児童等見守り強化事業           １５，０００千円 

    家庭環境の変化等により、困難を抱えるこどもとその家族を定期的に訪問し、

食料品の提供等を行いながら、見守りを実施する。 

②育児フォローアップ事業               １，８７６千円 

育児に関する不安や悩みの傾聴及び助言、育児手技の伝達等を行い、保護者

の負担や不安を軽減する。 

  ③子育て世帯訪問支援事業               ４，２００千円 

    家事・育児に関する不安を抱える保護者やヤングケアラーの負担を軽減する

ため、支援員を居宅に派遣して家事代行や子育て支援を実施する。 

  ④親子関係形成支援事業                  ２３０千円 

    こどもとの関わり方や子育てに悩み・不安を抱えた保護者に対して、発達段

階に応じたこどもとの関わり方等を学ぶことができる講座を開催する。 

 

（２）市民への啓発活動                      ７５８千円 

児童虐待防止啓発動画を新たに作成し、近鉄四日市駅周辺のデジタルサイネー

ジを利用して放映するほか、児童虐待防止に関するリーフレットや啓発用ポケッ

トティッシュ、こどもの権利に関する冊子等を活用しながら、幅広く啓発を行う。 

 

（３）研修会等の開催                       ３０５千円 

  要保護児童対策地域協議会を定期的に開催するとともに、民生委員・児童委員

及び関係機関職員に、児童虐待に関する研修を実施するなど、対応力向上を図る。 

 

（４）その他事務経費                     １，０３６千円 

   職員の研修等参加にかかる旅費・負担金、消耗品費等 

  

３．予算額 ２３，４０５千円 （財源内訳） 

（前年度 ２３，８４５千円） 国庫支出金（2/3・1/2・1/3）１２，７２４千円 

県 支 出 金（1/3・1/6）    １，７４２千円 

一 般 財 源          ８，９３９千円 

 

児童虐待防止対策事業 

担当 こども未来部 こども家庭センター 

堀田 

℡ ３５４－８２７６ 
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１．目的 

  発達相談やアンケートの実施により、支援が必要なこどもを早期に発見し、それ

ぞれの特性に応じた教室を開催するとともに、日常の保育等の中でも適切な支援が

行えるよう保育士等のスキルアップを図る。 

  さらに、障害児通所支援事業所の質の向上をねらいとした研修会の開催や、相談

支援事業所の体制強化に資するための補助事業の実施など、途切れのない支援の充

実に取り組む。    

 

２．内容 

 （１）プロジェクトＵ－８事業           ４，５８４千円 

   幼児ことばの教室、ともだちづくり教室、子どもの見方ほめ方教室、まなびの

教室の４教室を開催する。 

（２）園巡回発達相談事業      ４，１６６千円 

   児童・保護者一人ひとりのニーズを把握し、必要とされる支援の内容と方策を

明らかにするために、巡回支援員を園へ派遣し、保護者・担任との相談や、指導・

助言を実施する。 

（３）「ＣＬＭと個別の指導計画」事業        ２１９千円 

   三重県が推進している「ＣＬＭと個別の指導計画」事業を本市でも活用するた

め、園による児童の行動観察、個別の指導計画の作成支援及び指導を実施する。 

（４）５歳児保護者アンケート調査業務委託事業       ２，５１０千円 

  ５歳になる児童の保護者がこどもの発達や行動、生活の様子について振り返る

機会とするとともに、集団生活で現れる、協調性や社会性等の発達において「気

になる子」を発見し、保護者への育児支援や園との連携による支援を実施する。 

（５）障害児通所支援事業所研修事業               １７０千円 

   障害児通所支援事業所の質の向上を支援するための研修会を実施する。 

 （６）障害児相談支援事業所体制強化補助事業         ９，８７２千円 

   途切れのない支援体制の強化を図るため、民間の障害児相談支援事業所に対し、

補助事業を実施する。 

（７）障害児相談支援委託事業           ８，１０５千円 

   乳幼児期から学齢期、学齢期から青年期への途切れのない支援体制の強化を図

るため、障害者相談支援事業に併せて、相談支援事業所間の利用者の調整と障害

児支援に関わる地域課題の整理・検討を行う役割を委託する。 

 

３．予算額  ２９，６２６千円  （財源内訳） 国庫支出金（1/2） １，５４９千円 

（前年度 ３０，３３２千円） 県支出金 （1/4） ７３３千円 

 一般財源 ２７，３４４千円 

                               

途切れのない発達支援事業 

担当 こども未来部 こども発達支援課 

伊藤 

℡ ３５４－８０６４ 
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１．目的 

共働き家庭の増加等に伴い、保育の利用ニーズの高まりが続いている中、保育士・保

育教諭等の新たな人材の確保及び定着化を図る。 
 
２．内容 

 （１）正規職員給与改善補助 １２７，４２５千円 

〇私立保育園・認定こども園で働く正規職員（保育士等）の給与改善 

市内の私立保育園で勤務する保育士等に対し、一律の給与改善手当を補助 

（保育士：15,700 円／月） 
   

（２）就労奨励金支給費補助 ２０，２００千円 

〇市内の私立保育園・認定こども園・幼稚園に就職後、勤続１年・３年・５年・７

年・10 年に達した保育士等に就労奨励金（１人当たり 10 万円）を補助 
 

（３）保育体制の強化 １１８，４７２千円 

〇公立保育園・認定こども園への用務員の配置 

〇私立保育園・認定こども園への保育支援者（用務員）配置の補助 

国補助を活用し、園外活動時の見守り等や、登降園・プール活動など繁忙な時

間帯にスポット的に配置する保育支援者への補助 

 ・保育支援者の配置   １施設当たり月額上限  100,000 円 

 ・園外活動時の見守り等 １施設当たり月額上限  45,000 円 

 ・スポット支援     １施設当たり月額上限  45,000 円 
 

（４）私立保育園・認定こども園のＩＣＴ化推進 ３，０７５千円 

  〇保育業務支援システムの新規導入に対する補助 

以下の機能数に応じて、１施設当たり 200,000 円～800,000 円 

（併せて端末購入等を行う場合、700,000 円～1,300,000 円） 

・保育に係る計画・記録に関する機能 

・園児の登園及び降園の管理に関する機能 

・保護者との連絡に関する機能 

・キャッシュレス決済に関する機能 
 

（５）保育人材確保に向けた情報発信等             １, １３１千円 

〇ＰＲパンフレットの作成、ホームページの運用・管理 

〇私立保育連盟が行う保育人材確保の取組（就職ガイダンス、高校生インターン

シップ等）への補助 
 
３．予算額 ２７０，３０３千円（財源内訳）  国庫支出金(1/2)  ２，０５０千円 

（前年度 ２７９，４７１千円）         県支出金（3/4） ３１，２７５千円 

            その他特財        ３，５５６千円 

社会、雇用保険料 

土地貸付収入 

 一般財源 ２３３，４２２千円 

 

保育士等人材確保事業 

担当 こども未来部 保育幼稚園課 

   稲垣・諸岡 

   ℡ ３５４－８１７３ 
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１．目的 

待機児童の早期解消に向けた緊急的な対策として、公立保育園・認定こども園の保

育士派遣業務委託、私立の保育施設への待機児童緊急対策交付金の交付及び認可外保

育所受入支援を継続して実施する。また、新たに認可保育施設に入所できなかった２

歳児の受け皿として定期的な預かりを実施した私立幼稚園への補助を導入する。 

 

２．内容 

（１）保育士派遣業務委託 ７４，８６９千円 

即効性のある保育士の確保策として、令和７年度より保育士派遣業務委託を開始し

た。令和８年度も本事業を継続して実施する。 

  〇対象施設：公立保育園・認定こども園 

  〇委託期間：令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

  〇積算  ：１名当たり委託料4,991,250円×予定人数15名＝74,869千円 

 

（２）待機児童緊急対策交付金 １８７,５９６千円 

受け入れ枠が不足する１歳児～３歳児について、基準人数※を超えて入所児童の受

け入れを行う保育施設に対し、運営費の加算を行う。 

※基準人数・・・Ｒ６.４.１の利用定員またはＲ７.４.１の園児数のどちらか低い人数 

〇対象施設    ：私立保育園・認定こども園 

〇交付額（月額）：基準人数を超過した園児数×交付単価の合計額 

［園児１名当たりの交付単価（月額）］ 

歳児 単価 

３歳児 31,000 円 

２歳児 79,000 円 

１歳児 119,000 円 

 

（３）認可外保育施設への支援               １３，７５２千円 

①認可外保育施設の保育料助成 

保育園等に入所できなかったため、認可外保育施設を利用している世帯に対し、保

育料の助成を行う。 

〇助成額（月額）： 

「認可外保育施設の保育料」と「保育園等に入所した場合の保育料」の差額 

（上限額 18,000 円） 

  ②認可外保育施設の運営費補助 

 保育園等に入所できなかった児童を受け入れる認可外保育施設に対し、対象児童

数に応じて運営費の補助を行う。 

待機児童対策事業 

（児童福祉一般経費、保育所事務費事業費（市単民間施設加算）、 

 私立幼稚園一時預かり事業費、認可外保育所受入支援事業費） 
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〇補助額（月額）：対象児童数×補助単価の合計額（上限あり） 

［児童１名当たりの補助単価（月額）］ 

歳児 単価 

０歳児 44,000 円 

１、２歳児 25,000 円 

３歳児 2,000 円 

補助上限額 1,200,000 円 

 

（４）【拡充】私立幼稚園一時預かり事業費補助金（幼稚園型Ⅱ） ５１,５７４千円 

認可保育施設に入所できなかった２歳児の受け皿として、定期的な預かりを実施

した私立幼稚園に対し、預かりを利用した児童数に応じて運営費の補助を行う。 

〇対象施設：私立幼稚園 

〇対象児童：保育を必要とする３号認定の２歳児のみ（４月１日時点で２歳。誕生

日から満３歳入園となり保育料無償化の対象となるため、満３歳入園

後は補助対象外） 

〇交付単価（児童１人当たり日額） 

子ども・子育て支援交付金の国基準単価と同額とする。 

Ⅰ 本事業を利用する年間延べ利用児童数が 1,500 人以上の施設の場合 

ア）基本分（８時間利用）        ２，６５０円 

イ）長時間加算（８時間を超えて 11 時間までの利用） 

・超えた利用時間が２時間未満        ３３０円 

・超えた利用時間が２時間以上３時間未満   ６６０円 

Ⅱ 本事業を利用する年間延べ利用児童数が 1,500 人未満の施設の場合 

ア）基本分（８時間利用）        ２，２５０円 

イ）長時間加算（８時間を超えて 11 時間までの利用） 

・超えた利用時間が２時間未満        ２８０円 

・超えた利用時間が２時間以上３時間未満   ５６０円 

〇交付見込：私立幼稚園 14 園のうち 12 園で実施見込 

 

３．予算額 ３２７，７９１千円  （財源内訳） 

（前年度 ２０６，９４２千円） 国庫支出金(1/3) １７，１９１千円 

 県支出金(1/3) １７，１９１千円 

 一般財源 ２９３，４０９千円 

                   

担当 こども未来部 保育幼稚園課 

   稲垣・陣田・諸岡 

   ℡ ３５４－８１７３ 
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１．目的 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第９条第１項及び第２項の規

定に基づき、公立の保育所等において、医療的ケア児の受け入れを可能とするための

体制を整備し、地域生活支援の向上を図る。 

 

２．内容  

令和３年９月の法律施行により、医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援

を受けられるようにすることが地方自治体の責務となっている。本市においても医療

的ケア児の人数は増加傾向にあり、公立の保育所等で医療的ケア児の受入体制を整え

るため、ベッドなどの設備環境の整備や訪問看護ステーションへの委託などを行う。 

 

 ＜実施内容＞ 

〇受入条件 

主治医等より集団生活が可能であると判断されている（集団生活の場において

も状態が安定している）児童であること 

〇医療的ケアの内容 

・経管栄養（鼻腔・胃ろう・腸ろう） 

・吸引（口腔内・鼻腔内・気管切開部） 

・導尿 

・その他施設で対応可能な医療的ケア（血糖測定・インシュリン注射等） 

〇受入対象施設 

公立保育園・認定こども園・幼稚園 

  〇受入児童数（予定） 

    ６人 ※令和８年度入所申込による見込み 

 

３．予算額 ２４，２３４千円  （財源内訳） 

 県支出金（5/6） ２０，１９２千円 

 一般財源 ４，０４２千円 

 

 

（新）医療的ケア児受入事業費 

担当 こども未来部 保育幼稚園課 

   陣田・水谷 

   ℡ ３５４－８１７２ 
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 シティプロモーション部 
 

新年度予算における基本的な方針 

 将来にわたり地域の活力を維持・増進し、本市が持続的に発展するためには、

政策・施策の充実に加え、効果的なシティプロモーションにより、「選ばれる都

市」として存在感を発揮することが重要となる。そのため、観光・文化・スポー

ツ分野を中心に、地域資源を有効に活用することや新たな価値を創造すること

により、多くの市民・事業者に本市の魅力に対する認識を深めてもらい、シビッ

クプライドを醸成する。 

また、ふるさと応援寄付金（ふるさと納税）を活用して、本市の魅力を市内外

に広く発信することにより、都市イメージの向上を図る。 

 観光分野においては、本市ならではの観光資源を活用し、本市の魅力を市内外

へ積極的かつ効果的に発信するため、ＳＮＳやメディア、地域ブランド「泗水十

貨店」、こにゅうどうくんなどを活用したシティプロモーションを展開しながら、

市民のシビックプライドの醸成を図る。併せて、一般社団法人四日市観光協会を

はじめ様々な主体と連携しながら、本市への誘客につながる取り組みを通して、

都市イメージの向上、交流人口や関係人口の増加を図る。 

また、本市が有する観光資源について、魅力を高めるための改修や整備、支援

等に計画的に取り組むことで、一層の誘客促進を図る。 

文化分野においては、地域で大切に受け継いできた伝統芸能をはじめとする

市民の文化活動や文化交流の促進を支援する。また、乳幼児期から芸術文化に親

しむことができるよう、乳幼児と保護者を対象とした音楽体験等の機会を提供

するとともに、市内の小中学生に向けて、新たにこどもみらいクーポン事業を開

始し、こどもたちが将来にわたって文化芸術やスポーツに親しむ風土を醸成す

る。 

文化活動の拠点である文化会館、三浜文化会館及び茶室については、公益財団

法人四日市市文化まちづくり財団を指定管理者として、一体的な管理・運営を行

うことで、効果的な事業実施と利用促進に努めるほか、文化会館の老朽化した設

備等の改修工事を行うなど、市民が安全・安心に施設を利用できるよう整備を進

める。 

久留倍官衙遺跡や旧四郷村役場、鳥出神社の鯨船行事、御池沼沢植物群落、埋

蔵文化財等の本市が有する貴重な文化財については、総合的かつ計画的な保存

活用や調査、及び関連施設の適切な維持管理・更新を行うとともに、地域で長年

継承されてきた歴史文化遺産を、さらに将来へ守り伝えていくための支援を継

続的に行い、市内外に本市の歴史文化の魅力を発信していく。 

 スポーツ分野においては、第４次四日市市スポーツ推進計画が令和８年度末

までの計画期間となっていることから、第５次四日市市スポーツ推進計画の策

定に向けて取り組んでいく。 

また、幅広い世代を対象とした生涯スポーツ等の各種スポーツイベントを開

催し、市民がスポーツに親しむ機会の創出に積極的に取り組むとともに、ランニ

ングイベントを開催することで、市民のスポーツに対する機運醸成を図り、本市

98



の魅力を市内外に発信するとともに地域活性化につなげていく。さらに、全国規

模の大会や国内のリーグ戦等の開催にかかる支援制度を活用した大会誘致に取

り組み、今後のスポーツ振興や地域活性化につなげる。 

スポーツ施設においては、誰もが快適で安全・安心にスポーツを楽しめる環境

づくりに向けて、老朽化した施設の計画的な整備を進める。 

 

１．観光施策について 

  シビックプライドの醸成や都市イメージの向上、交流人口や関係人口の増

加を図るため、一般社団法人四日市観光協会をはじめ様々な主体と連携し、シ

ティプロモーション及び観光振興に取り組む。 

本市の代表的な行事である「大四日市まつり」の開催に加え、令和７年度に

新たな会場で再開した「四日市花火大会」について、会場を拡大し、実施する。

さらに、各地でシティプロモーションイベントを開催するほか、本市の地場産

品や特産品からこだわりの逸品を集めた地域ブランド「泗水十貨店」の販売・

ＰＲなどを実施するとともに、ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の拡大を

図るため、新たな返礼品の開拓や新規返礼品の開発、既存返礼品の改良に対し

補助金の交付を行う。さらに、企業版ふるさと納税を活用し、本市の魅力を市

内外へ積極的に発信する。 

また、令和９年度の市制施行 130 周年に向けて、その節目を全市的に盛り上

げるとともに、市民や企業等のシビックプライドをさらに深めることを目的に

記念事業の企画を進める。 

このほか、宮妻峡周辺の再整備に向けた事業者選定や四日市スポーツランド

における施設改修など、観光資源の魅力増進及び利用者の安全性・利便性向上

に取り組む。 

   

 【主な事業】 魅力収集発信事業費          ５０１，５１９千円

市制施行 130 周年記念事業推進費      ３，６００千円 

大四日市まつり事業費補助金       ３７，０００千円 

四日市花火大会事業費補助金       ７１，８００千円 

シティプロモーション事業費       ７４，０５４千円 

観光施設整備事業費          １５２，６５８千円 

 

２．文化振興について 

「四日市市文化振興ビジョン」に基づき、文化振興審議会、文化行政総合企

画調整会議等との調整を図りながら施策を推進する。 

市民芸術文化祭については、多くの市民が参加できる事業を企画し、年間を

通じて市民が芸術文化に親しみ、参加する機会となるよう取り組む。 

また、幼い頃から音楽をはじめ、美術や演劇など多様な芸術文化に親しむ機

会を設け、豊かな人間性の涵養と文化の担い手の育成につながるよう、前年度

に引き続き、乳幼児や小・中学生、その保護者を対象に本物の芸術に触れるコ
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ンサート等の公演を実施するほか、体験や交流などを通じて、児童が自ら芸術

表現を経験できる事業を実施する。 

さらに、市内の小中学生を対象として、こどもたちが楽しみながら参加でき

る多様な体験等を通じて達成感やモチベーションを高め、文化芸術・スポーツ

事業への参加意欲を駆り立てる、こどもみらいクーポン事業を新たに開始する。 

市民の文化活動の拠点である文化会館及び三浜文化会館については、公益財

団法人四日市市文化まちづくり財団を指定管理者として、一体的に管理・運営

することで、文化会館の工事中においても各施設の有機的な連携による文化事

業の充実を図るとともに、市民の文化活動への積極的な参加を促す取り組みを

行う。 

  なお、文化会館については、10 月の再開に向けて、給排水管設備や空調設

備などの改修工事を前年度に引き続き実施する。 

 

【主な事業】市美術展覧会開催費                １９２千円 

            市民文化祭等開催費             ６，２４２千円 

こども芸術体験事業費            ９，８５０千円 

こどもみらいクーポン事業費         ４６，０００千円 

文化振興事業支援補助金           ３，７８１千円 

四日市ＪＡＺＺフェスティバル支援事業費   １，２００千円 

文化会館等管理運営費          ３９８，１０５千円 

       文化会館等施設整備事業費  １４９，４５４千円 

文化会館大規模設備等改修事業費     １２７，９６５千円 

公共施設アセットマネジメント事業費 １,９４１，９００千円 

 

３．文化財の保存・活用について 

文化庁認定の「四日市市文化財保存活用地域計画」に基づき、文化財や地域

の文化遺産の魅力を市内外に引き続き発信することで、保存・継承・活用を

進める。 

ユネスコ無形文化遺産である国指定重要無形民俗文化財の鳥出神社の鯨船

行事について、将来にわたって継承されていくよう補助金を拡充し、市内外

への情報発信や学校との連携を強化するなど、より一層の支援を図るととも

に、富田・富洲原地区の文化財デジタルマップを用いたウォーキングイベン

トを開催し、地域の歴史や文化財への関心向上に努める。 

国指定史跡の久留倍官衙遺跡については、国指定から 20 年を迎えることか

ら、年間を通じて記念事業を開催し、地域の魅力を新たに発見する機会を創

出する。 

国指定天然記念物の御池沼沢植物群落については、文化庁認定の保存活用

計画に基づき、遺伝子解析調査を進めるとともに、市民ボランティアや地域

の中学生・高校生との協働による環境保全の取り組みを継続する。 
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地域に伝わる文化行事や民俗芸能の保存・継承については、引き続き担い

手育成や用具類などの更新や保管施設の改修等について支援する。 

【主な事業】 久留倍官衙遺跡公園管理運営費        ２１，６４０千円 

御池沼沢植物群落保存整備事業費      １，６４０千円 

市指定文化財旧四郷村役場活用事業費            ９６８千円 

ユネスコ無形文化遺産継承支援活用事業費   ２，９９２千円 

埋蔵文化財保護事業費          ２２，８３９千円 

地域の文化遺産の保存・継承支援事業費    １，０００千円 

        

４．スポーツ振興について 

本市のスポーツ推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的とした第５次四日市市スポーツ推進計画の策定に向けた取り組みを行う。 

また、トップアスリート等による実技講習会、生涯スポーツ等の各種スポー

ツ大会や、ボッチャ大会等の障害の有無に関わらず誰もが親しむことができる

スポーツを実施するとともに、総合型地域スポーツクラブ等のスポーツ関連団

体に支援を実施し、地域スポーツの振興・普及に向けた取り組みを行う。 

さらに、幅広い世代を対象とした体力測定会の実施により、運動・スポーツ

の習慣化を促し、スポーツ実施率の向上や心身の健康増進を図るとともに、こ

どもたちが運動・スポーツに親しむきっかけを創出するため、スポーツ能力測

定会やスポーツ体験会を実施する。 

加えて、四日市サイクル・スポーツ・フェスティバルの開催により、次代を

担う青少年の自転車競技への関心を高め、青少年の健全育成とスポーツの振興

を通じて、地域の活性化を図る。 

引き続き、高規格なスポーツ施設において、大規模なスポーツ大会や国内ト

ップレベルのリーグ戦等の競技・演技を観る機会の創出により、スポーツ振興、

スポーツ交流による地域活性化、ジュニア世代等の競技力の向上を図るととも

に、新たにプロスポーツチームの本拠地を本市に誘致した場合における地域へ

の波及効果等を調査する。 

また、四日市みなとランフェスティバルを開催することで、市民のスポーツ

に対する機運醸成を図り、本市の魅力を市内外に発信するとともに地域活性化

につなげていく。 

 

【主な事業】 

  スポーツイベント実施事業費              ４，０００千円 

ランニングイベント開催事業費            ３２，８００千円 

プロスポーツチーム誘致事業費             ２，６００千円 

運動・スポーツの習慣化による健康増進事業費      ３，９００千円 

  幼少期から体を動かす習慣づくり事業費         ６，５７０千円 

四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル事業費   ４１，６００千円 

スポーツ大会等開催費補助金             ６１，０００千円 
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５．スポーツ施設整備及び管理運営について 

霞ケ浦第１野球場グラウンド改修工事を行うほか、四日市ドームの改修に向

けた優先交渉権者選定のプロポーザルの実施やアリーナ等に空調設備が整備

されていない三滝武道館、橋北交流会館体育館への空調設備整備に向けた設計

を行い、利用者の安全性及び利便性の向上に取り組む。 

また、相好アリーナ四日市を含む運動施設については、公益財団法人四日市

市スポーツ協会を指定管理者とし、一括して管理運営を行うことで、利用者の

利便性向上、管理運営の効率化を図るとともに、市の直営管理である四日市ド

ームにおいても、利用者等が安全・安心に当該施設を利用できるよう、施設及

び附随する設備の適切な維持管理を行う。 

   

【主な事業】 

霞ケ浦緑地運動施設整備事業費（推進計画）    １４８，４７１千円 

霞ケ浦緑地運動施設整備事業費          １１０，０００千円 

その他運動施設整備事業費              ４，１００千円 

四日市ドーム整備事業費（推進計画）        １６，９００千円 
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１．目的 

令和９年度の市制施行 130 周年に向けて、その節目を全市的に盛り上げるととも

に、市民や企業等のシビックプライドをさらに深めることを目的に記念事業の企画

を進める。 

 

２．内容 

市制施行 130 周年を迎える令和９年度に向けて、記念事業の準備や周年記念の周

知・啓発を行う。 

（１）企画委員会の開催、大規模イベントの誘致等の調整      ８００千円 

（２）周年記念に向けたホームページやチラシ・ポスター、啓発品等の制作 

２，８００千円 

 

３．予算額 ３，６００千円 （財源内訳） 一般財源 ３，６００千円 

 

 

（四日市市制施行１２０周年記念式典の様子） 

（新）市制施行 130 周年記念事業推進費 

担当 シティプロモーション部 観光交流課 

河合 

   ℡ ３５４－８２８６ 
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１．目的 

  夏の夜空を彩る「四日市花火大会」開催に係る経費の一部を助成することにより、

多くの市民等に楽しみの場を提供するとともに、市民の郷土愛を醸成する。 

 

２．内容 

（１）実施主体   四日市花火大会実行委員会 

 （２）開催予定日  令和８年８月 30 日（日） 

 （３）花火     約 4,000 発（最大 10 号玉）四日市港東防波堤から打上げ 

（４）メイン会場  第２・第３埠頭（千歳町）※協賛者席・有料観覧席 

   サブ会場   四日市ドーム周辺エリア及び磯津エリア ※無料 

（５）概要・特記事項 

・メイン会場の観覧席については、一般販売を開始する 

・サブ会場として、２つの無料観覧エリアを設置する 

・10 号玉の増発やスターマイン等の見せ方の工夫により、満足度を高める 

・メイン会場及びサブ会場の観覧エリアについて、十分な安全対策を講じる 

・原則シャトルバスでの来場とし、会場内にはおもいやり駐車場を確保する 

・三滝川右岸から天白川左岸の国道 23 号より東側を車両進入禁止範囲とする 

（６）令和７年度観覧者数 第２・第３埠頭 6,400 人 

 

【経費内訳】  

 

３．予算額 ７１，８００千円   （財源内訳） その他特財 ７１，８００千円 

（前年度 ７０，０００千円）          （まちづくり事業基金繰入金） 

 

 

 

 

 

収入 支出 

収入内訳 金額 総事業費内訳 金額 

企業協賛金 22,600 千円 事業費（花火費） 33,277 千円 

観覧席売上金 14,300 千円 事業費（宣伝費） 4,440 千円 

市補助金 71,800 千円 事業費（設備費） 34,558 千円 

前年度繰越金 1,811 千円 事業費（事業諸費） 36,379 千円 

  総務費（会議費・諸費） 1,857 千円 

合計 110,511 千円 合計 110,511 千円 

四日市花火大会事業費補助金 
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【花火大会 各会場図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※★打上げ場所 

 

【観覧席範囲図（メイン会場となる第２・第３埠頭）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当 シティプロモーション部 観光交流課 

権野、青砥 

   ℡ ３５４－８１７６ 
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１．目的 

多くの方々に利用されている観光施設において、利用者の安全かつ快適な

利用を促進するため、老朽化した施設の修繕または更新、利用者ニーズの変化

や現状の課題に対応するための施設整備等を行う。 

 

２．内容 

 （１）四日市スポーツランド整備事業                    ２９，５００千円 

四日市スポーツランドの管理運営を行っている（公財）四日市市文化まち

づくり財団が行う施設等の整備費用について助成を行う。 

・既存アスレチック遊具の改修 

・なかよし広場の整備（恐竜モニュメント改修） 

・ローラースケート場改修設計、西側スライダー乗り場道路再舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）宮妻峡再整備事業                        １１４，６５８千円  

宮妻峡ヒュッテ跡地を含む宮妻峡周辺のＤＢＯ（設計・施工・運営一体型）

方式による再整備にあたり、事業者をプロポーザル方式で選定し、設計・施工

を行う。  

・宮妻峡再整備にかかる業者選定審査委員会運営費    ２５８千円 

・宮妻峡再整備にかかるキャンプ場設計・施工委託費等 

１１４，４００千円 

 

（３）その他整備事業   ８，５００千円  

 伊坂ダム等の来訪者の安全を守り、快適性の向上を図る環境整備を行う。 

 

３．予算額 １５２,６５８千円（財源内訳）国庫支出金（1/2） ５７，２００千円 

(前年度  ２７,９００千円)      市   債    ５１，４００千円 

                    その他特財 ３，０００千円 

（企業版ふるさと納税基金繰入金）  

一般財源 ４１，０５８千円 

観光施設等整備事業費 

担当 シティプロモーション部 観光交流課 

権野、青砥 

   ℡ ３５４－８１７６ 

改修後の恐竜モニュメント（イメージ）  現在のなかよし広場  
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１．目的 

ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）拡大のために、新規返礼品の開拓を行うと

ともに、新規返礼品の開発や既存返礼品の改良、返礼品の魅力向上など効果的な

取り組みを行う。また、企業版ふるさと納税をさらに推進するため、企業への働き

かけなどを行う。 

 

２．内容 

（１）感謝の気持ち（返礼品）の調達経費        ３２９，３６２千円 

ふるさと納税の寄附者への感謝の気持ちとして用意する本市の魅力ある地

場産品やサービスなどの返礼品については、従来からのラインナップに加え、

引き続き新たな返礼品の開拓を行う。 

 

（２）ポータルサイトの運用経費            １０８，２０２千円 

「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」などのポータルサイトを活用

し、寄附の獲得を行う。 

 

（３）ふるさと納税支援業務委託費             ３９，２０４千円 

寄附受付、寄附者情報の管理、返礼品の発注・配送管理及び寄附者と返礼品

提供事業者への対応等に係るふるさと納税支援業務を委託する。 

 

（４）【拡充】ふるさと納税返礼品開発等支援補助金  ５００千円 

ふるさと納税返礼品提供事業者が行う新規返礼品の開発および既存返礼品

の改良、返礼品の魅力向上に資する事業に対して補助金を交付する。 

 

（５）その他事務経費            ２４，２５１千円 

消耗品費、印刷製本費等 

 

３．予算額 ５０１，５１９千円  （財源内訳）  一般財源 ５０１，５１９千円 

 （前年度 ４０７，７１５千円） 

   

【参考 歳入予算額】    ふるさと応援寄附金 １，０００，０００千円 

                     （前年度   ８０１，０００千円） 

ふるさと応援寄附金事業 

（魅力収集発信事業費） 

担当 シティプロモーション部 観光交流課 

ふるさと納税推進室 清水、友松 

   ℡ ３５４－８５２５ 
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１．目的 

  観光・シティプロモーション条例等に基づき、本市ならではの地域資源を活用し、

本市の魅力を市内外へ積極的かつ効果的に発信するシティプロモーションを展開

しながら、市民のシビックプライドの醸成を図り、主要な地域資源を軸とした誘客

と多様な来訪者が快適に過ごせる取り組みを図ることを通して、交流人口や関係人

口の増加による地域の活性化を促進する。 

 

２．内容 

（１）【拡充】観光振興マーケティング事業             ９，９００千円 

 観光に関する地域課題の解決や効果的なシティプロモーションの企画立案のた

めに、根拠となるデータを収集・分析し、現状の変化をマーケティングしながら、

観光地域づくりの好循環を生み出す仕組みを整える。 

 

（２）名古屋圏における四日市の魅力発信事業         ３０，０００千円 

 令和７年度まで実施してきたラジオ番組やシネアド、中部国際空港における海

外向けプロモーションを一本化し、在名テレビ局等を活用した情報発信や名古屋

圏におけるイベント出展により、本市の魅力発信を行うことで、都市イメージの

向上及びシビックプライドの醸成を図るとともに、市外からの交流人口や関係人

口の増加を促進する。 

 

（３）地域資源活用コンテンツ造成事業             １８，６００千円 

 本市の地場産品や特産品からこだわりの逸品を集め、それら商品の販売やＰＲ

を通じて魅力を発信するため、令和５年度に始動した地域ブランド「泗水十貨店」

について、新たな販路開拓やプロモーション等の取組を進める。 

 

（４）四日市ＳＴＹＬＥ（イベント）事業            ５，０００千円 

 本市の魅力発信イベントを２回程度実施し、都市イメージの向上及びシビック

プライドの醸成を図る。 

 

（５）ＳＮＳを活用した「四日市の魅力」発信事業        ３，０００千円 

 市民が「四日市市＝暮らしを楽しめるまち」というイメージを共有し、まちへ

の帰属意識やシビックプライドの醸成するため、その魅力をＳＮＳアカウント（イ

ンスタグラム）を活用し広く情報発信を行う。 

 

  

シティプロモーション事業費 
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（６）こにゅうどうくん活用事業                １，８００千円 

 令和３年度に購入したラッピング車両を生かし、様々な場所において、こにゅ

うどうくんを活用した四日市のＰＲを実施する。 

 

（７）Ｗｉ－Ｆｉ等データ活用事業               １，７５４千円 

 Ｗｉ－Ｆｉスポットを 19 箇所設置し、観光客等の受入環境整備を実施する。ま

た、スマートフォンのアクセスデータ等を活用し、情報発信を行う。 

 

（８）客船誘致協議会負担金                  １，０００千円 

 県民・市民に親しまれる港づくり及び観光振興のため、四日市港に客船の誘致

を図り、地域の活性化を図る。 

 

（９）観光おもてなし事業費補助金               ２，０００千円 

 東海道沿線または空き家活用計画該当区域における休憩場所の提供に資する事

業等に対し補助を行う。 

 

（１０）観光振興等事業費補助金       １，０００千円 

 四日市商工会議所や一般社団法人四日市観光協会が実施する観光振興に資する

事業に対して補助を行う。 

 

 

３．予算額 ７４，０５４千円     （財源内訳）その他特財 ２，５００千円 

（前年度 ９１，３５４千円）     （まちづくり事業基金繰入金） 

一般財源 ７１，５５４千円 

 

担当 シティプロモーション部 観光交流課 

河合 

   ℡ ３５４－８２８６ 
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１．目的 

こどもたちが多様な体験プログラムを通じて得たクーポンプログラムにより、優れ

た文化芸術やスポーツに触れ、将来にわたって文化芸術やスポーツに親しむ風土を醸

成する。加えて、本市の文化芸術及びスポーツ振興を推進するとともに担い手の育成

につなげる。 

 

２．内容 

(１)こどもみらいクーポン事業について 

市内の小中学生を対象に、こどもたちが楽しみながら参加できる多様な体験プロ

グラムを提供し、体験等を通じて達成感やモチベーションを高め、文化芸術・スポー

ツ事業（クーポンプログラム）への参加意欲を駆り立てる事業を実施する。 

 

① 体験プログラム（第 1 段階） 

各体験プログラムに参加し、体験毎に用意されたポイントをシステム内で集め

る。また、システムにアクセスするだけで、ポイントを取得できる仕組みを用

意するなど、積極的な体験プログラムへの参加が難しいこどもも、取り残さな

いようにする。 

体験プログラムの一例 

美術展覧会のワークショップに参加する 

旧四郷村役場で昔のあそびを体験する 

四日市市レクリエーション大会に参加する 

四日市スポーツランドでアスレチックやスライダーを利用する 

伊坂ダムで変わり種自転車に乗る 

 

 

② クーポンプログラム（第２段階） 

体験プログラムで集めたポイントを、システム内で提示されている「こどもみ 

らいクーポン」と交換し、クーポンプログラムに参加する。このほか、システム

内のゲームやカスタマイズに使用することもできる。 

クーポンプログラムの一例 

文化会館第１ホールで、アーティストと一緒に合唱する 

漫画家にレッスンを受ける 

プロ野球選手とキャッチボールや夢を語るインタビューをする 

声優と一緒にアニメ制作を体験する 

舞台俳優と一緒に舞台の体験をする 

 

 

（新）こどもみらいクーポン事業費 
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〇事業イメージ図 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〇ポイント付与・クーポン発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 事業内訳 

① クーポンシステムの開発等に係る経費 １６，８６４千円 

② クーポンシステムの運用に係る経費  １８，５３６千円 

③ クーポンプログラムの実施に係る経費   ８，５００千円 

④ ポケットＷｉ－Ｆｉ通信費          ８６４千円 

⑤ 印刷製本費・備品購入費・消耗品費等  １，２３６千円 

 

 

３．予算額 ４６，０００千円  （財源内訳）一般財源 ４６，０００千円 

 

 
担当 シティプロモーション部 文化課 

文化振興グループ 藤波・田端 

℡354－8239 

 

① 体験プログラムへの参加 ②クーポンプログラムの体験 

［第１段階］ ［第２段階］ 

ポイントを集めて 

「こどもみらいクーポン」を取得 
「こどもみらいクーポン」を使用 

            

ポイント付与 

二次元コード等 

を読み取り 

体験プログラム 

への参加 
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１．目的 

開館後 40 年以上経過した文化会館について、施設を安全で良好な状態で管理するた

め、給排水管設備や空調設備などの改修工事を実施する。 

なお、現地工事は令和８年９月までとし、１年の全面休館を経て 10 月より施設の供

用を再開する。 

 

２．内容 

  ①空調設備ほか更新工事              １，３６０，５００千円 

  ②文化会館改修工事                  ６１２，０００千円 

  ③電気設備改修工事                   ８６，９００千円 

  ④舞台関係設備更新工事                 ８３，８００千円 

⑤大規模改修等工事監理業務委託             １９，６６５千円 

  

３．予算額 ２，１６２，８６５千円 （財源内訳）市債  １，９２８，８００千円 

（前年度   ２４８，４００千円）      その他特財 ２１４，４００千円 

                      （都市基盤・公共施設等整備基金繰入金） 

一般財源   １９，６６５千円 

○工事スケジュール（予定） 

 

施工

施工

施工

施工

本契約・監理業務 事務

文化会館運営 引越 貸館休止 引越 10/1再開

令和6年度 令和7年度 令和8年度

⑤大規模改修等工事監理業務（推進）

工事内容

①空調設備ほか更新工事（推進）

②文化会館改修工事（アセット）

③電気設備改修工事（一般）

④舞台関係設備更新工事（一般）

文化
会館
大規模
改修等
工事

契
約
議
案
上
程
（
11

月
議
会
）

本
契
約
・
資
材
発
注
等
準
備

文化会館大規模設備等改修事業 

文化会館等施設整備事業費・文化会館大規模設備等改修事業費 
公共施設アセットマネジメント事業費 

担当 シティプロモーション部 文化課 

文化振興グループ 葛山・笠井 

℡354－8239 
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１．目的 

  四日市市文化財保存活用地域計画に基づき、市指定文化財「旧四郷村役場」や

ユネスコ無形文化遺産・国指定重要無形民俗文化財「鳥出神社の鯨船行事」等、

市の貴重な文化財を市民共通の文化遺産として適切に保存・継承し、効果的な活

用を図る。 

 

２．内容 

（１）文化財デジタルマップの運用                ８３６千円 

   ①四郷地区及び富田・富洲原地区 

    

（２）保存活用事業      

   ①市指定文化財旧四郷村役場活用              ５５０千円 

    ・大正和装イベント、講座、企画展の開催           

                          

②【拡充】ユネスコ無形文化遺産 鳥出神社の鯨船行事継承支援活用 

２，５７４千円 

    ・継承支援事業補助金 

（ア）観覧環境整備事業 観覧席、仮設トイレの設置等 

（イ）広報事業 行事の広報 

※上限５０万円、補助対象経費１／２以内→２／３以内 

 

（ウ）保存継承事業 行事の魅力を伝える展示に係る施設整備等 

※上限１５０万円、補助対象経費２／３以内（新たに追加） 

 

・学校連携事業の実施 

    ・デジタルマップを活用した文化財巡りウォーキングの開催   

・事前学習会の開催、鯨船行事ホームページの運営等 

 

３．予算額  ３，９６０千円    （財源内訳）一般財源  ３，９６０千円 

（前年度 ５，７８０千円）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

四日市市文化財保存活用地域計画推進事業 

担当 シティプロモーション部 文化課 

文化財グループ 清水 

℡354－8238  

文化財デジタルマップ 鳥出神社の鯨船行事出前授業 
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（新）プロスポーツチーム誘致事業費 

 

 

１．目的 

 現在、本市では、相好アリーナ四日市（四日市市総合体育館）や四日市テニスセ

ンター等の高規格なスポーツ施設を活用し、プロスポーツの公式戦や全国大会等の

大規模スポーツイベント等の誘致を進めることで、市民がトップレベルの競技を観

戦する機会の創出及び交流人口の拡大に取り組んでいる。 

また、こうした取組を進めるなか、本市がホームタウン包括連携協定を締結する

ヴィアティン三重バレーボールが、国内最高峰のリーグであるＳＶリーグへの参入

を表明したことに加え、プロ野球中日ドラゴンズがファーム拠点移転先を公募する

発表を行った。 

このため、これらプロスポーツチームの本拠地の誘致に向け、地域への波及効果

を客観的かつ定量的に把握し、今後の誘致施策の検討や財政的支援の判断のための

基礎資料とする。 

 

２．内容 

プロスポーツチーム誘致にかかる検討業務委託       ２，４００千円 

  【主な委託の内容】 

   ・誘致による本市への経済波及効果の試算 

   ・施設改修、整備に必要な費用の試算 

 ・本市独自の支援メニューの構築 など 

 

各関係団体との協議に伴う旅費・事務用品等          ２００千円 

 

３．予算額  ２，６００千円     （財源内訳）一般財源   ２，６００千円 

 

担当 シティプロモーション部 スポーツ課 

内糸 

    ℡ ３５４－８４２９ 
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四日市ドーム整備事業費 

 

１．目的 

 四日市ドームにおいて、利用者の安全性確保及び利便性の向上に向けた改修工事

を実施するため、業者選定に向けたプロポーザル支援業務を実施する。 

 

２．内容 

  改修工事の実施にあたっては、施設の特殊な構造上、現場で足場を組みながら

大屋根上部等を調査し、施設の劣化状況に応じて適切な改修を実施していく必要

がある。このため、設計施工一括発注方式（デザインビルド方式）で工事を行う

ことから、その業者選定に向けたプロポーザル支援業務を実施する。 

 

（１）主な委託の内容 

  ・審査委員会の運営支援、報告書作成支援 

  ・基本計画意図との照査、技術的な考察 など 

 

（２）スケジュール見込み 

 

 

 

 

 

※１ 令和９～11 年度の施工期間中は施設の全面休館を予定しているため、ホームページへの 

掲載や施設掲示など利用者への周知を図る。 

 

３．予算額  １６，９００千円   （財源内訳） 一般財源  １６，９００千円 

（前年度       ０千円） 

 

４．債務負担行為   

・四日市ドーム大規模改修等事業費 

限度額 ６，４４１，０００千円  （総事業費  ６，４４１，０００千円） 

期 間 令和８年度から令和11年度まで 

 

担当 シティプロモーション部 スポーツ課 

大澤 

    ℡ ３５４－８４２８ 

令和10年度 令和11年度

設計・施工業者選定に向けた
プロポーザルの実施

設計施工一括発注方式による
改修工事の実施（準備期間を含む）

実施内容 令和８年度 令和９年度

（設計・施工期間）※１（準備期間）
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商 工 農 水 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

 国の月例経済報告（令和７年 12 月）によると、「景気は、米国の通商政策によ

る影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している」と報告さ

れている一方で、政府が「足元の景気は緩やかな回復局面にあるものの、潜在成

長力は伸び悩んでいる」として総合経済対策を実施するなど、物価高騰、人手不

足等が地域産業に与える影響を十分に注視していく必要がある。本市としては、

プレミアム付デジタル商品券事業をはじめとした施策を着実に実施することで、

幅広い消費を促し地域産業の活性化を図る。 

また、日本有数の産業都市として、積極的な設備投資や新たな企業立地、中小

製造業者等による新技術・新製品開発等への取組に対して支援を行うことで、競

争力のある事業者を後押しし、本市産業の活性化を目指して様々な施策を展開し

ていく。併せて、持続可能な農業を実現するため、農地の集積・集約化による経

営規模の拡大や、省力化・効率化・高品質生産に資するＩＣＴを活用した農業機

械の導入、農業の６次産業化・農産物の高付加価値化への取組などを推進する。

さらに、足元の支援として、物価高騰により厳しい経営環境にある中小事業者等

に対して、事業継続や経営安定化を図るため、引き続き融資制度等を実施してい

く。 

雇用対策については、令和８年７月から企業等の障害者雇用にかかる法定雇用

率が 2.7％に引き上げられることから、市内の事業所に対して、引き続き障害者

雇用に関する様々な支援を行い、障害者雇用の促進と職場への定着を図る。また、

仕事と子育てが両立できる職場環境を実現するため、だれもが働きやすい職場づ

くりを推進する中小企業を支援するとともに、人手不足に対応するため、中小企

業の人材確保を引き続き支援していく。 

令和７年度に議員提案により「中小企業・小規模企業振興基本条例」が制定さ

れ、条例の理念を具現化すべく、規程に基づく審議会を開催し、戦略プランの策

定に取り組むとともに、中小企業の持続的な発展を促すため、新製品・新技術の

開発、新分野への参入、ＩｏＴ等の活用、海外を含めた販路拡大並びに人材育成、

人材確保等への支援を行う。また、地場産業の活性化に向けて、国内外の見本市

への出展等を支援する。 

「四日市市地場産業振興センター」については、産業の新たな拠点施設として

の整備に向けて改修工事及び１階展示設計業務を行うほか、リニューアルオープ

ンに向けた機運醸成として、プレ事業を引き続き実施する。 

商業振興については、にぎわいを創出するため、定期市や商店街等の維持・再

生に向けた取組等の支援とともに、バスタ等各種プロジェクトの完成後を見据え

ながら、中心市街地商店街の魅力向上への取組を行う。併せて、令和７年９月

12 日からの大雨に伴う災害により、中心市街地の商店街の多くの店舗が浸水被

害を受けたため、支援内容を拡充し、商店街のにぎわい創出や事業継続力の強化

を図る。 

また、創業を目指す方への支援に加え、創業して間もない創業者に対する販路

開拓等の支援を行うほか、女性の創業者育成についても継続して取り組んでいく。 

116



工業振興については、四日市コンビナートが、本市の産業基盤として永続的に

維持・発展していくために、「四日市コンビナートカーボンニュートラル化推進

委員会」を設置しており、引き続き具体的な事業創出を目指し支援を継続する。

また、企業の設備投資及びマザー工場化の促進、ＡＩ、ＩｏＴ等を導入するスマ

ート化等への支援により、本市への投資促進を図る。さらに、新たな産業用地の

創出に向け、方針の策定などに取り組む。 

農水畜産施策については、「地域計画」に基づき、農地の集積・集約化や荒廃

農地の復元、区画拡大を支援するとともに、集落営農組織、新規就農者、農業参

入企業といった次世代を担う経営体の育成を推進し、持続的な地域農業の維持・

発展を図る。 

また、農業経営の基盤強化を促すための取組として、ＧＡＰ（農業生産工程管

理）等の認証取得や、省力化等に資するＩＣＴを活用した農業機械の導入支援に

加えて、昨今の酷暑の影響を大きく受ける露地野菜農家に対しては、新たに高温

対策に資する機械装置等の導入支援を行う。加えて、６次産業化に取り組む農業

者に対し、ハード面の支援に留まらず、加工品の試作や商品化に向けたセミナー

の開催などソフト面の支援にも努める。 

加えて、令和８年度に三重県で開催される関西茶業振興大会を本市の特産品で

あるかぶせ茶を広くＰＲする絶好の機会と捉え、メディアを活用したＰＲや記念

イベントの開催に加え、認知度向上や購買意欲の喚起を目的とした現地での体

験・販売コンテンツ設置などを展開する「かぶせ茶ＰＲプロジェクト」を実施し、

ＰＲ活動の強化を図る。 

サル、イノシシ、シカなどの有害鳥獣による農作物被害に関しては、防護柵の

設置経費支援に加え、自治会等による自主的な被害防止活動への支援を行うとと

もに、猟友会と連携した捕獲事業によって、効率的かつ効果的に対策を推進する。 

 井堰、水路等の農業水利施設については、計画的な更新・補修を行うことで機

能保全、長寿命化を図る。 

 漁港関連施設の整備については、長寿命化計画に基づき、磯津漁港海岸堤防の

改修工事を実施して、背後地の人命・財産を防護する。 

 

１．雇用対策について 

企業が抱える人手不足や生産性の向上などの課題に対し、解決のための支援を

行う。だれもが働きやすい職場づくりを行うため、職場環境の整備を行う中小企

業に対して、ハード・ソフトの両面で支援を行うとともに、企業における働き方

改革を推進するため、専門家の講師派遣を行う。また、中小企業における人手不

足に対応するため、就職フェアにおける出展ブースの提供や単独出展企業に対す

る補助を行い、人材の確保を図る。 

企業等の障害者雇用については、令和８年７月から、法定雇用率が 2.7％に引

き上げられることから、新たな雇用を促進し、職場への定着を図るため、企業等

が新たに障害者を雇用する際に支援を行うとともに、関係機関と連携して、企業

へ各種支援制度のさらなる周知を行う。また、障害者を雇用しようとする企業を

対象に、障害者雇用に関する現場見学も含めたセミナーを開催する。 

一方、就労困難者の早期就労については、ハローワーク、教育機関、健康福祉

部などと連携し支援するとともに、引き続き企業訪問による効果的な啓発活動を
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進める。また、働くことに悩みを抱えている若者や、就職氷河期世代の就労支援

にも対応するため、地域若者サポートステーションへの支援や、資格取得を目指

す求職者に対する助成を継続して行う。 

 

【主な事業】 中小企業人材確保支援事業費        １４，９００千円 

働きやすい職場づくり支援事業費       ４，３００千円 

障害者雇用奨励補助金            ４，８００千円 

障害者雇用促進事業費            ３，０１９千円 

障害者雇用職場定着支援事業費        ２，６５５千円 

就労コーディネーター事業費         ５，７１１千円 

就労対策事業費（若年者就労支援他）     ２，９００千円 

ワークスタイル・イノベーション推進事業費  ５，１５０千円 

 

２．中小企業支援について 

中小企業の持続的な発展のために、新製品・新技術開発、成長分野等新分野へ

の参入、ＩｏＴ等の活用、海外を含めた販路拡大並びに人材育成、人材確保等支

援を行う。 

さらに、令和８年度にベトナム社会主義共和国計画投資省外国投資庁及びハイ

フォン市と経済交流に関する覚書を締結してから 10 周年を迎えることを契機に、

ベトナム現地で四日市市の認知度を高めるイベントや商談会を実施することで、

市内企業の海外展開、販路拡大を図る。 

地場産業の活性化に向けては、国内外の見本市への出展支援を行うとともに、

本市の主要地場産品である四日市萬古焼については、小学生を対象に体験講座を

実施し、また、技術者を対象に伝統的技術を継承するための後継者育成講座を支

援する。そのほか、「四日市市地場産業振興センター」については、「産業の新た

な拠点施設」としてのリニューアルに向けて、『地域と産業の伸び代を最大化す

るビジネス・コミュニティ・ハブ』というコンセプトに基づき、産業支援機関等

と連携したスタートアップ支援やリカレント教育・リスキリング、産業情報発信

等の機能を備えた施設への改修工事及び１階展示設計業務を行うほか、リニュー

アルオープンに向けた機運醸成として、プレ事業を引き続き実施する。 

また、中小企業の資金繰りを支援し、経営の安定化を図るため、融資制度を引

き続き実施するほか、創業支援として、国の認定を受けた創業支援等事業計画に

基づいて、新たに創業を目指す創業者への支援や女性を対象とした創業支援講座

を引き続き実施し、さらに創業して間もない創業者に対する支援など創業による

雇用創出や地域経済の活性化を図る。 

 

【主な事業】 中小企業新規産業創出事業費        １０，１４４千円 

ものづくりエキスパート育成事業費     １０，０００千円 

中小企業ＩｏＴ等活用促進事業費       ４，５００千円 

中小企業海外販路開拓支援事業費      １８，７０２千円 

中小企業海外人材確保支援事業費         ７００千円 

企業ＯＢ人材センター事業費         ５，５２５千円 

地場産業普及啓発事業費           ４，３４６千円 
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四日市市地場産業振興センター運営費   ５１６，１４２千円 

中小企業人材確保支援事業費（再掲）    １４，９００千円 

働きやすい職場づくり支援事業費（再掲）   ４，３００千円 

中小企業向け制度融資預託金     １，７７８，６２５千円 

中小企業向け制度融資保証料補給金     ８８，８００千円 

中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金  ４，６００千円 

創業支援事業費補助金            １，７００千円 

創業者販路拡大事業費補助金         ２，２５０千円 

女性起業家育成支援事業費          ３，２２０千円 

 

３．商業振興について 

商店街振興については、引き続き、新たな顧客獲得に資するイベントへの支援

や空き店舗等への出店支援のほか、商店街の電灯料の補助などを行っていく。併

せて、令和７年９月 12 日からの大雨に伴う災害により、中心市街地の商店街の

多くの店舗が浸水被害を受けたため、支援内容を拡充し、商店街のにぎわい創出

や事業継続力の強化を図る。加えて、高校生の若い視点を生かした取組を商店

街・定期市などで展開し、買い物拠点の維持・再生を図る。 

また、中心市街地の活性化を図るため、市民等が主体的に取り組んで活動を行

うための拠点施設であるすわ公園交流館の管理・運営や中心市街地における冬の

イルミネーション事業への継続的な支援を行っていくとともに、バスタ等中心市

街地再整備の各種プロジェクトの完成後を見据え、商店街や四日市エリアプラッ

トフォームと連携し、中心市街地商店街の魅力向上への取組を行う。 

 

【主な事業】 中心市街地イルミネーション事業費     ５，４００千円 

高校生魅力創出事業費             ８８０千円 

すわ公園交流館管理運営費        ２０，１４６千円 

定期市活性化促進事業費          ３，８９０千円 

商店街街路灯電灯料補助金         ５，０００千円 

買い物拠点再生事業費          ２３，８００千円 

商業動向調査費              ３，２００千円 

 

４．工業振興について 

四日市コンビナートが、カーボンニュートラル社会においても本市の産業基盤

として永続的に維持・発展していくために、コンビナート企業や国・県・学識経

験者等で検討した結果を踏まえて、令和５年度に「四日市コンビナートカーボン

ニュートラル化推進委員会」を設置し、企業間の連携によるプロジェクト創出や

企業と行政が連携した実証実験などの新たな取組の創出に向け支援しており、引

き続き具体的な事業創出を目指し支援する。 

また、平成 30 年度から実施している産学官のプラットフォームである四日市

コンビナート先進化検討会において、円滑な操業に向けた規制の合理化に関する

取組や、安全性の向上や生産の効率化のためのＩｏＴ等の新技術導入に向けた取

組も引き続き進めていく。 

さらに、企業立地奨励金交付事業や民間研究所立地奨励金交付事業により、新
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規企業の誘致や既存企業の設備投資及びマザー工場化の促進、ＡＩ、ＩｏＴ等を

導入するスマート化並びに研究開発機能の集積による新規事業分野への展開等

を図るとともに、産業の高度化を担う人材育成支援により本市への投資促進を行

っていく。 

 また、新たな産業用地の創出に向け、方針の策定等を行う。 

 

【主な事業】 企業立地奨励金交付事業費        ３６５，０００千円 

民間研究所立地奨励金交付事業費     ２１６，８００千円 

ものづくりエキスパート育成事業費（再掲） １０，０００千円 

四日市コンビナート等先進化推進事業費      ７４５千円 

四日市コンビナートカーボンニュートラル推進事業費 

１００，３４４千円 

       産業高度化推進調査費            １，４２５千円 

       産業用地創出事業費             １，０００千円 

 

５．地産地消・優良農地の保全と担い手の育成について 

ふるさとの食推進事業では、本市の優れた農作物を広く市民に周知し、地産地

消を推進するために、学校給食における地元食材の利用割合拡大に向けた取組を

進めるほか、生産者と児童との交流機会を通じた食育の推進も図る。また、令和

８年度に三重県で開催される関西茶業振興大会を本市の特産品であるかぶせ茶

を広くＰＲする絶好の機会と捉え、メディアを活用したＰＲや記念イベントの開

催に加え、認知度向上や購買意欲の喚起を目的とした現地での体験・販売コンテ

ンツ設置などを展開する「かぶせ茶ＰＲプロジェクト」を実施し、多角的に茶業

の振興に取り組む。 

優良農地保全事業では、人と農地の問題を解決し、持続可能な農業を実現する

ための「地域計画」に基づき、荒廃農地の復元や農地の大区画化等の支援を通じ

て農地の集積・集約化を更に推進する。また、集落営農組織の活動を支援するた

め、農業施設の整備などに対する市独自の補助制度により、地域農業の維持・発

展を図っていく。 

次世代農家育成事業では、新規就農者に対する初期投資補助や国の補助制度を

通じて、経営の早期安定化を図るとともに、農業に参入する企業の初期投資に補

助を行い、次世代を担う農業者の育成・定着を図る。 

一方、農作物の生産振興に関しては、茶の収量増加等に資する改植や、茶以外

の高収益作物への転換を支援し、高収益構造の産地形成を目指す。また、農業セ

ンター及び農業者のビニールハウスに設置した環境モニタリング装置から得ら

れる温度や湿度、ＣＯ２濃度等のデータを活用して、トマト栽培のノウハウを可

視化し、研修会等を通じて農業者にスマート農業の普及を図る。 

担い手農家の経営強化支援として、生産性向上や販売力強化の実現に向けた、

ＧＡＰ（農業生産工程管理）等の認証取得や、ＩＣＴを活用した農業機械の導入

を支援するほか、新たに昨今の酷暑の影響を大きく受ける露地野菜農家に対して、

高温対策に資する機械装置等の導入を補助する。加えて、農産物の加工・直売な

ど６次産業化に取り組む意欲ある農業者にはハード面の支援だけでなく、農業セ

ンター内の農産物加工室を活用した相談会等を開催し、加工品の試作や商品化に
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向けた支援を行う。 

 

【主な事業】 ふるさとの食推進事業費          １７，０３７千円 

優良農地保全事業             １１，９５０千円 

次世代農家育成事業            ４０，８９４千円 

農のビジネス化促進事業費         ６９，７７１千円 

スマート農業導入支援事業費                 １，７９５千円 

 

６．鳥獣被害防止対策について 

サル、イノシシ、シカなどの有害鳥獣による農作物被害の軽減に向けて、防護

柵などの設置経費や自治会等による自主的な被害防止活動への支援、並びに猟友

会との連携による捕獲事業を一体的に展開する。 

 

【主な事業】 鳥獣被害防止対策事業費          ３０，４４０千円 

 

 

７．北勢地方卸売市場について 

開設から 45 年以上が経過し施設の老朽化対策が必要となっていることから、

市場機能を維持するために緊急の対応を要する施設修繕を、関係３市（桑名市、四

日市市、鈴鹿市）で支援する。併せて、市場の再整備に向けて引き続き関係３市及

び市場関係者等と協議を重ねるとともに、市場関係者による再整備の手法検討を求

めていく。 

 

【主な事業】 北勢地方卸売市場関係事業費      １１，１６７千円 

 

８．農業生産基盤の整備について 

農業水利施設の老朽化対策として、施設の計画的な更新・修繕による機能保全

と長寿命化を推進するとともに、地域農業者が主体的に行う水路等の地域資源の

保全活動を支援する。また、排水機場の適切な維持管理により、水害の未然防止

と農作物の安定生産を図る。 

 

【主な事業】 土地改良事業費             ２８９，２００千円 

       多面的機能支払交付金事業費        ４６，４５４千円 

排水機場維持管理事業費          ４３，４６５千円 

 

９．森林の整備について 

土砂災害防止や地球環境保全などの森林の有する多面的機能の発揮に向けて、

森林環境譲与税を活用して森林整備に必要な準備作業を行う。 

 

【主な事業】 森林経営管理制度事業費      ２０，６００千円 

 

１０．漁業生産基盤の整備について 

平成 30 年度に策定した長寿命化計画に基づき、老朽化した磯津漁港海岸堤防
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の改修工事を実施して、背後地の人命・財産を防護する。 

 

【主な事業】 海岸保全施設整備事業費      ４４，０００千円 

        

１１．食肉センター食肉市場について 

市民への安全で高品質な食肉の継続的かつ安定的な供給に向けて、施設・設備

の計画的な更新と適切な維持管理を行う。 

また、学識経験者、食肉関係者及び行政で構成する「四日市市食肉センター・

食肉地方卸売市場将来構想検討委員会」において、衛生対策の強化や多様化する

市場ニーズへの対応を図るべく、建替えに向けた検討に加え、株式会社三重県四

日市畜産公社（以下、畜産公社）の持続可能な経営に向けた協議を進める。 

さらに、市場流通の安定化を図るため、畜産公社が実施する集荷・販売対策事

業を支援するとともに、経営の円滑化に必要な資金を貸し付ける。 

 

【主な事業】 食肉センター食肉市場施設維持管理事業費 ２２２，９６１千円 

食肉センター食肉市場施設整備事業費   ２６１，１９２千円 

（うちアセットマネジメント  ２，１６０千円） 

（うち推進計画 １５，６７５千円） 

市場機能強化対策事業費          ７９，３０２千円 

畜産公社経営円滑化対策事業費         １００，０００千円 

 

１２．競輪事業について 

全国の車券売上総額は昨年度末において 11 年連続で前年度を上回っており、

インターネット投票の売上が好調である。 

 このような中、四日市競輪場では引き続きナイター競輪に主軸を置いた事業展

開を進め、インターネットユーザー向けの広報施策に注力するとともに、外国人

選手が参加する競輪ワールドシリーズや場内イベントの開催により、売上の確保

や来場促進に努める。 

 施設整備については、令和 10 年度の供用開始に向けて引き続き外向投票所等

の工事を実施するとともに、競走路全面改修工事を実施することで、競輪場とし

ての機能維持及び魅力増進を図る。 

 

【主な内容】 車券売上金            ３４，２００，０００千円 

＜64 日間開催＞  

競輪場施設整備事業費                  ８６３，００２千円 

一般会計繰出金              １，１００，０００千円 
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１．目的 

労働者一人ひとりが多様で柔軟な働き方を選択できるよう「働き方改革」

が求められている中、企業における従業員のワークライフバランスを進め、

風通しがよく働きやすい環境づくりを促進する。 

 

２．内容 

（１）【拡充】講師派遣（派遣上限：２０社 ※５社拡充）  ５，１００千円 

企業が抱える人手不足や生産性の向上などの課題に対し労働者がそれぞれ

の特性に応じその能力を十分に発揮できる職場環境へと変容できるような研

修の実施を委託する（プロポーザル方式により選定）。 

 【企業が抱える課題と「働き方改革」】 

 

 現在、企業は「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両

立など、働く人のニーズの多様化」などの状況に直面している。こうした中、

投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能

力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっている。 

  

 【周知から研修実施までのプロセス】 

  

チラシ作成 

Web 広告など 

ランディングペー

ジによる「教育」 

社内での働き方改

革の必要性を認識 

申込・ヒアリング 

研修実施と振返り 

・紙媒体だけでな
く、Web や SNS 等で
も発信し、まず事業
について知ってもら
う 

・「なぜ働き方改革
が必要なのか」に気
付き、関心を促すた
めの Web ページ+動
画への誘導 

・Webページや動画を
見て、自社の課題を
認識し対応方法を検
討し、必要と判断す
れば研修の申込へ 

・企業の課題をヒア
リングにより明確化
し、解決に近づけるた
めの研修を実施。研修
後は振り返りを実施。 

※ランディングページの構築については別途委託 

委託業務範囲  

・チラシ作成、Web 広告等での周知 

・受付、日程調整 

・企業ヒアリング、研修実施 

・商業労政課担当者と個別テーマ設定に関する打ち合わせ 

人材不足 育児・介護
高齢人材の

活用
女性活躍 若手の定着

障害者雇用 ダイバーシティ
不妊治療への

配慮
多様化する課題

認知 興味関心 検討 取組

ワークスタイル・イノベーション推進事業費 
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 【企業の課題抽出から解決を支援するための研修実施までのプロセス】 

 

 

研修を行う前に企業の現状を聞き取り、課題を抽出。課題を解決に近づけるテー

マや効果的な手法などを提案して実施。 

 

 研修テーマ例  

・働き方改革全般（ワーク・ライフ・バランスなど） 

・職場改善、コミュニケーション研修 

・ハラスメント防止 

・生産性向上、目標管理 

・チームビルディング（リーダー教育）等 

 

研修手法案 

・ブレーンストーミング（ウォール・ライティング、ロジックツリー等） 

・自己分析、組織分析 

・ディスカッション 

・ロールプレイング、シミュレーション 

・法令解説、先進事例紹介等 

 

（２）セミナー開催（１回）                 ５０千円 

働き方改革に対する理解を図るため、企業の関心の高いテーマを設定し、

集合型のセミナーを開催する。 

 

【過去の開催例】 

・人材確保の”困った”を解決！働き方改革セミナー 

～働きたくなる職場づくり～（令和７年度 会場：じばさん） 

・会社と従業員を守る「カスハラ」対策セミナー 

（令和６年度 会場：総合会館） 

・「働きやすい職場づくり」と「就業規則見直し」のポイント 

              （令和５年度 会場：市役所会議室） 

 

３．予算額  ５，１５０千円  (財源内訳) 一般財源 ５，１５０千円 

（前年度  １，５５０千円） 

ヒアリング 課題の抽出 課題に応じた研修

担当 商工農水部 商業労政課 

橋川、後藤 

℡ ３５４－８４１７ 
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１．目的 

 四日市市地場産業振興センター（じばさん）について、現在進行している近鉄四日市駅

周辺（四日市中央線）整備事業やバスタプロジェクトなどの施設整備との連携を視野に入

れながら、令和４年度に行った検討委員会の議論を踏まえ、『地域と産業の伸び代を最大化

するビジネス・コミュニティ・ハブ』というコンセプトに基づき、スタートアップ※1 支援

やリカレント教育※2・リスキリング、産業情報発信等の機能を備えた「産業の新たな拠点

施設」として整備する。 

※１ スタートアップ： 新たな技術やビジネスモデルを用いて、起業から短期間で急成長を目指す企業 

※２ リカレント教育： 社会に出た後に、それぞれの人の必要なタイミングで再び教育を受けること 
 
２．内容 

（１）産業の新たな拠点施設整備事業費              ５０，０００千円 

  産業の新たな拠点施設としての機能を発揮するために必要なレイアウトや内装の変更

に伴う改修工事を実施する。 

［イメージ図］  

    
 
（２）産業の新たな拠点施設１階展示設計業務委託          ８，８００千円 

施設の玄関口である１階に、幅広い世代に本市の産業を知ってもらう展示を設置する。 

（３）リニューアルオープンに向けた機運醸成プレ事業        ３，６４３千円 

  施設整備に先行して、市民や事業者に対してスタートアップ支援やリカレント教育等

の事業を関係機関と連携しながら実施し、施設の浸透や事業のブラッシュアップを図る。 
 
【今後のスケジュール(案)】 

令和８年度：改修工事、機運醸成プレ事業、運営事業者選定準備 

令和９年度：改修工事、機運醸成プレ事業、運営事業者選定、供用開始 

  工事に伴う休館予定期間：令和８年９月から令和９年 12 月まで 

※産業の新たな拠点施設としての機能を付与する改修工事と併せて、アセットマネジメント関連

やトイレといった施設の維持及びバリアフリー化に必要な工事を実施する 

３．予算額  ６２，４４３千円 （財源内訳）国庫支出金（１／２）３１，２２１千円 

  （前年度  ８，７３９千円）      市債         ２２，５００千円 

                      その他特財       ２，５００千円 

（都市基盤・公共施設等整備基金繰入金） 

                      一般財源        ６，２２２千円 

 担当 商工農水部 商業労政課 

塚原 

℡ ３５４－８１７５ 

新産業拠点創設事業 
（四日市市地場産業振興センター運営費） 
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１．目的 

商店街のにぎわいの創出を図るために実施するイベント事業を行う団体等を支援

することにより、商店街の活性化を促進する。 

 

２．内容 

（１）補助対象者 

①四日市市内の商店街の振興等を目的として組織された市内にある商店街振興組 

合、発展会、商店会、その他これらに類する団体及びその団体が中心となって組 

織された団体 

②四日市市内の商店街の振興等を目的として組織された市内にある商店街振興組 

合、発展会又は商店会のいずれかに加盟している市内の商店３店以上からなるグ 

ループ 

③四日市商工会議所 

④四日市エリアプラットフォーム 

 

（２）【拡充】補助対象事業・補助額 

  令和７年９月 12 日からの大雨に伴う災害により、中心市街地の商店街の多くの

店舗が浸水被害を受けたため、令和７年 12 月 24 日から１年間に開催されるイベン

トを対象に、補助率及び補助金上限額を拡充し、商店街の活性化を図る。 

 
【拡充】 

R7.12.24～R8.12.23 

【通常】 

R8.12.24～ 

補助対象事業 
開催経費 開催経費 

補助率 上限額 補助率 上限額 

①通常のイベント事業 2/3 70 万円 1/2 50 万円 

②エキサイト四日市・バザール 2/3 240 万円 1/2 180 万円 

③四日市商工会議所が事務局

等となり商店街で行うイベ

ント事業 

2/3 160 万円 1/2 120 万円 

④中心市街地において実施す

る広域から集客を見込める

大規模イベント事業で、補助

対象経費が240万円以上のも

の 

2/3 160 万円 1/2 120 万円 

⑤四日市エリアプラットフォ

ームが行うイベント事業 
2/3 160 万円 1/2 120 万円 

⑥高校生等の若者が中心とな

って行うイベント事業 
10/10 50 万円 10/10 30 万円 

 

３．予算額  １０，３００千円  （財源内訳）一般財源  １０，３００千円 

  （前年度  ７，７００千円）       

 

商店街活性化イベント事業補助金 
（買い物拠点再生事業費） 

担当 商工農水部 商業労政課 

塚原 

℡ ３５４－８１７５ 
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１．目的 

商店街で、その特性を生かした創意工夫のもと実施する新たな顧客獲得に資する取

組や、高校生等の若者が中心になって行う文化・社会活動等の発表を行うものを支援

することにより、商店街の新たな魅力の創出や活性化を図る。 

 

２．内容 

（１）補助対象者 

①商店街の振興等を目的として組織された、市内にある商店街振興組合、発展会又 

は商店会のいずれかに加盟している市内の商店３店以上からなるグループ 

②商店街の振興等を目的として組織された、市内にある商店街振興組合、発展会、 

商店会、その他それに類する団体 

③四日市エリアプラットフォーム 

 

（２）【拡充】補助対象事業・補助額 

  令和７年９月 12 日からの大雨に伴う災害により、中心市街地の商店街の多くの

店舗が浸水被害を受けたため、令和７年 12 月 24 日から補助対象事業に上記（１）

②の団体が実施する「防災・減災に関する事業（計画策定・研修・訓練等）」を新設

し、商店街の事業継続力の強化を図る。 

補助対象事業 
開催経費 

補助率 上限額 

①ニーズ調査事業 

4/5 20 万円 

②コンセプト作成事業 

③マップ作成事業 

④フリーペーパー作成事業 

⑤デジタル技術を活用した情報発信事業 

⑥高校生等の若者が中心になって行う演奏会、

展示会等の事業 
10/10 30 万円 

⑦【R7.12.24～新設】防災・減災に関する事業

（計画策定・研修・訓練等） 
10/10 50 万円 

  

 

３．予算額   ４，４００千円   （財源内訳）一般財源  ４，４００千円 

  （前年度    ９００千円）       

 

商店街魅力アップ事業補助金 
（買い物拠点再生事業費） 

担当 商工農水部 商業労政課 

塚原 

℡ ３５４－８１７５ 
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１．目的 

全国的に産業用地が不足する中、市内外の新たな産業用地需要に応えるため、

本市における産業用地創出に関する方針を明文化するとともに、用地整備等への

支援制度の創設等に取り組み、説明会(セミナー)等を実施する。 

 

 

２．内容 

 （１）開発事業者等へのヒアリング調査          ４００千円 

  ①産業用地開発事業者等へのヒアリング 

    産業用地創出方針に基づき、用地開発につながる支援制度等を検討するに

あたり、開発事業者や他都市の事例を調査する。 

 

   ②立地検討可能性事業者へのヒアリング         

    産業用地の創出後に立地する事業者に対し、本市への立地可能性や時期、

希望用地などに関する情報収集等を実施する。 

 

（２）産業用地創出等周知活動              ６００千円 

   産業用地の創出に向け、本市の産業用地創出に関する方針を明文化するとと

もに、支援制度の検討を行い、開発事業者等に対し、産業用地開発および企業

立地への取組を広く周知する。 

 

 

３．予算額 １，０００千円   （財源内訳）一般財源 １，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新）産業用地創出事業費 

担当 商工農水部工業振興課 

   釜瀬、花尻 

   ℡ ３５４－８１７８ 
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１．目的 

令和８年度に覚書締結 10 周年を迎えることを契機に、周年事業として四日市

商工会議所などの関係機関と連携しながら四日市市の認知度を高める販促イベ

ントを開催する。 

また、市内事業者のニーズとベトナム企業のニーズのマッチングを目的とした

商談会を開催し、市内企業の海外展開、販路開拓を図る。 

併せて、将来的な協力関係の基盤構築を目的とした両市の若い世代の交流促進

を図る事業を実施する。 

 

 

２．内容 

（１）イオンモールハイフォンレチャンでの販促イベント（Ｂ to Ｃ） 

【ハイフォン市内】 

イオンモールハイフォンレチャンにおいて、四日市市内企業の商品の販促イベ

ントを開催し、文化と結び付けたマーケティング（例：お茶の淹れ方体験、和菓

子作り実演など）を実施する。市内企業にはテストマーケティングの場として利

用してもらい、現地消費者の反応を直接収集し、商品改良や市場適応に活用し、

販路開拓及び四日市市産品の認知度向上を図る。 

 

（２）ビジネスマッチング会 （Ｂ to Ｂ）【ハイフォン市内】 

ハイフォン市で現地バイヤーや商社との商談会を開催。参加企業が自社製品や

サービスを直接プレゼンできる場を提供し、信頼できる現地パートナーの発掘や

具体的な商談・契約の機会創出を図る。 

 

（３）産業人材の卵育成交流プロジェクト【四日市市内】 

ハイフォン市の高校生を四日市市に招聘し、四日市市内の高校生と交流を行う

プログラム。両市の次世代を担う高校生が、産業と環境の調和をテーマに互いの

産業や文化について学ぶ機会を提供することで、将来のキャリアや持続可能な社

会の実現に向けた意識を育むとともに、両市の若い世代の交流を促進し、将来的

な協力関係の基盤構築を図る。 

 

 

３．予算額 １４，７０２千円 （財源内訳）一般財源 １４，７０２千円 

（前年度 ２，３００千円） 

 

 

 

ベトナム経済交流事業 
（中小企業海外販路開拓支援事業費） 

担当 商工農水部工業振興課 

   篠後、松尾 

  ℡ ３５４－８１９４ 

129



 

 

 

 

 

１．目的 

令和８年度に三重県で開催される関西茶業振興大会を、日本有数の生産量を誇る

本市の特産品であるかぶせ茶を広くＰＲする絶好の機会と捉え、メディアを活用し

たＰＲや記念イベントの開催に加え、認知度向上や購買意欲の喚起を目的とした現

地での体験・販売コンテンツ設置などを展開する「かぶせ茶ＰＲプロジェクト」を

実施する。 

 

 

２．内容 

（１）【拡充】かぶせ茶ＰＲソングを用いたＰＲ活動 １１，６３０千円 

令和７年度に作成したかぶせ茶ＰＲソング「かぶせ茶パラダイス」を活用した

かぶせ茶のＰＲ活動について、公募型のプロポーザルにより、民間事業者の提

案を募り実施する。併せて、令和８年度に三重県が開催地となる関西茶業振興

大会のＰＲも行い、多様な視点からかぶせ茶の振興に取り組む。 

 

（２）イベントでのかぶせ茶のＰＲ １，６８２千円 

市外で行われる本市のシティプロモーションイベント等において、かぶせ茶の

試飲提供を実施し、かぶせ茶の知名度向上を図るとともに、本市がかぶせ茶の

国内有数の産地であることについてもＰＲを行う。 

 

（３）かぶせ茶を使った料理＆お茶の入れ方教室 １２７千円 

かぶせ茶を使った料理教室を開催し、飲用以外での活用方法を市民に提案する

ことで、かぶせ茶の需要を喚起する。また、市内の子どもに急須でお茶を入れ

て飲む体験の機会を提供するために、四日市茶業連合会との連携のもと、市内

小・中学校及び保育園・幼稚園において「かぶせ茶の教室」を開催する。 

 

 

３．予算額 １３，４３９千円 （財源内訳）国庫支出金(1/2) ５，８１５千円 

（前年度  ２，６６０千円） その他特財 ５，８３５千円 

まちづくり事業基金繰入金 

各種講座受講料 

 一般財源 １，７８９千円 

 

担当 商工農水部 農水振興課 

渡瀬 

℡ ３５４－８１８０ 

かぶせ茶ＰＲ推進事業費 
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１．目的 

認定農業者等が行う農産物のブランド化・６次産業化の高付加価値化への取組を

支援することで農業経営の安定・強化を図る。また、高齢化により地域農業の担い

手不足が加速する中で、農作業の効率化・省力化に資するＩＣＴを活用した農業機

械の導入を支援することによって、収益力強化を図る経営体の育成を行う。 

令和８年度からは、昨今の酷暑の影響を大きく受けている露地野菜農家が行う、

高温対策につながる機械装置の導入等に対する支援を新たに行い、持続可能な農業

を推進する。 

 

 

２．内容 

（１）ソフト事業               １，０００千円 

自家農産物の付加価値を高める取組を支援する。 

補助率：１／２、上限額：２００千円 

 

（２）ハード事業                ２，０００千円 

直売・加工等に係る小規模な施設・機械の整備を支援する。 

補助率：１／２、上限額：２５０千円 

（空き家等活用計画に関連するものは上限金額５００千円） 

 

（３）ＩＣＴ事業              ４０，０００千円 

農作業の効率化・省力化などに資する機械等の導入を支援する。 

補助率：１／２、上限額：２，０００千円 

 

（４）【拡充】露地農家支援事業        ５，０００千円 

   新たに露地野菜農家が行う、高温対策に資する機械装置の導入等を支援する。 

    補助率：１／２、上限額：１，０００千円 

 

 

３．予算額 ４８，０００千円  （財源内訳）一般財源  ４８，０００千円 

（前年度 ４３，０００千円） 

アグリビジネス推進事業費 

担当 商工農水部 農水振興課 

渡瀬 

℡ ３５４－８１８０ 
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１．目的 

 民間事業者の持つノウハウを積極的に活用し、より効率的な事業運営とファンサ

ービスの向上を図るため、平成 19 年度から競輪開催業務の総合委託を行っている

が、現行の委託契約が令和８年度末をもって満了することから更新を行う。 
 

 

２．内容 

  プロポーザル方式により令和８年度に委託契約の相手先を決定し、令和９年度か

ら令和 13 年度までの５年間にわたり委託する。 

 

 

〇経営状況の確認と検証 

① 契約期間満了に際し、四日市競輪の経営状態や包括的な総合委託による運営の効

果等について、四日市競輪検証委員会での確認を経たうえで、今後の競輪業界の見

通し、競輪制度の動向などを勘案し、次回以降の契約の妥当性を判断している。 

 

② 本市における競輪事業は、少なくともこの先５年間は、安定的な収益が見込める

ことに加え、専門性を活かした効率的な事業運営やファンサービスの展開が期待で

きることから、今後の施設整備に合わせた業務の見直しを行ったうえで、あらため

て５年間の包括的な総合委託を行う。 

 

（参考）車券売上金等の実績及び今後の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

３．債務負担行為  

・競輪開催業務等総合委託費 

限度額 ３，９４４，０００千円（総事業費 ３，９４４，０００千円） 

期 間 令和８年度から令和 13 年度まで 

 

 
担当 商工農水部けいりん事業課 

    水谷 

    ℡ ３３１－３４８０ 

競輪事業特別会計 

競輪開催業務等総合委託費 

（債務負担行為） 

項目 令和6年度
令和７年度
(見込)

令和８年度
(当初予算)

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

車券売上金
※1

304.70 396.00 342.00 352.26 375.98 355.78 359.34 362.93

競輪事業収支 2.86 6.00 11.00 9.59 7.64 6.27 6.52 6.77

競輪事業財政
調整基金残高
※2

17.93 17.98 18.15 18.21 18.26 18.32 18.37 18.43

※１　令和6、7年度はGⅢナイターを2回開催

　　　令和7年度は実績見込

※２　競輪事業の撤退経費12.62億円は、競輪事業財政調整基金で確保

現行委託期間 次期委託期間

(単位：億円) 
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環  境  部 

 

新年度予算における基本的な方針 

豊かな環境を保全し、未来の世代へと継承していくため、市民、事業者、行

政が一体となって四日市市環境計画に掲げる５つの環境目標の達成に向けて

引き続き取り組みを強化する。 

「気候変動への対応」については、本市においても 2050 年カーボンニュー

トラル社会の実現に向け、再生可能エネルギーの利用促進を図るなど着実に温

室効果ガスの排出量削減を進めるための施策を推進していく。 

 「持続可能な資源循環の推進」については、食品ロスの削減を目指した事業

の展開や、ごみの発生抑制と再資源化につながる様々な場面での啓発の実施と

ともに、適正な処理体制を維持する。 

 「自然との共生、生物多様性の保全」については、引き続き本市の豊かな自

然環境及び生物多様性の保全に資する施策を実施する。  

「安全で快適な生活環境の確保」については、大気、水質、騒音･振動及び

悪臭等の監視･測定を実施し、ホームページ等により情報発信を行うとともに

引き続き事業者への適正な監視・指導に努める。 

 「より良い環境を共創する仕組みづくり」については、四日市公害の歴史と

教訓を伝え、より良い環境を次世代に引き継ぐため、常設展示や環境学習講座、

特別展を通して環境問題についての普及啓発を行う。 

 また、斎場・墓地の管理運営については、北大谷斎場の火葬炉等更新工事を

実施していくとともに、令和７年度に実施した設計に基づき、合葬墓の設置工

事を実施する。 

 

１．環境計画及び地球温暖化対策の推進について  

本市の環境施策のマスタープランである「第４期四日市市環境計画（令和３

年～12 年度）」について令和７年度に実施している中間見直しを踏まえ、着実

に施策を推進する。 

地球温暖化対策を推進するため、中小企業が行う脱炭素への取り組みに対す

る支援や公共交通事業者へのＥＶバス導入支援、啓発事業を行うとともに、温

室効果ガス排出量の推移を把握し、削減に努める。 

各家庭における温室効果ガスの排出を抑制するため、太陽光発電設備、燃料

電池設備、蓄電池などの設備や、ＺＥＨに加え、さらに省エネ性能が高いＧＸ

志向型住宅を補助対象とし、個人の住宅に設置する新エネルギー設備等の導入

を促進する。  

市公共施設においては、民間事業者と共同で設立した「地域新電力会社」を

介して、クリーンセンターのごみ発電を活用した低炭素電力を利用することで

温室効果ガスの削減を図る。 
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環境省が普及を後押ししている地球温暖化対策のための国民運動である 

“脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」”の啓発等

を図る。 

また、水素需要の拡大を図るため、市民・市内事業者等に向け燃料電池自動

車への補助を行う。 

【主な事業】 環境計画推進事業費 １，８００千円 

 スマートシティ構築促進補助金 １２１，４６０千円 

         燃料電池自動車導入促進補助金         ８，０００千円 

         中小企業脱炭素経営支援事業費補助金      ５，０００千円 

企業版ふるさと納税を活用したＥＶバス導入促進補助金   ５，０００千円 

 

２．環境人材育成及び自然環境保全について 

本市と米国ロングビーチ市並びに中国天津市の将来を担う高校生を対象に

環境学習・交流を行い、環境人材の育成を図る。 

特定外来生物の防除を実施するとともに、自然共生サイトに認定された吉

崎海岸をはじめとした本市の自然環境の保全に努める。 

【主な事業】 次世代環境人材育成事業費 ５，６７８千円 

 自然環境保全推進事業費 ７，３６７千円 

 

３．公害防止対策等の推進について 

大気、水質、騒音･振動及び悪臭等の監視･測定を行うとともに、ホームペー

ジ等により情報提供を行う。また、公害関係法令及び公害防止協定に基づき、

工場・事業所へ立入調査し、規制基準等の適合状況の確認や必要に応じた指導

を行う。 

友好都市である天津市を対象とした国際環境協力を推進する。 

【主な事業】 大気汚染対策事業費 ８１，９３５千円 

 騒音、振動対策事業費 １，３３６千円 

 水質汚濁対策事業費 ９，３１６千円 

 国際環境協力推進事業費 ４，０６６千円 

 

４．公害健康被害の補償及び公害保健福祉事業等について 

  公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、公害健康被害被認定者に対

する障害補償費、療養の給付等の補償給付を行う。また、被認定者を対象とす

るインフルエンザ予防接種費用助成事業などの公害保健福祉事業や、市民を

対象とするぜん息予防等講演会、環境保健健康診査などの公害健康被害予防

事業を実施する。   

  【主な事業】 公害健康被害補償等事業費 ４４９，５４０千円 

 公害保健福祉事業費 １，１２７千円 

  環境保健予防事業費 １，２０７千円 
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  環境保健健康診査事業費 ３，３０５千円 

 環境保健調査事業費 ５１０千円 

 

５．四日市公害と環境未来館環境学習及びエコパートナー事業について 

四日市公害の歴史と環境改善の取り組みから得た教訓を生かし、より良い

環境を次の世代に引き継ぐとともに、市民が人と環境との関わりについて理

解と認識を深め、良好な環境を目指し環境に配慮した行動がとれるよう、各

種講座やイベント、ワークショップを行う。 

また、本市と協働して環境活動を行う市民、環境活動団体や事業者をエコ

パートナーとして登録し、その裾野を広げるとともに、四日市市環境計画に

基づく市民協働での環境施策をエコパートナーに委託して実施することで、

環境学習や環境活動の充実を図る。 

【主な事業】 環境学習推進事業費 ４３，２１９千円 

 エコパートナーシップ推進事業費 ５，２８４千円 

 

６．四日市公害と環境未来館展示管理運営事業について 

常設展示室の機器類の更新など計画的な維持管理を行うほか、地球上のす

べての生物種の半数以上と言われる「昆虫」をテーマとした、子どもも大人

も楽しく学べる特別展を開催する。 

この特別展では、多数の標本やクイズ、実験ブース、パズル・お絵描きコ

ーナーなど、昆虫について楽しく学ぶ「昆虫の世界」の展示や、絵本作家・

画家の舘野鴻氏の原画等を展示する。また、「三重や四日市の昆虫」では地

元に生息する昆虫の魅力を発信していく。これらの展示を通して、近年の環

境の変化がもたらす昆虫への影響について紹介し、昆虫を通して生物多様性

や気候変動など地球環境問題について考える機会とする。 

【主な事業】 展示管理運営費 ３３，０３９千円 

 

７．ごみの適正処理について 

ごみ収集日程表を全世帯に配布するとともに、８か国語に対応したごみガ

イドブックを市民課及び地区市民センターなどにおいて転入者等に配布する。 

資源物の持ち去り行為を抑止するため、警察との連携強化及び民間事業者

のパトロール委託を継続する。 

民間事業者も活用しつつ円滑なごみの収集及び粗大ごみの戸別収集を行う

とともに、ごみ収集車両の更新を計画的に行う。 

【主な事業】 ごみ処理一般管理経費 ２８０，６６７千円 

 （うち資源物持ち去り禁止パトロール委託 ９，０５３千円） 

 （うち民間事業者収集等委託 ２５８，０９０千円） 

 ごみ収集車両整備事業費 ４１，３８２千円 

 粗大ごみ戸別収集事業費 ３６，６８３千円 
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８．ごみの減量化・資源化の推進について 

令和 7 年度に中間見直しを実施している「四日市市ごみ処理基本計画」に

基づき、「食品ロス削減の推進」「分別啓発の推進」「民間事業者等と連携した

ごみの減量化・資源化の推進」などの事業を重点施策として推進する。 

具体的には、食品ロスの削減推進や、ごみ収集車を用いた小学校への出前

講座の開催、資源物・ごみ分別アプリなどを活用した啓発、資源物（主に紙

類のほか金属、布・衣類など）の分別収集による資源化促進に向けた取組を

強化していくほか、家庭系ごみの分析調査を行い、ごみの排出状況の把握に

努める。 

【主な事業】 資源物処理事業費 ４８５，４２４千円 

 ごみ減量推進事業費 １６，５８１千円 

 生ごみ処理機購入費補助金 ３，６００千円 

 資源物回収活動奨励費 ４，７００千円 

 

９．廃棄物等適正処理対策について 

   廃棄物の不法投棄を防止するため、関係機関と連携して不法投棄パトロー

ルを実施し、行為者に対する指導を行う。監視体制の強化を図るため、パトロ

ールに加えて、不法投棄監視カメラによる監視や不法投棄防止看板の設置等

を行う。 

一般廃棄物収集運搬事業者、自動車リサイクル法関連事業者の許認可、立入

検査等で、事業者による適正処理の確保を図るとともに、産業廃棄物の不適正

処理事案等について三重県と連携して解決に向けて取り組む。 

【主な事業】 廃棄物対策事業費 ２５，６２１千円 

 

１０．し尿処理について 

  し尿の収集を円滑に行うとともに、中継貯留槽等の適切な施設管理及び衛

生処理を行う。 

【主な事業】 し尿処理施設管理運営費 ３４，０００千円 

  し尿収集運搬事業費 ３３７，９７５千円 

 朝明広域衛生組合負担金 ３４６，８９０千円 

 

１１．清掃工場について  

四日市市クリーンセンターにおける安定的かつ効率的なごみ処理に加え、

法定基準値より厳しい自主基準値に沿った安全安心な運転管理を行う。また、

飛灰等の資源化や、ごみ処理過程で発生する熱を利用した発電を継続する。 

周辺環境整備事業として、道路側溝蓋の更新・修繕やカーブミラーの整備な

どの地元要望事業を行う。 

北部清掃工場及び北部埋立処分場の旧浸出水処理施設の解体について、安

全かつ安心な施工を継続する。 

【主な事業】 清掃工場管理運営費 １，８１０，２７８千円 
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 清掃工場環境整備事業費 ７，０００千円 

 清掃施設整備事業費 １，３８５，３８７千円 

 

１２．埋立処分場について 

南部埋立処分場の運営について、関係法令を遵守し適正な維持管理を行うと

ともに、浸出水処理施設においても法定基準値より厳しい自主基準値に沿った

適正な運転管理を行うとともに、設備の機能点検を計画的に行い、劣化や損耗

具合に応じて補修を実施する。 

また、埋立地における浸出水量を低減させるため、第２区画の埋立完了箇所

の最終覆土実施に向けて測量及び設計を実施する。 

周辺環境整備事業として道路整備等の地元要望事業を行う。 

【主な事業】 埋立処分場管理運営費 １４７，９３６千円 

 埋立処分場整備事業費 １５，５１０千円 

埋立処分場環境整備事業費 １７，７１９千円 

 

１３．斎場・墓地の管理運営について 

  北大谷斎場の適正な運営に努めるとともに、施設の長寿命化及び安全性、快

適性の確保を図るため、計画的な修繕を行う。また、火葬炉等の更新工事につ

いて、第 1 期工事として、令和８年度から 10 年度にかけて火葬炉６基及び周

辺設備の更新工事を実施する。 

終活支援の一環として進めている合葬墓設置事業について、令和７年度に実

施した設計に基づき、設置工事を行うとともに、令和９年度の運用開始に向け

条例等の改正を行う。 

市営墓地について、定期的な清掃を行うとともに、不具合箇所の修繕を行う

など適正な管理運営に努める。 

【主な事業】 北大谷斎場管理運営費 ２４２，１６０千円 

 北部墓地公園管理運営費 １８，８０１千円 

墓地管理運営費 １１，１２５千円 

       北大谷斎場火葬炉整備事業費        ３００，３００千円 

       墓地整備事業費                ５，２００千円 
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１．目的 

地球温暖化対策を推進し、エネルギーマネジメントが高度化されたまち「スマートシ

ティ」を構築するため、「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」設備の導入等に対して補助を実

施する。 

 

２．内容   

（１）【拡充】市内の住宅に創エネ・蓄エネ・省エネ設備等を導入するための補助金を交

付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 複数の補助対象での申請が必要  

※２ ＺＥＨの令和８年度決定分は 100,000 円、令和７年度債務決定分は 200,000 円 

（２）上記設備等を導入する際、より効果的なエネルギーマネジメントが可能となる下

記組み合わせを導入した場合、補助金を増額する。 

 

 

 

 

 

 

また、令和８年度に交付決定したもののうち、工事完了が令和９年度となるものにつ

いて対応するため、債務負担行為を計上する。 

 

３．予算額  １２１，４６０千円  （財源内訳） 県支出金（1/2）８，０００千円 

（前年度 １２１，７１０千円）        その他特財   ７，０００千円 

                         （地域新電力会社寄附金） 

一般財源  １０６，４６０千円 

４．債務負担行為 

・スマートシティ構築促進補助金 

限度額 ３４，０００千円（総事業費 ３４，０００千円） 

期 間 令和８年度から令和９年度まで 

スマートシティ構築促進補助金 

担当 環境部 環境政策課 

     小川 

℡ ３５４－８１８８ 

増額(円) 件数

Ａ No.１ 太陽光発電設備、No.３ 蓄電池、No.４ ＨＥＭＳ 60,000 102

Ｂ No.１ 太陽光発電設備、No.４ ＨＥＭＳ、No.６ Ｖ２Ｈ 50,000 3

Ｃ No.３ 蓄電池、No.８ ＺＥＨまたはNo.９ ＧＸ志向型住宅 90,000 149

Ｄ No.６ Ｖ２Ｈ、No.８ ＺＥＨまたはNo.９ ＧＸ志向型住宅 80,000 2

Ｅ No.６ Ｖ２Ｈ（再エネ充電を条件） 20,000 3

増額する組み合わせ（５種類）

No 補助額(円) 件数

１ 70,000 151

２ 60,000 101

３ 100,000 371

４ 10,000 181

５ 300,000 1

６ 60,000 5

７ 20,000 1

８ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス （令和８年度決定分） 100,000 57

（ＺＥＨ）※2 （令和７年度債務決定分） 200,000 71

（新設） ９ 300,000 85

補助対象

太陽光発電設備※1

燃料電池設備

蓄電池（家庭用定置型）

家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）

地中熱ヒートポンプ

電気自動車等充給電設備（Ｖ２Ｈ）

電気自動車等充電設備

ＧＸ志向型住宅
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１．目的 

南部埋立処分場の埋立地における浸出水量を低減させるため、第２区画の埋立完了箇

所において最終覆土を実施する。 

 

 

２．内容 

南部埋立処分場第２区画最終覆土測量設計業務委託     １５，５１０千円 

 

 

３．予算額 １５，５１０千円 （財源内訳）その他特財    １５，５１０千円 

（前年度   ６，６００千円）            （廃棄物処理施設整備等基金繰入金） 

 

【スケジュール】 

 
  

 

 

 

 

 

測量設計業務委託

最終覆土工事

令和１０年度令和８年度 令和９年度

埋立処分場整備事業費 

担当 環境部 環境事業課 

     杉野 

℡ ３４０－３２０２ 

第３区画 

未整備 

第１区画 

覆土済 

 

第２区画 

覆土 

予定 

箇所 

埋立中 
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１．目的 

北大谷斎場について、設備の耐用年数を踏まえ、火葬炉及び周辺設備を計画的に更新

する。 

 

２．内容 

（１）北大谷斎場火葬炉等第１期更新工事         ２９７，０００千円 

（２）北大谷斎場火葬炉等第１期更新工事監理業務委託     ３，３００千円 

 

・第１期工事として、火葬炉６基、受変電設備、ガス配管類を更新する。 

・多死社会を迎える中、火葬を待つ方への対策として、霊安室を改修し、遺体安置用 

冷蔵庫を３台から６台に増設する。 

・火葬炉は１系統（２基）ずつ更新し、常時 10 基の稼働を可能とする。 

ただし、火葬件数が増加する冬季には、市民サービスの低下を防ぐため、更新工事 

は行わない。 

 

 

〔火葬炉等設備の概要〕 

   ・整備年月  平成４年 12 月 

   ・炉 数  12基 

 

 

【スケジュール】 

 
 

３．予算額  ３００，３００千円  （財源内訳）市   債 ２２２，７００千円 

(前年度    １０，０５９千円)        一般財源  ７７，６００千円    

   

４．債務負担行為 

 ・北大谷斎場火葬炉等第１期更新工事監理業務委託費 

 限度額 ５，３００千円（総事業費 ８，６００千円） 

 期 間 令和８年度から令和10年度まで    

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

（１）事業者選定（プロポーザル方式）

（２）契約議案の上程・契約

（３）火葬炉等第１期更新工事

※残りの火葬炉６基は、第２期工事として令和12年度末までに更新予定

北大谷斎場火葬炉等更新事業 

担当 環境部 生活環境課 

     伊藤、角屋 

℡ ３５４－８１９１ 
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１．目的 

少子高齢化や核家族化が進む現代社会において、身寄りがない、頼れる親族がいな

い等の市民の増加が予想される中、安心して自らが希望する最期を迎えるための終活

支援の一環として、民営との役割分担に基づき、合葬墓の設置を行う。 

 

２．内容 

・北大谷霊園内の萬霊塔の隣に合葬墓を設置する。 

・４寸骨袋に入った約1,000柱の焼骨を埋蔵できる合葬室を設ける。 

なお、個別安置室(納骨室)は設けない。 

・モニュメント、献花台を設置する。 

・記名板は設けない。 

 

〇対象者(案) 

次の条件をいずれも満たす市民 

①高齢福祉課による終活情報登録事業に登録し、かつ本市が整備する合葬墓への 

埋葬を希望する旨を登録した市民 

②所得、資産に関する要件を満たす市民 

・月収 18 万円以下であること 

・預貯金が 220 万円以下であること 

・所有する固定資産の評価額が 500 万円以下であること 

 

３．予算額  ５，２００千円    （財源内訳）  一般財源 ５，２００千円 

（前年度  １，０００千円） 

 

【スケジュール】 

年度 実施内容 

令和７年度 
宗教団体等、関係者との調整 

合葬墓の仕様検討、基本設計・実施設計 

令和８年度 
工事実施 

条例及び規則の改正 

令和９年度 申込受付開始 

 

 

  

北大谷霊園合葬墓設置事業 
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【合葬墓の完成イメージ】 

担当 環境部 生活環境課 

     伊藤、角屋 

℡ ３５４－８１９１ 

【合葬墓設置予定箇所】 

北
大
谷
斎
場 

北 大 谷 霊 園 
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都 市 整 備 部 
 

新年度予算における基本的な方針 

人口減少社会において都市を維持・管理していくために、既存ストックを有

効活用し、交通ネットワークと連携した「コンパクトシティ・プラス・ネット

ワーク」による持続可能なまちづくりを進める。 

中心市街地の再開発においては、都市機能の集積や回遊性の向上、交通結節

機能の強化を図るため、中央通りの再編や公園の再整備を進めるとともに、土

地の高度利用や再開発の誘導を図る。 

同時にデジタル技術を活用したまちづくりＤＸに向けた情報基盤の整備や

四日市版ＭａａＳなど、スマートシティの構築を進める。 

既成住宅地等においては、住宅や緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進、

管理不全な空き家の除却促進、空き家・空き地の有効活用に取り組み、地域特

性に応じた住環境の向上を図るとともに市街化調整区域の既存集落の維持・地

域再生に取り組む。 

また、四日市あすなろう鉄道の安全運行や、バス路線の維持・効率化、交通

空白地域におけるタクシーを活用したデマンド交通の運行により、公共交通ネ

ットワークの維持に取り組むとともに、中央通り再編に合わせた自動運転バス

の定常運行に向け取り組みを進める。 

広域幹線道路ネットワークの構築に向けた北勢バイパスの整備促進、市民生

活や経済活動を支える道路の整備や渋滞対策、歩行者や自転車への交通安全対

策等を進めるとともに、安全・安心なまちづくりの実現に向け、道路施設の維

持管理や治水安全度の向上を図る準用河川の改修等に取り組む。 

 

１．均衡のとれた土地利用について 

総合計画に掲げた、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」による持

続可能なまちづくりを進めるため、都市計画マスタープラン全体構想や立地適

正化計画等により適正な土地利用誘導をしていく。 

また、市民主体のまちづくり活動を促進するため、地区まちづくり構想の策

定支援や地区主体の将来ビジョンの整理に対し、専門家派遣を行うとともに、

当初策定から一定の期間が経過した都市計画マスタープラン地域・地区別構想

の改定等に取り組む。 
 

 【主な事業】 都市計画マスタープラン策定事業費        ７，９１２千円 

        都市計画策定費                 １，１８７千円 

        まちづくり活動支援事業費           １０，６０９千円 
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２．中心市街地の再編について 

中心市街地の活性化や交通結節機能の強化を図るため、国の直轄事業「バス

タ四日市」の整備とも連携し、デッキ工事や中央通り公園の整備等、近鉄四日

市駅周辺からＪＲ四日市駅にかけての中央通りの再編を進めるとともに、鵜の

森公園及び諏訪公園の再整備を進める。 

 

 【主な事業】 中央通り再編事業             ５，２５０，６１５千円 

都市公園整備事業費             ４７６，６００千円 

 

３．持続可能な交通体系の構築について 

都市総合交通戦略や地域公共交通計画に基づき、市民や交通事業者等と協働

し、持続可能な交通体系の構築に向けた施策を推進する。 

ＮＰＯバス、自主運行バス、こにゅうどうくんライナーの運行を維持し、バ

スネットワークの構築に取り組むとともに、交通空白地域における移動手段に

ついては、四日市市デマンドタクシーの継続運行や、交通空白地域の解消に向

けたバス路線の再編などの検討・整理を進める。 

加えて、自動運転バスの実証実験に取り組むとともに、道路インフラへの協

調システムの導入を図り、中央通り再編に合わせた定常運行に向け、取り組み

を進める。 

また、広域交通の利便性が高まる区域において、多様な機能を有する道の駅

設置に向けた検討を進める。 

 

【主な事業】 四日市あすなろう鉄道運行事業費      ３２２，３５５千円 

四日市あすなろう鉄道利用促進事業費      ３，６００千円 

        自主運行バス運行等事業費          ６０，３７７千円 

総合交通戦略推進事業費            ６，８６７千円 

公共交通ネットワーク維持・再編事業費    ３１，７７７千円 

        自動運転導入検討事業費          １０４，６００千円 

 

４．安全・安心な住環境づくりについて 

安全・安心なまちづくりの推進を図るため、空家等対策計画に基づき、適切

に管理が行われていない空家等の所有者に対し、助言・指導等を行うとともに、

倒壊等の危険性が高い特定空家等の除却を促す。 

また、大地震における被害の防止・軽減を図るため、建築物耐震改修促進計

画に基づき、建築物の耐震化や危険なブロック塀等の安全対策及び瓦屋根の脱

落防止対策を促進する。 

【主な事業】  ブロック塀等安全対策事業費           ７,０００千円 

瓦屋根耐風対策事業費            ２０，０００千円 
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空家等対策事業費               ７，３８０千円 

耐震化促進事業費             ２１６，５９０千円 

沿道建築物耐震化促進事業費         ５０，２９７千円 

  

５．道路整備について 

（1）幹線道路の整備 

   市民が円滑に移動できるよう国・県道とともに道路ネットワークを形成

する幹線道路を整備する。さらに、市内の渋滞緩和に向け、交通のネック

箇所において交差点の改良を進める。 

 

 【主な事業】 社会資本整備総合交付金事業費（道路）   ２８６，０００千円 

          ＜小杉新町２号線、泊小古曽線＞ 

道路改良単独事業費            ３７２，２７０千円 

          ＜富士８号線ほか１線、北勢バイパス関連 他＞ 

産業支援・生活拠点道路整備事業費（渋滞対策） 

５６１，５００千円 

          ＜赤堀小生線、三重橋垂坂線＞ 

 

（2）橋梁の整備 

   橋梁の長寿命化修繕計画に基づき補修を行うとともに、大規模地震に対

する備えとして耐震対策を進める。 

 

 【主な事業】 橋梁メンテナンス補助事業費        ３５５，２７２千円 

          ＜日永跨線橋、三郎橋跨線橋 他＞    

                

（3）交通安全対策 

   歩行者の視点に立った道路の改良や自転車通行空間の整備、防護柵・路

面標示などの交通安全施設の整備・維持を通して地域や通学路の安全確保

に取り組む。 

    交通安全意識の向上と交通事故防止を図るため、交通安全教育指導員（と

みまつ隊）とともに保育・幼稚園児、小中学・高校生や高齢者等への交通

安全教育を行う。 

   また、自動車等の運転に不安を感じている高齢ドライバーの方等に対し、

運転免許証の自主返納を支援し、交通事故の防止を図る。 

 

   

【主な事業】 防災・安全交付金事業費（交安）       ８６，０００千円 

          ＜富田富田一色線、大矢知富田１号線 他＞ 
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防災・安全交付金事業費（通学路交通安全対策）５２，０００千円 

＜山田 10 号線、東坂部三ツ谷線＞         

歩行者自転車空間整備事業費         ３２，０００千円 

          ＜三ツ谷８号線、高浜昌栄線＞ 

交通安全施設整備単独事業費        ２８９，６４６千円 

＜別名１号線、笹川泊線 他＞ 

交通安全教育事業費              ４，８１４千円 

         交通安全啓発事業費              ６，０００千円 

          ＜運転免許自主返納支援事業＞ 

  

（4）生活に身近な道路整備 

   各地区の自主選定組織と連携し、地区土木要望から実施個所を選定し、

地域ニーズの高い生活道路の整備を進める。 

 

 【主な事業】 生活に身近な道路整備事業費         ８０７，０００千円 

 

（5）狭あい道路対策 

   良好な市街地形成、生活環境の改善を図るため、狭あい道路に面してい

る建物の建替え等に合わせて道路後退用地の整備を行う。また、建築行為

等に合わせて建築主が道路後退用地を整備することで早期に狭あい道路の

解消が図られるよう、補助制度の活用を促進する。 

 

 【主な事業】 狭あい道路対策費              ３８８，８９２千円 

 

（6）道路の維持・保全 

   道路を安全・円滑・快適に通行できるよう適切な維持補修を図るととも

に、主要道路の計画的な保全を進める。 

 

 【主な事業】 道路維持修繕費            １，１７９，３００千円 

防災・安全交付金事業費（道路）       １２，０００千円 

          ＜笹川 60 号線＞ 

産業支援・生活拠点道路整備事業費（再舗装）１６４，７００千円 

          ＜子酉八王子線、山之一色 50 号線、川島 69 号線 他＞ 

 

 

 

（7）広域道路関連事業 

   北勢バイパスの整備に伴う周辺道路の整備を検討する。 
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  【主な事業】 広域道路関連事業費             ３，０００千円 

 

（8）鉄道駅周辺環境整備 

   誰もが利用しやすい公共交通の実現に向け、円滑に乗り継ぎができる駅

前広場及び駐輪場の整備を行う。 

 【主な事業】 交通安全施設整備単独事業費          ５７，２００千円 

＜高角駅駅前広場 他＞ 

 

６．土地区画整理事業について 

土地区画整理による健全な市街地の造成を図るため、施行しようとする者

及び施行者に対し助成を行い、事業の促進を図る。 

 

 【主な事業】 午起土地区画整理事業費            ４，５００千円 

        土地区画整理事業費             ４５，７００千円 

          ＜（仮）垂坂第二土地区画整理事業＞ 

 

７．公園・緑化事業について 

（1）公園・緑地の整備 

本市北部に位置する大規模公園の垂坂公園・羽津山緑地の整備を行うとと

もに、坂部が丘団地内において公園再編を進める。また、公園施設長寿命化

計画に基づき、複合遊具の更新を図る。 

 

 【主な事業】 垂坂公園・羽津山緑地整備事業費       ３０，０００千円 

        都市公園再編事業費             １５，０００千円 

        公園施設長寿命化整備事業費         １５，０００千円 

＜坂部台中央公園＞ 

 

（2）公園・緑地の維持管理 

   公園・緑地・街路樹の適切な管理に努めるとともに、遊具等の公園施設

を適切に維持管理し、公園利用者の安全を図る。 

   また、市民ボランティア団体等が行う公園・緑地等の美化活動に対する

支援を行うとともに、市民緑地制度による緑の保全に取り組む。 

 

 【主な事業】 公園施設管理費              ８２４，６５４千円 

        公園施設維持補修費            １２９，５４１千円 

里山保全事業費                ７，１１０千円 

        花と緑いっぱい事業費             ８，７０７千円 
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市民に親しまれる公園ボランティア支援事業費  ９，８００千円 

 

８．河川排水事業について 

治水安全度の向上を図るため、河川・排水路の改修や三重県が行う三滝川分

派整備に合わせた堀川の内水対策を実施するとともに、河川・排水路・調整池

等の適切な維持管理を行う。 

 

【主な事業】 準用河川改修事業費            ３６３，０００千円 

          ＜朝明新川、源の堀川＞ 

        堀川内水対策事業費          ２，３０３，０００千円 

          ＜放水路、排水機場＞ 

河川等計画保全事業費            ５６，０００千円 

        河川改良事業費              １６０，７４０千円 

排水路改良事業費             ２３６，１７０千円 

 

９．道路等の管理について 

  道路等行政財産（法定外公共物（里道、水路）を含む）や市営駐車場・自

転車等駐車場の適正な管理等に努める。また、境界査定を遅滞なく行うほか、

地籍調査について、津波浸水が想定される沿岸部及び北勢バイパスの事業進

捗に向け国道４７７号以南の地域で実施する。 

 

【主な事業】 道路等の財産管理事業           ４１６，３３１千円 

＜駐車場維持管理費、管理課一般経費 他＞ 

      境界査定業務費               ３４，６３８千円 

地籍調査事業費              １１９，４９１千円 

  ＜尾上町、川島町、小生町 他＞ 

 

１０．公共建築物等の整備について 

市民の安全と利便性を確保しつつ、環境負荷の低減に資する施設整備を図る

ため、施設管理者との連携のもと、ユニバーサルデザインの推進に努めるとと

もに、温室効果ガスの排出抑制に配慮した公共建築物等の整備を進める。 

 

 【主な事業】 営繕事務費                 １６，８０８千円 

 

１１．市営住宅の整備事業について 

  外壁及び屋上防水の改修工事により既存施設の長寿命化を図るとともに、

需要に応じた住宅の供給・維持管理に努める。 
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 【主な事業】 市営住宅整備事業費                ２１２，７６５千円 

        高齢者・障害者向け住宅改良事業費          ２，２００千円   

  

１２．住宅施策推進事業について 

  住生活基本計画について見直しを行うとともに、増加する空き家の対策と

して、除却促進や子育て世帯等の住み替え支援、空き家・空き地バンクの利

用促進等による空き家・空き地の有効活用に取り組む。さらに、市街化調整

区域における空き家を賃貸住宅として活用する際に必要な手続き費用への補

助額を拡充し、空き家活用の推進による市街化調整区域の維持・地域再生に

取り組む。 

 

 【主な事業】 住宅施策推進事業費                 １,４７３千円 

住み替え支援促進事業補助金          ２５，５００千円 
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＜駅東直線デッキのイメージ図＞ ＜中央通り公園のイメージ図＞

 

 

１．目的 

近鉄四日市駅・ＪＲ四日市駅周辺において、駅前広場等の整備も含めた中央通りの再

編により、中心市街地の活性化や交通機能の向上を図る。 

 

２．内容 

近鉄四日市駅周辺における駅東直線デッキや連絡通路、駅西円弧デッキ及び、国道１

号から東側における中央通り公園の工事などを行う。 

 

事

業

概

要 

令和８年度 令和９年度 

駅東直線デッキ工事 

連絡通路工事 

駅西既存連絡通路撤去工事 

駅西円弧デッキ工事 

道路工事 

南・東広場工事 

中央通り公園工事 

地下埋設物支障移転等 

駅西円弧デッキ工事 

道路工事 

中央通り公園工事 

 

３．予算額 ５，２５０，６１５千円（財源内訳）国庫支出金(1/2)１，２６８，９８７千円 

（前年度 ３，９１５，２００千円）      市  債   ２，０１９，４００千円 

                      その他特財   １，９６２，２２８千円 

                        都市基盤・公共施設等整備基金繰入金 

都市再生協議会受託費 

 

 

 

 

担当  都市整備部 市街地整備課 

戸本・伊藤 

    ℡ ３５４－８２００ 

中央通り再編事業 
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１．目的 

近鉄四日市駅周辺において、鉄道との円滑な乗り換え動線の確保を目的とする。 

 

２．内容 

令和８年６月供用予定の連絡通路について、近鉄百貨店への使用料にかかわる、令和

８年度から令和 28 年度までの債務負担行為を計上する。 

 

３．債務負担行為 

・連絡通路使用料 

限度額 ３９１，９２７千円 （総事業費 ４０８，２５７千円） 

  期 間 令和８年度から令和 28 年度まで 

担当  都市整備部 市街地整備課 

戸本・伊藤 

    ℡ ３５４－８２００ 

連絡通路使用料 

（債務負担行為） 
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１． 目的 

中央通り再編事業と連携を図り、中心市街地の魅力及び回遊性を向上させるため、 

鵜の森公園及び諏訪公園の再整備を進める。 

 

２．内容 

  鵜の森公園：工事（芝生広場、遊び場、照明など）          １式 

  諏 訪 公 園：工事（芝生広場、水景施設、照明など）         １式 

 

３．予算額 ４７６，６００千円 （財源内訳）国庫支出金（1/2） ２３８，３００千円 

（前年度 ３６４，５５０千円）      市   債    ２１４，４００千円 

                     その他特財     ２３，９００千円 

                    （都市基盤・公共施設等整備基金繰入金） 

 

４．債務負担行為 

 ・鵜の森公園整備工事費 

限度額  ５１１，４００千円       （総事業費 ７１８，０００千円） 

期 間  令和８年度から令和９年度まで 

 

・諏訪公園整備工事費 

限度額  ６００，０００千円       （総事業費 ７７０，０００千円） 

期 間  令和８年度から令和 10 年度まで 

  

  【 鵜の森公園 】 

 

           

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園整備事業費 

将来イメージ図 現   況 

【凡例】 

        第一期事業（R6～R7） 

     第二期事業（R8～R9） 
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  【 諏訪公園 】 

 

 

 

担当 都市整備部 公園緑政課 

   市川 

   ℡ ３５４－８１９７ 

現   況 将来イメージ図 

【凡例】 

        事業年度 R8～R10 
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１．目的 

  ＪＲ四日市駅において、駅前広場の整備を行い駅周辺における利便性や安全

性の向上を図る。 

 

 

２．内容 

  駅前の再開発に伴い駅舎等鉄道施設の移転に必要な概略設計を実施する。な

お、設計期間が２か年にわたることから債務負担行為を計上する。 

 

 

３．予算額   １，０００千円  （財源内訳）一般財源 １，０００千円 

（前年度       ０千円） 

 

 

４．債務負担行為 

 ・ＪＲ四日市駅周辺整備概略設計業務委託費 

  限度額 １４２，０００千円 （総事業費 １４３，０００千円） 

  期 間 令和８年度から令和９年度まで 

 

 

【スケジュール】 

 

 

 

 

ＪＲ四日市駅周辺整備概略設計業務委託費 

（総合交通戦略推進事業費） 

担当 都市整備部 都市計画課 

   橋本 

   ℡ ３５４－８２７２ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

●

令和８年度 令和９年度

協定
(JR東海)

委託
駅舎等鉄道施設移設計画、概算事業費算出等
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１．目的 

  基幹的な公共交通と端末交通が連携した効率的で持続可能な公共交通ネットワークを

構築する。 

 

２．内容 

①こにゅうどうくんライナー運行事業               ５，５３４千円 

三重交通と共同で運行する支線バス「こにゅうどうくんライナー」の運行経費の２分 

の１を補助金として支出する。また、コミュニティターミナルであるイオンタウン四日

市泊にあるバス待合室の維持管理を実施する。 

 

②【拡充】デマンドタクシー事業                 ５，３７８千円 

市街化調整区域の交通空白地域でタクシーを活用したデマンド交通を実施する。 

  令和８年度からは、18歳以上69歳以下の運転免許証非保有者を新たに制度の対象者に

加える。 

 

③バス待ち環境整備事業補助金                  ２，９６５千円 

交通事業者が行うバス停上屋の新規設置など、バス待ち環境の向上に寄与する整備

に必要な経費の２分の１を補助金として支出する。 

 

 ④乗り継ぎ拠点整備                       ５，４００千円 

  バス路線における幹線バスと支線バスの新たな乗り継ぎ箇所の接続点となるよう、地

域の商業機能と連携した、コミュニティターミナルの整備に向けた測量、設計などを行

う。 

 

⑤【拡充】バス路線再編等検討業務               １２，５００千円 

  今後のバスタ完成によるバス利用者の利便性向上に合わせ、人流データ等を活用した

市内バス路線再編の検討を実施する。 

併せて、河原田地区で実施したＡＩ活用型乗合デマンド交通実証事業の結果を分析し、

当該交通手段について検証を行う。 

 

３．予算額 ３１，７７７千円  （財源内訳） 一 般 財 源     ３１，７７７千円 

（前年度 ７１，４０９千円）     

 

  担当 都市整備部 都市計画課 

    公共交通推進室 藤田・福井 

    ℡ ３５４－８０９５ 

公共交通ネットワーク維持・再編事業 
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１．目的 

  商工業などの経済活動の活性化や交通機能の強化を図るため、国・県道との広域道路ネ

ットワークを形成する道路整備を行う。 

 

 

２．内容 

小杉新町２号線、泊小古曽線の整備を進める。 

 

   ・小杉新町２号線     道路工（路側工等）     Ｌ＝１００ｍ 

                用地買収、建物補償等        １式 

 

   ・泊小古曽線       道路工（擁壁工等）     Ｌ＝ ９０ｍ 

                用地買収、建物補償等        １式 

 

３．予算額 ２８６，０００千円 （財源内訳）国庫支出金(1/2) １４３，０００千円 

（前年度 ３６８，０００千円）      市   債     １２８，７００千円 

一 般 財 源     １４，３００千円 

 

 

 

社会資本整備総合交付金事業費（道路） 

小杉新町２号線 泊小古曽線 

担当 都市整備部 道路建設課 

   岩谷 

℡ ３５４－８２１２ 
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１．目的 

  市内の幹線道路となる産業支援道路や住宅団地内を結ぶ生活拠点道路のうち、舗装

劣化が進んでいる路線の計画的な再舗装、著しい渋滞が発生している交通ネック箇所

の改良や新設道路の整備により安全で快適な道路の機能維持を図る。 

※産業支援道路：臨海部工業地帯や内陸部工業地帯の物流の基幹となる道路、災害時に重要な役割を

果たす緊急輸送道路及び防災連絡道路 

※生活拠点道路：市民活動を支える住宅団地内の幹線道路、住宅団地と国道・県道等を結ぶ幹線道路 

 

２．内容 

  子酉八王子線ほか６線の再舗装工事及び測量、赤堀小生線ほか１線の渋滞対策に係

る工事、用地買収、補償及び測量等を実施する。 

  【再舗装】 

・子酉八王子線        再舗装工        Ｌ＝  ２５０ｍ 

・山之一色 50 号線   再舗装工        Ｌ＝  ２００ｍ 

・川島 69 号線    再舗装工        Ｌ＝  １７０ｍ 

・平尾開拓 12 号線ほか１線   再舗装工        Ｌ＝  ３８０ｍ 

・桜台 20 号線         測量                １式 

・河原田 24 号線        測量                １式 

【渋滞対策】 

   ・赤堀小生線         用地買収、建物補償等        １式 

   ・三重橋垂坂線        道路改良工、設計、用地買収等    １式 

 

３．予算額 ７２６，２００千円    （財源内訳）市 債 ５２４，４００千円 

 （前年度 ６３４，２０５千円）        一 般 財 源 ２０１，８００千円 

 

 

 

 

 

 

 

産業支援・生活拠点道路整備事業費 

担当 都市整備部 道路建設課 

   本郷・岩谷 

℡ ３５４－８２１３ 

赤堀小生線（松本街道） 子酉八王子線 

計画道路幅員 
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１．目的 

土地区画整理事業を施行しようとする者に対し助成を行うことにより、事業を

円滑に促進させ、健全な市街地の造成を図る。 

 

 

２．内容 

 事 業 名：（仮）垂坂第二土地区画整理事業 

 場  所：垂坂町地内（面積 約 14ha）※下図参照 

      用途地域 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 

 助成対象：測量調査費（組合設立認可申請に必要な経費） 

 助成範囲：経費の 10/10 以内 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算額 ４５，７００千円    （財源内訳）一般財源 ４５，７００千円 

 

四日市 

クリーンセンター 

ハイテク工業団地 

予定箇所 

土地区画整理事業特別会計 

（新）土地区画整理事業費 

担当 都市整備部 市街地整備課 

野口 

   ℡３５４－８２８９ 

予定箇所 
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１．目的 

市民の生命及び財産を守るため、準用河川（朝明新川、源の堀川）の改修を行い、治水

安全度の向上を図る。 

 

 

２．内容 

朝明新川において、河川改修に支障となる三重県企業庁工業用水管の移転補償を行

うほか、源の堀川では流下断面を確保するため護岸整備を行う。 

 

・朝明新川   三重県企業庁工業用水管移転補償     １式 

・源の堀川   護岸工            Ｌ＝ １１０ ｍ 

用地買収                 １式 

                         

 

３．予算額 ３６３，０００千円 （財源内訳）国庫支出金（1/3)１２１，０００千円 

     (前年度 ４２９，０００千円)           市   債     ２１７，８００千円 

一 般 財 源       ２４，２００千円 

   

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

準用河川改修事業費 

源の堀川 朝明新川 

担当 都市整備部 河川排水課 

   山喜多 

   ℡ ３５４－８２１６ 
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１．目的 

三重県が行う三滝川分派整備に合わせ、海蔵川へ流入する準用河川堀川の内水対策

を実施し、治水安全度の向上を図る。 

 

 

２．内容 

準用河川堀川の内水対策として、放水路及び排水機場の整備を行う。 

 

  ・放水路整備       １式 

  ・排水機場整備         １式 

                         

 

３．予算額 ２，３０３，０００千円  （財源内訳）  市債 ２，３０３，０００千円 

     (前年度   ８８０，０００千円)            

 

   

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀川内水対策事業費 

排水機場 放水路 

担当 都市整備部 河川排水課 

   山喜多 

   ℡ ３５４－８２１６ 

準用河川堀川 
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１．目的 

  市営住宅の供給・管理を適切に実施するため、市営住宅等長寿命化計画に基づき

施設の長寿命化を図る。 

 

 

２．内容 

外壁改修及び屋上防水改修工事を実施する。 

 

（工事） 西伊倉町（４，７～８号棟）       事業費  ９６，３００千円 

 内部泉町（１～３号棟） 

楠旭町 

楠新浜町 

 

（設計） 高花平（１～３号棟）                  事業費   ２，１００千円 

末永・本郷 

 

 

３．予算額  ９８，４００千円 （財源内訳）国庫支出金(1/2) ４４，３８５千円 

 （前年度 １２５，０６２千円）      一 般 財 源     ５４，０１５千円 

 

 

 

                    

 

 

市営住宅長寿命化事業 

（市営住宅整備事業費） 

担当 都市整備部 市営住宅課 

   吉武 

   ℡ ３５４－８２１９ 

内部泉町市営住宅 楠旭町市営住宅 
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  会 計 管 理 課 

 

新年度予算における基本的な方針 

現金、有価証券、物品の出納及び保管、支出負担行為に関する確認などの会計事

務について、本市の会計事務をつかさどる組織として、法令、条例及び規則等に従

って適正かつ確実に執行する。 

適正かつ確実な会計事務の執行を推進するため、会計機関の牽制機能を発揮しな

がら、各所属の出納員や会計事務に携わる職員に対して、研修、実地検査等を通じ

て、必要な支援と指導を行う。 

【主な事業】 会計管理経費   予算額 １０９，５４８千円 

１．適正な会計事務の確保について 

公金の支出について、法令、契約等への適合性を厳正に審査することで、支出事

務を適正かつ確実に執行する。 

また、指定金融機関をはじめとする金融機関との連携・協力関係を維持し、公金

収納データ作成業務等を委託することで、適正かつ効率的な収納事務の執行を図る。 

２．各所属及び指定金融機関等における適正な事務執行について 

公金の支出及び収納・徴収、現金・有価証券・物品の管理などが法令等に従って

適正になされることを担保するため、各所属の会計事務の実地検査を実施し、出納

員や会計事務に携わる職員に対して、指導や相談対応などの支援を行う。 

また、指定金融機関等の検査を定期的に実施し、公金の収納、支払事務及び預金

管理の状況を把握することで、適切な公金の取扱いに努める。 

３．職員の資質向上について 

 会計管理課職員を外部研修に派遣することで、高い会計事務能力を持った人材の

育成を図る。 

また、法令改正等を踏まえた会計事務マニュアルの更新を随時行うとともに、そ

の内容につき、庁内掲示板等を活用して、全庁的に情報提供を行う。加えて、同マ

ニュアルの内容を説明する会計事務研修を各所属の出納員や実務担当者に対して

実施することにより、会計事務に関する正しい知識の習得を促すとともに会計に関

するコンプライアンス意識の醸成を図る。 

４．公金の保管運用について 

公金の保管については、資金収支計画に基づき、必要な資金を的確に把握すると

ともに、予期せぬ資金ニーズにも対応できるようにするため、支払準備金を確保す

る。公金の運用については、引き続き金利の動向を注視しながら、資金管理運用方

針に基づき、安全性と流動性を確保した上で、効率性の追求に努める。 
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議 会 事 務 局 

 

新年度予算における基本的な方針 

令和８年度は、これまで行ってきた取り組みの一層の充実を図ることに加え、

議会基本条例の基本方針である、市民との情報共有を図ること、市民参加を推

進すること、議員間討議を活性化して政策立案・政策提言を行うこと、の三本

柱に沿った議会改革をさらに推進する。議会事務局は、この改革の実現に向け

てサポートを行う。 

 

 

１．議会改革の推進について 

議会では議会基本条例の趣旨に基づき、市政の発展、市民生活・福祉の向

上に寄与すべく議会改革を継続的に推進しており、昨年度に引き続き議会運

営委員会に議会改革小委員会を設置し、議会ＤＸをはじめ、議選監査委員の

在り方など、さらなる議会改革に向けた検討を行っている。 

また、令和元年度より実施している決算審査を通じた次年度予算への提言

については、５項目の提言を行うとともに、提言に対する当初予算への反映

状況や事業実施状況について検証を行った。 

さらに、議会の権能強化を図るべく議会基本条例の改正案を取りまとめた

ほか、ＡＩを活用した議会報告を試行するなど新たな取組についても協議・

検討を行っている。 

令和８年度はこれまでの取組を検証しさらなる充実を図るとともに、引き

続き議会改革を推進していく方針であり、議会事務局はこれに対しサポート

を行う。 

【主な事業】    会議録作製関係経費          ８，９６５千円 

議事関係諸経費（参考人等）        ３４２千円 

議員タブレット関係経費          ９５０千円 

会議用システム関係経費          ６３７千円 

 

２．市民への議会情報の提供及び議会への市民参加の取組について 

議会では、情報発信手段の一つである市議会だよりの紙面の充実に継続的に

取り組んでいる。令和７年度は、多くの市民に手に取ってもらえるよう、令和

７年９月定例月議会号は表紙のデザインを刷新して発行した。このほか、高校

生との協働による紙面作成や、小中学生向けに市議会の仕組みなどを分かりや

すく説明した「よっかいち市議会だより＃こども号」の発行に引き続き取り組

んだ。 
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また、４常任委員会が学校や団体等に出向いて意見交換を行う「ワイ！ワ

イ！ＧＩＫＡＩ」について、令和７年度は市内の中学校や高校、特別支援学校

と意見交換を行った。高校生議会では、参加者が意見を出しやすいよう開催方

法を見直した上で開催し、高校生が議論を重ね、意見書を取りまとめて市議会

に提出した。 

そのほか、常任委員会における審査等での活用を目的とした定例月議会ごと

の議案への市民意見の募集など、可能な手法を用いて市議会への興味や理解を

より深めてもらうための活動を行った。 

市議会モニターと議員との意見交換会の開催や、常任委員会における審査等

での活用を目的とした定例月議会ごとの議案への市民からの意見募集の実施

など、市議会への興味や理解をより深めてもらうための活動を行った。 

令和８年度についても、これまで進めてきた取組をさらに充実させ、「市民

との情報共有」、「市民参加の推進」を図る方針である。こうした取組を通して、

市民に開かれた議会の実現のためのサポートを行う。 

【主な事業】   市議会中継関係経費         １０，３５１千円 

         議会報等作製関係経費        １８，８７５千円 

         議会広報広聴活動経費           １１５千円 

         インターネット配信関係経費      １，１７５千円 

市議会モニター関係経費          ２１２千円 

 

 

 

３．議会の政策形成機能の充実について 

議会は、議会基本条例の基本方針の三本柱の一つである「議員間討議の活性

化」を進め、議員間討議により集約された意見から政策立案・政策提言を行い、

施策への反映を目指している。 

令和７年度には、議員間討議に基づき令和６年度決算審査での政策提言につ

いて、新年度予算へ反映された項目があったこと、事業実施手法を見直したこ

となど、議員間での活発な討議が市の施策へとつながるようになっている。 

また、議員政策研究会においては、「四日市市人口維持・増加戦略について

考える分科会」が本市の人口推移等の分析を行うとともに、子育て支援などに

より人口が増加した他市の事例などの調査研究を行っており、活発に活動して

いるところである。 

さらに、例年実施している議員研修会は、令和７年度においては、三重弁護

士会推薦の弁護士による「ハラスメントについて」をテーマに研修を実施して

おり、議会改革に関する項目だけでなく、個々の政策課題や特定の分野につい

ての見識を深めることにも注力している。 
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令和７年度は子どもの権利条例等調査特別委員会において、条例の調査研究

過程において課題となった事項について調査研究を行うために専門的知見を

活用した。また、議会や地方自治制度に関連する特定分野についての研究者の

支援を仰ぐために、令和４年度より議会アドバイザー（サポーター）制度を導

入しているが、引き続き、当制度で委嘱した専門的知見を有する者を講師とし

て議員研修会を実施するほか、諸課題に対する助言を参考としつつ、諸課題に

対する見識を深めながら政策提言能力の向上を図っていく。 

議会事務局は、令和８年度においても市民から信頼される議会づくりに向け

て、議会の政策形成機能充実のための取組についてサポートを行う。 

【主な事業】     政務活動費            ２８，５６０千円 

          行政視察関係経費           ９，８３２千円 

          調査法制関係諸経費         ２，０００千円 

          議員研修会関係経費           １５１千円 

          議長車管理経費           ２，２０４千円 
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監 査 事 務 局 

 

 

新年度予算における基本的な方針 

監査対象部局の所管する事務及び事業に内在するリスクを想定し、リスクの

発現可能性や発現時の影響度の観点から評価を行い、リスクの高い分野を把握

した上で監査を行うなど、監査委員による監査が効果的、効率的に行われるよ

う監査事務を遂行する。 

 

 

１．財務監査、行政監査等について 

監査対象部局の事務及び事業について、想定されるリスクに着目するととも

に、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に行われているか等の

視点から監査を実施する。 

  監査対象部局の事務及び事業が多様化、複雑化する一方、文書及び財産管

理、契約・会計事務等の基本的な内部事務管理の重要性についても注目され

ている。そのため、行政監査や工事監査等においては、必要に応じて専門的

知見を有する監査専門委員を任用するとともに、各種研修などを通じて監査

委員の知識・技能の向上などを図り、より質の高い監査の実施に努める。 

  また、会議システムを活用した監査資料等のデータ提供を行うとともに、

他市の先進事例の積極的な収集や各種研修への参加を通じて事務局職員の専

門的な知識・技能の向上に取り組み、監査委員を補助する事務局機能の充実

を図り、より精度の高い監査に努める。 

監査の結果及び措置状況等については、広報よっかいち及び市ホームページ

等を通じて迅速に公表を行う。 

 

 

２．その他の監査、検査、審査について 

  財政援助団体等監査、例月現金出納検査、決算審査、基金運用状況審査、

健全化判断比率審査・資金不足比率審査等を実施する。 

 

 

【主な事業】    監査委員報酬        ４，２２６千円  

          （うち監査専門委員        ３３７千円） 

             監査事務一般経費      ６，１４５千円 
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教 育 委 員 会 

 

新年度予算における基本的な方針 

先行き不透明で予測困難な時代にあっても、子どもたちが夢や目標に向かってチャレ

ンジし、自分の良さや可能性を伸ばしながら、多様な人々と共に変化を乗り越え、豊か

で充実した人生を送ることができるよう、「生きる力」「共に生きる力」を育成する。 

そのために、第４次四日市市学校教育ビジョンに基づき、子どもたちに実社会で応用

できる資質・能力を育成するとともに、誰一人取り残されない学びを保障するため、四

日市市新教育プログラム等の全ての施策を着実に推進する。 

また、四日市版コミュニティスクールを核として学校・家庭・地域が一体となった取

り組みや、チーム学校として専門スタッフや外部人材の学校運営への参画を促進し、連

携や分担による学校マネジメントを行い、教員の働き方改革をより一層進め、総合的な

学校の組織力向上を図る。 

図書館では、電子図書館や移動図書館などのアウトリーチサービスにおいては、引き

続き来館が難しい方への読書環境の充実に努める。また、新図書館に移行するまでの間

も市民に親しまれる図書館であり続けるために必要な環境整備を行う。 

博物館では、魅力的なプラネタリウムイベント企画や美術系の展覧会を開催し、幅広

い市民の来館を目指すとともに、児童生徒の学習活動支援に努める。また、ホームペー

ジのリニューアルや館内設備を更新し、利便性向上を図る。 

 

１．「夢と志を持ち、未来を創るよっかいちの子ども」の育成 

   新教育プログラムの６つのテーマ（柱）のもと、非認知能力の育成を土台として位

置づけながら、就学前・小学校・中学校のつながりを意識した一貫性・連続性のある

教育を推進する。 

「読解力向上」においては、全小中学校に図書館司書を配置し、司書教諭や学校図

書館ボランティア等と連携して、日常の読書活動等の推進を図る。また、言語能力等

を育成するため、中学校３年生に読解・論理言語力テストを実施し、言語能力等の定

着状況の把握や分析を行う。 

「論理的思考力向上」では、情報活用能力等を育成するため、思考スキルを活用し

て考えを整理するなど、論理的思考力の向上を意識した授業づくりをめざし、四日市

版情報活用能力体系表を踏まえた発達段階に応じた取組を推進する。 

「英語コミュニケーション能力向上」においては、児童生徒の英語コミュニケーシ

ョン能力を育成するため、全小中学校に英語指導員を派遣するとともに、英検ＩＢＡ

を中学校全学年で実施し、生徒の英語力定着状況を検証することで、学校の授業改善

の取組を支援する。 

「体力・運動能力向上」では、子どもたちに良質な水泳授業の環境を整えるため、

小学校全 37 校で民間プール施設を活用した水泳指導を実施する。また、四日市ダン

スプログラムにおいては、小学校低学年向けに作成したダンスプログラムを推進する

とともに、低学年の取組をベースに中学年向けのダンスプログラムを新たに作成する。
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さらに、性に関する正しい知識や生命を尊重する態度等を育成するため、産婦人科医、

助産師等の専門家を外部講師とする出前講座を実施する。 

「キャリア形成」においては、子どもが自己のキャリア形成の見通しを持ったり、

自己の活動を見直したりすることで自己理解を深められるようにするため、「四日市

版キャリア・パスポート」活用の推進を図る。 

「地域への愛着」では、地域の身近な課題や社会的な課題を解決しようとする子ど

もを育成するため、全小中学校の「四日市公害と環境未来館」の見学を支援する。 

「学びの一体化推進事業」では、就学前・小・中学校間の連携に係る取組を継続す

るとともに、小学校の高学年の教科担任制を推進し、小・中学校間のなめらかな接続

と学力向上を図る。 

加えて、人権尊重の精神を養い、差別をなくす実践力を育成するため、各中学校区

で子ども人権フォーラムを実施し、子どもが主体となる人権学習を推進する。また、

いじめや差別などの人権侵害を解消するため、メディア・リテラシー養成を通じた人

権教育を推進し、インターネット上の誹謗中傷や情報の発信・拡散による人権侵害に

ついて考え、差別を許さない子どもの育成を目指す。 

 

【主な事業】  学校づくりビジョン推進事業費  ２４，１６７千円 

新教育プログラム推進事業費（読解力向上） ６０，０４１千円 

新教育プログラム推進事業費（論理的思考力向上） ３８１千円 

新教育プログラム推進事業費（英語コミュニケーション能力向上） 

 １５１，５２８千円 

新教育プログラム推進事業費（体力・運動能力向上）１７８，１８２千円 

新教育プログラム推進事業費（キャリア形成） ２，０９４千円 

新教育プログラム推進事業費（地域への愛着） ２０，８１６千円 

学びの一体化推進事業 １６，３３１千円 

道徳教育総合支援事業費 ６００千円 

メディア・リテラシー養成を通じた人権教育推進事業  ３，１４８千円 

学校人権教育中学校ブロック人権文化創造事業費    １，１８５千円 

 

２．家庭や地域社会と連携・協働し、誰一人取り残されない学びの保障 

地域とともにある学校づくりを推進するため、四日市版コミュニティスクールにお

いて、保護者や地域住民等の教育活動への参画を促進するとともに、地域資源を活か

した学校教育活動や、地域が主体となった放課後の学習支援等の充実を図る。 

多様な子どもに対する学びの保障を実現するため、不登校対策については、登校サ

ポートセンターや校内ふれあい教室に加え、メタバース空間を活用したオンライン支

援の充実を図る。また、オンラインを活用した保護者会の実施やフリースクール等民

間施設・団体と協働した保護者相談会の企画など、保護者支援の充実を図る。 

外国人児童生徒等の支援については、適応指導員等を配置・派遣する。また、初期

適応指導教室「いずみ」において、児童生徒を受け入れ、日本語指導及び適応指導を

行うとともに、オンラインを活用した翻訳・通訳業務を実施する。 
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特別支援教育については、乳幼児期から中学校卒業まで一貫した指導及び支援の充

実を図るため、特別支援教育に係る指導者の育成を行い、校内の特別支援教育体制を

充実させる。さらに、インクルーシブ教育の推進に向けて、特別支援学級には特別支

援学級介助員、通常学級には特別支援教育支援員、医療的ケアが必要な子どもが在籍

する学校には医療的ケアサポーター（学校看護師）を配置する。 

教育的に不利な環境のもとにある子どもたちの学習意欲の向上や基礎学力及び学

習習慣の定着を図るため、教員経験者や大学生などの地域住民による地域子ども教室

を実施する。また、教育上配慮を必要とする地域においては、家庭・地域、学校・園

が協働し、学習支援活動だけでなく人権学習や体験学習などの活動を通して、子ども

たちの自己実現を支援するとともに、自他の人権を尊重する精神と差別をなくすため

の実践力を育成する。 

子育て家庭の経済的負担を軽減し、意欲ある学生が希望する進学先に進めるよう、

引き続き経済的理由から修学が困難な高校生、大学生等を対象とした奨学金を支給す

る。 

学校給食費の食材料に係る経費について、これまでは、物価上昇分を市が公費負担

することにより保護者負担を軽減してきた。小学校給食は、令和８年度から国が示す

交付金の基準額を超える部分を市が公費負担することにより無償化とする。また、中

学校給食については、引き続き、物価上昇を鑑みて、保護者負担増につながらないよ

う物価上昇分を公費負担する。 

 

【主な事業】 四日市版コミュニティスクール推進事業費     １０，８２３千円 

少人数学級拡充事業費        １４４，６８９千円 

不登校対策推進事業             ７７，５７５千円 

多文化共生教育推進事業           ８１，２７５千円 

インクルーシブ教育推進事業        ４３４，３２３千円 

（うち介助員、支援員、医療的ケアサポーター分 ４１３，４５９千円） 

特別支援教育推進事業費            ２，２６８千円 

地域と学校の連携・協働体制構築事業費       １，１５０千円 

子ども人権文化創造事業費            ６，３６４千円 

自己実現支援事業費               ２，８６９千円 

四日市市奨学金                 ５５，２９２千円 

学校給食運営費              １，５８７，１４９千円 

給食センター管理運営費                     ６７８，０８６千円 

 

３．総合的な学校教育力の向上 

子どもたちが安全・安心な学校生活を送り、自律的な学びを進めていくために、教

員が子どもに向き合う時間を確保するとともに教職員の資質・能力向上を図る必要が

ある。そのため、多様な専門スタッフ・外部人材の学校運営及び教育活動への参画を

促し、学校業務の連携・分担を行うとともに、校務のデジタル化により、効率化を図

る取り組みを進める。 
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いじめ、不登校、発達障害や支援を要する家庭状況など多様な背景を持つ子どもを

取り巻く問題が複合し、生徒指導上の課題が多様化する中、その課題解決に向け、「チ

ーム学校」としてＳＣ（スクールカウンセラー）・ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカ

ー）の配置、ＳＬ（スクールロイヤー）の活用の充実を図る。また、学校だけでは対

応が困難な事案に対し、中立性・専門性を持った委員から構成される委員会によって

解決を図っていく。 

いじめ防止については、いじめ予防教育を推進するほか、いじめに関するリスクを

可視化できるシステムや、匿名で相談できるＳＮＳ相談アプリを全校で活用していく。 

中学校の部活動については、令和８年度中に、休日に実施されている学校部活動の

全ての種目（16 種）を地域クラブ「みんなのブカツ」として地域展開する。また、地

域クラブ活動を持続可能なものとするため、統括運営体制の構築について検討する。 

教員が子どもと向き合う時間を確保するため、学校が担うべき業務を明確化し、全

小中学校に配置した学校業務アシスタントを効果的に活用するとともに、校務支援シ

ステムの活用により、よりきめ細かな指導と校務の効率化を図る。 

教職員の資質・能力向上のため、教職経験年数（ライフステージ）に応じた研修講

座、訪問支援を中心とした若手教員研修を実施する。 

 

【主な事業】 教育情報通信システム運営費           ８７６，８２７千円 

（うちＩＣＴ活用による学習環境整備事業       ７６３，４２４千円） 

学校業務サポート事業費（教育推進課）       ７４，４４５千円 

学校業務サポート事業費（学校教育課）       ８８，３７３千円 

「チーム学校」推進事業              ７１，１１４千円 

部活動サポート事業               １８９，０６４千円 

教職員研修費                    ２，４２１千円 

大学及び企業等との連携による教師力向上事業費    １，３２５千円 

 

４．良好な学習環境の整備 

子どもたちのより良い学びを実現するため、良好な学習環境の整備を進める。 

校舎の改築整備については、改築時期を迎える橋北小学校の設計を引き続き行うと

ともに、仮設校舎の建設工事に着手する。 

良好な学習環境の確保と施設の長寿命化を図るため、小中学校の校舎や屋内運動場、

武道場、給食室における大規模改修、長寿命化改修、保全改修の工事または設計を行

う。 

エレベーター整備は、小学校において工事または設計を行う。 

その他の施設整備として、川島小学校法面整備工事や朝明中学校防球ネット設置工

事などを行う。 

空調が未整備であった小中学校の屋内運動場、武道場や特別教室については、令和

９年度からの供用開始に向け、空調整備を完了させる。 

児童生徒数減少による学校の小規模化の課題に対して、合同交流授業を行うなど、

魅力ある学校づくりへの支援のほか、令和８年度も水沢小学校において小規模特認校
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制度を継続する。 

 

【主な事業】 橋北小学校改築整備事業費            ８４，３７３千円 

小中学校大規模改修事業費         １，６２１，８０１千円 

小中学校その他施設整備費           ６７９，０７２千円 

小中学校空調設備整備事業費            ２，９２５千円 

学校規模等適正化事業費              ５，４２５千円 

 

５．図書館、博物館の施策の充実 

図書館においては、市民に親しまれる図書館であり続けるために必要な環境整備を

行う。また、来館が困難な方に向けた移動図書館においては、新たなコースでの定期

巡回及び子育て支援施設等への派遣により利用者の増大を図る。 

博物館においては、美術系の展覧会２本と学習支援展示「昭和のくらし」展を行い、

大人から子どもまでより多くの市民の来館を目指す。プラネタリウムについても、魅

力的なイベントを計画し、さらなる集客を図る。また、館内 Wi-Fi 環境の整備や博物

館ホームページのリニューアルを行うほか、経年により老朽化した展示ケースなどの

設備を更新する。 

 

【主な事業】 図書資料整備費                 ３５，４６６千円 

人権啓発拠点推進事業費    ９０７千円 

       図書館維持管理費   ６５，６３６千円 

       移動図書館運営費                １３，９１１千円 

       図書管理システム運営費             ３７，６０９千円 

       電子図書館運営費                １５，３０３千円 

博物館特別展等開催費              ３１，０８７千円 

プラネタリウム投映事業費            ２６，５１１千円 

施設設備維持管理費              １０５，５５５千円 
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橋北小学校改築整備事業費 

 

１．目的 

橋北小学校の校舎については、昭和 33 年に建築され、改築の目安とされる築 70 年を迎

える。 

教室や管理諸室、便所などの適切な配置による効率的な動線の確保や、様々な学習形態

に活用できるワークスペースを教室に併設するなど、効果的な施設整備を行うことで、よ

り良い学習環境の確保を目指す。また、建物性能の向上により省エネルギー化を図る。 

 

２．内容 

  〇橋北小学校改築整備事業 

・改築工事に係る基本設計及び実施設計業務委託（令和７～８年度） 

      校舎改築（鉄筋コンクリート造４階建、延床面積：約4,450㎡） 

普通教室（７教室、ワークスペース共）、少人数教室、特別教室、管理諸室 

（職員室、校長室等）、昇降口、エレベーター等 

特別教室棟長寿命化改修、給食室保全改修、渡り廊下改築（鉄骨造）、既設校舎 

及びプール解体、運動場及び遊具整備、仮設校舎 

    ・運動場整備に係る測量業務委託（令和８年度） 

    ・仮設校舎リース（令和８年～11年度） 

    ・校舎改築、校舎改修、既設校舎解体工事（令和９～11年度） 

    ・運動場整備に係る設計業務委託（令和10年度） 

・運動場及び遊具整備（令和11～12年度） 

 

３．予算額 ８４，３７３千円     （財源内訳）市  債 ４４，８００千円 

 （前年度 ４９，６００千円）        一般財源 ３９，５７３千円 

 

４．債務負担行為 

  ・橋北小学校仮設校舎リース 

    限度額  ８２９，８００千円  （総事業費 ８２９，８００千円） 

    期 間  令和８年度から令和11年度まで 

172



○事業スケジュール 

R１０年度 R１１年度 R１２年度R７年度 R８年度 R９年度

【基本設計、実施設計】

【仮設校舎リース】

【運動場整備】

【既設校舎解体、校舎改築、特別教室棟改修、給食室改修】

【地質調査】

【運動場設計】【運動場測量】

 

〇配置図 

 
 

 

仮設校舎 

改築校舎 

特別教室棟 給食室 

プール 
屋内運動場 

【長寿命化改修工事】 
防水改修、外壁改修、 
内部改修、トイレ改修 

【保全改修工事】 
屋根改修、外壁改修 
※内部はH25年改修済 

【プール解体】 

【仮設校舎リース】 
  普通教室、特別教室、職員室・校長室等管理諸室、 

昇降口、給食室、EV、渡り廊下等 

【校舎改築工事】 
普通教室、特別教室、職員室・校長室等
管理諸室、昇降口、EV、渡り廊下等 
既設校舎解体 

担当 教育委員会 教育施設課 

   藤吉 

   ℡ ３５４－８２４５ 
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１．目的 

  本市独自の「新教育プログラム」において、６つのテーマ（柱）ごとに就学前から中

学校卒業時までに育成すべき資質・能力を掲げ、その実現に向けた取り組みを進める

ことで、「夢と志を持ち、未来を創るよっかいちの子ども」の育成を目指す。 

 

 

２．内容 

（１）読解力向上プログラム                   ６０,０４１千円 

・図書館司書の派遣による読書活動の推進 

・読解・論理言語力テストの実施 

・中学生スピーチコンテスト「THE BENRON」の実施 

 

（２）論理的思考力向上プログラム                  ３８１千円 

・「論理的思考力」及び「表現力」向上の取組 

 

（３）英語コミュニケーション能力向上             １５１,５２８千円 

・英語指導員の活用  

（小）英語指導員派遣業務委託 

（中）ＹＥＦ報酬等経費 

・小学校英語専科教員の全校配置 

・中学校全学年での「英検ＩＢＡ」の実施   

 

（４）体力・運動能力向上プログラム              １７８,１８２千円 

・【拡充】学校水泳民間委託プール施設活用事業 

 Ｒ７：小学校 21 校 → Ｒ８：小学校全 37 校 

・四日市市ダンスプログラムの開発及び指導員派遣業務委託 

・生命及び性に関する出前講座 

 

（５）キャリア形成プログラム                   ２,０９４千円 

・「四日市版キャリア・パスポート」の活用 

・プレ社会人セミナーの支援 

・職場体験学習に係る保険 

 

 

 

新教育プログラム推進事業費 
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（６）地域への愛着プログラム                  ２０,８１６千円 

・四日市公害と環境未来館の見学 

・ＳＤＧｓのためのＥＳＤ教育の推進 

・小学校社会科副読本「のびゆく四日市」の編集 

 

 

３．予算額 ４１３,０４２千円  （財源内訳）その他特財  １０,１００千円 

（前年度 ３１８,０８７千円）       (職員宿舎等使用料) 

                     一般財源  ４０２,９４２千円 

 

担当 教育委員会 教育推進課 

重内 

℡ ３５４－８２５５ 
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１．目的 

一人一人の学びや育ちについて、就学前から義務教育終了までを見通した連続性を

持たせ、就学前・小学校・中学校が協働して子どもの教育に携わることで、「確かな学

力」と「健やかな成長」の充実を図る。 

 

 

２．内容 
（１）【拡充】小学校高学年の一部教科担任制            ９,３９１千円 

算数の教科担任制を実施するため、小学校高学年に非常勤講師を配置し、中学校の

学びにつながる系統的な指導の充実と子どもたちの学力向上を図る。 

・教科担任制実施にかかる非常勤講師の配置  小学校６校 

     

（２）就学前・小学校・中学校間による接続、連携に係る取組     １,２２０千円 

推進校の公開研究会や担当者研修会等を通して、就学前から中学校の子どもの実

態に応じた「自己選択、自己決定できる学習（学び）」を発信することで、自律した

学び手の育成を目指す。 

中学校入学に向けた小学校６年生用の春休み学習課題を提供することで、学力面

での中学校へのなめらかな接続につなげる。 

 

（３）学力診断支援                        ５,７２０千円 

三重県学力診断テスト「みえスタディ・チェック」について、採点業務を委託し、

迅速な採点・分析をすることで、日々の指導改善につなげる。また、児童生徒の意識

調査を実施し、授業改善及び学校教育活動の評価に生かす。 

 

 

３．予算額  １６，３３１千円  （財源内訳）一般財源 １６，３３１千円 

（前年度  １７,４８３千円） 

 

 

 

 

学びの一体化推進事業 

担当 教育委員会 教育推進課 

   重内 

   ℡ ３５４－８２５５ 
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四日市版コミュニティスクール推進事業費 
 

 

 

１．目的 

地域とともにある学校づくりを推進するため、四日市版コミュニティスクールに

おいて、保護者や地域住民等の教育活動への参画を促進する。 

また、今後は教育活動への参画に加え、地域が主体となった放課後の学習支援等

を進める。 

 

２．内容 

（１）四日市版コミュニティスクールの充実           ８,０１９千円 

   学校づくりビジョンの実現に向けて、地域人材等をゲストティーチャーとして

有効活用し、地域の特性を活かした教育活動の充実を図る。また、各地域の活動

の活性化を図るため、運営協議会委員研修会や委員長会議を開催する。 

 
（２）【拡充】地域が主体となった放課後の学習支援        ２,８０４千円 

コミュニティスクールが中心となって地域人材を活用し、中学校を核とした放

課後の学習支援等のこどもの居場所づくりにつながる取組の充実を図る。 

   Ｒ７：４校 → Ｒ８：８校 

 

 

３．予算額 １０，８２３千円    （財源内訳）県支出金(2/3) １，８６９千円 

（前年度 ９，５５５千円）         一般財源   ８，９５４千円 

 

担当 教育委員会 教育推進課 

重内 

℡ ３５４－８２５５ 
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１．目的 

休日における学校部活動は令和８年度秋以降、地域指導者による地域クラブ「みんなの

ブカツ」に地域展開する。この事業が持続可能な活動となるよう、環境を整備し、本市中

学生のスポーツ、文化・芸術活動の充実を図る。 

 

２．内容 

（１）平日学校部活動支援 

① 部活動指導員                        ６，２４８千円 

平日学校部活動における指導員を 34 部活に配置する。 

 

② 部活動協力員                          ３４２千円 

部活動の顧問が他の業務等により現場を離れている間に、部活動を行う生徒の安全を

見守る。教員数が少ない小規模校２校に配置する。 

 

（２）【拡充】休日部活動地域展開支援 

① 総合型地域スポーツクラブ                 ４１，１４０千円 

    中学生へスポーツ、文化・芸術活動を指導するため、総合型地域スポーツクラブに

対し、地域クラブ活動業務を委託する。 

 

② 地域クラブ（総合型地域スポーツクラブ除く）       １３５，３７０千円 

・地域クラブにおいて、中学生へスポーツ、文化・芸術活動を指導し、地域クラブ活動

を行うため、指導員報酬等を支払う。（年 39 回を想定）      

・地域クラブ活動の運営にかかる業務を委託する。（消耗品購入等） 

 

③ その他（アプリ利用料、体験会保険料、在り方検討会等）    ５，９６４千円 

・スケジュールの共有・出欠報告・保護者との連絡を行うためのアプリ利用料、体験

会のイベント保険料。 

・部活動の在り方検討会において、今後の運営体制等について協議する。 

 

 

３．予算額 １８９，０６４千円 （財源内訳）県支出金（2/3）１３９，１６６千円 

  （前年度  ５４，０３６千円）      一般財源     ４９，８９８千円 

部活動サポート事業 

担当 教育委員会 教育推進課 

   みんなのブカツ推進室 水谷 

℡ ３５４－８１４２ 
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１．目的 

新図書館へ移行するまでの間も、現図書館が市民に親しまれる図書館であり続ける

ために必要な環境整備を行う。 
 
 

２．内容 

（１）【拡充】授乳ブースの設置                   ８４６千円 

  授乳ブースをリースし、館内に設置する。 
 

（２）【拡充】多目的トイレへのおむつ台設置             ３６０千円 

  １階の多目的トイレにおむつ台を設置する。 
 

（３）視覚障害者閲覧用パソコン更新                ３９４千円 

  点字・録音資料室の老朽化した閲覧用パソコンの更新を行う。 
 

 （４）突発的な不具合対応のための施設修繕           ４，０００千円 

   突発的に発生した不具合を迅速に解消する。 
 
 

３．予算額   ５，６００千円 （財源内訳）一般財源  ５，６００千円 

 （前年度   ２，５００千円） 

 
 

４．債務負担行為 

  ・図書館授乳ブースリース 

   限度額  ２，５３８千円 （総事業費 ３，３８４千円） 

   期 間  令和８年度から令和11年度まで 

図書館維持管理費 

（利便性向上に資する経費） 

担当  教育委員会 図書館 

    谷本、浅野 

℡ ３５２－５１０８ 
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消 防 本 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

本市の消防救急体制は、一刻も早く災害現場に到着し、消防活動や救急活動が行え

るよう、８分消防５分救急の体制の構築に取り組んできたところであり、消防活動拠

点の整備については令和７年度をもって完了した。令和８年度は、これまでに整備し

た消防活動拠点を有効に活用し、市民に対し、より安全・安心を提供できる消防救急

体制に向け取り組みを進めるとともに、消防力の維持・強化を目的とした菰野町との

消防広域化に向けた協議を進める。 

また、迅速な救急搬送の実施に向けて、引き続き救急業務の高度化に取り組むとと

もに、救急業務の効率化に資する資機材の整備を図っていく。 

このように、消防本部は、災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、総合計

画の基本的政策に掲げる「市民を守る消防救急体制の確立」に向け、以下の事項の取

り組みを進める。 

 

１．消防力の充実強化について 

消防車両更新計画に基づき、老朽化した北消防署救助工作車や中消防署及び西分署

の高規格救急自動車等を更新する。また、老朽化した南消防署救助工作車の救助資機

材を更新する。 

 

【主な事業】 消防車両整備事業     ２６７，１３０千円 

                             

２．消防指令センターの共同運用について 

四日市市、桑名市及び三重郡菰野町の３消防本部で共同運用している三重北消防指

令センターの消防指令システム等について、令和８年４月の新消防指令システムの運

用開始に伴い、令和８年度は旧消防指令システムの撤去及び旧消防指令センターの建

築改修工事を行うとともに、適切なシステムの維持管理を行い消防指令センターの円

滑な運用を図る。 

 

【主な事業】 消防指令システム整備事業費         ６６，６９８千円 

消防指令センター共同運用事業費   １７，６４１千円 

 

３．救急業務の充実強化について 

マイナ保険証を活用し、より正確に傷病者情報を把握して円滑な病院選定を図る。

また、救急映像等伝送システムの運用の習熟により、現場到着から医療機関へ搬送開

始するまでの時間短縮を図る。あわせて、令和７年度に日勤救急隊用の救急車に導入

した電動ストレッチャー及び自動式心マッサージ器を車両更新にあわせて他の救急

車へ導入し、救急業務の効率化と隊員の身体的負担の軽減に努める。 
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また、救急ワークステーションの運用により救急救命士の研修時間を確保し、医療

機関との連携強化を図る。 

さらに、救急救命士が、救急車に複数名乗車できる体制を目指して計画的な養成

を行う。 

 

 【主な事業】 救急関係事業活動費 ３５，００１千円 

 救急救命士養成事業 １０，０２５千円 

 

４．火災予防対策の推進について 

  コンビナート事業所や防火対象物に対して立入検査や消防訓練を行い、関係者に

防火安全指導を行う。 

建物火災は火災件数の中で最も多いため、引き続きＳＮＳなどを活用して住宅防火

対策を推進し、市民の防火意識の向上を図る。 

また、リチウムイオン電池を搭載した機器などによる新たな火災の注意喚起や大規

模地震時の電気火災対策として感震ブレーカーの普及啓発を行う。 

 

 【主な事業】 火災予防関係事業活動費         ２，２６７千円 

 

５．消防団の充実強化について 

地域防災の要である消防団について、老朽化した消防分団車庫を改築するとともに、

令和７年度に導入したタブレット端末の効果的な運用により、消防団活動の円滑化を

図る。 

また、令和７年度に配備したオフロードバイクを活用した実践的な訓練を実施し、

大規模災害時における道路寸断時においても迅速な情報収集が可能な体制を構築す

る。 

あわせて消防団の災害対応能力を強化することで、地域防災力の更なる向上を図る。 

 

【主な事業】 消防分団車庫整備事業費   １３４，６９０千円 

 

６．消防広域化について 

人口減少や高齢化に伴う救急需要の増加、大規模災害の激甚化など社会環境の変化

に対応するため、消防本部の規模拡大によるスケールメリットを活かし、消防力の維

持・強化を目的とした消防広域化について、令和７年 9 月に菰野町から申出を受けた

ことから、今後、消防広域化に向けた協議を行う。 

令和 8 年度は、四日市市および菰野町の双方にメリットのある消防体制の構築を図

るため、消防署の適正配置を検討するための調査業務を進めていく。 

 

【主な事業】 消防広域化適正配置調査負担金 １，４５５千円 
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１．目的 

  火災・救急・救助等に迅速かつ的確に対応するため、消防車両更新計画に基づき、

車両の更新及び機能強化を行う。 

 

２．内容 

（１）車両更新事業 

   〇救助工作車【北消防署】 

    平成 21 年度に配備した救助工作車（Ⅱ型）を更新する。 

  

 ○高規格救急自動車【中消防署、西分署】 

令和元年度に配備した高規格救急自動車２台を更新する。 

 

   〇資機材搬送車【消防救急課】 

    平成 20 年度に配備した資機材搬送車（クレーン付き）を 

更新する。 

 

（２）消防活動用機器整備事業 

   〇救助工作車資機材の更新 

    南消防署救助工作車の老朽化した救助資機材を更新する。 

 

   〇高規格救急自動車用ＡＥＤの整備 

    高規格救急自動車用ＡＥＤを４台更新する。 

 

３．予算額 ２６７，１３０千円 （財源内訳）県支出金（10/10） ６９，１００千円 

（前年度 ４８１，７００千円）      市   債     ６２，２００千円 

                     その他特財       ２，３００千円 
                    （不用物品売払収入） 

                     一 般 財 源   １３３，５３０千円 

 

４．債務負担行為 

・消防車両購入費（水槽付消防ポンプ自動車） 

限度額 ８８，３００千円 （総事業費 ８８，３００千円） 

期 間 令和８年度から令和９年度まで 

・消防車両購入費（消防ポンプ自動車） 

限度額 ２８，４００千円 （総事業費 ２８，４００千円） 

期 間 令和８年度から令和９年度まで 

 
 担当 消防本部 総務課 

   川村 

TEL ３５６－２００３ 

高規格救急自動車 

救助工作車 

資機材搬送車 

消防車両整備事業 
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１．目的 

  地域の消防防災活動拠点である消防分団車庫のうち、老朽化の著しい車庫につ

いて整備を行う。 

 

２．内容 

昭和 62 年度に建築した大矢知分団車庫は築後 38 年が経過、昭和 63 年度に建

築した小山田分団車庫は築後 37 年が経過し、老朽化が進んでいることから改築

工事を行う。 

 

〇大矢知分団車庫の改築後の建物概要 

  ・建物構造 鉄骨造２階建て 

  ・延べ面積 約 82 ㎡ 

  ・建物用途 １階 消防車庫 

        ２階 詰所 

    

 

 

〇小山田分団車庫の改築後の建物概要 

・建物構造 鉄骨造平屋建て 

  ・延べ面積 約 68 ㎡ 

  ・建物用途 １階 消防車庫、詰所 

       

 

 

 

 

３．予算額 １３４，６９０千円  （財源内訳）市  債 ９０，０００千円 

（前年度 １１０，６８０千円）       一般財源 ４４，６９０千円 

 

 

消防分団車庫整備事業費   

担当 消防本部 総務課 

   川村 

   TEL ３５６－２００３ 

改築後のイメージ 

改築後のイメージ 
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１．目的 

  消防力の維持・強化のための消防体制の構築を図ることを目的とした消防広域

化に向けて、菰野町と検討及び協議を行うための調査を実施する。 

 

 

２．内容 

  令和７年９月に菰野町から消防広域化の協議について申出を受けたことから、

菰野町が発注主体となり、四日市市と菰野町の双方にメリットのある消防体制の

構築について、検討及び協議を行うための消防力適正配置調査を実施するにあた

り、負担金を支払う。 

 

〇調査スケジュール 

 

 

 

 

 

 

３．予算額 １，４５５千円      （財源内訳）一般財源 １，４５５千円 

 

 ※三重県が総事業費の 1/2 を補助（消防広域化推進補助金）し、残りの 1/2 を四

日市市及び菰野町がそれぞれ負担する。 

  

 

 

（新）消防広域化適正配置調査負担金   

（一般管理費）  

担当 消防本部 総務課 

   柴原  

   TEL ３５６－２００２ 

三重県負担 １／２
（補助額 2,910千円）

四日市市負担 １／４
（負担額 1,455千円）

菰野町負担 １／４
（負担額 1,455千円）

総事業費 5,820千円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

★
契約 完了

令和8年度
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上 下 水 道 局 

 

新年度予算における基本的な方針 

上下水道は、市民生活に直結する重要なライフラインであることから、より

一層市民に信頼される上下水道を目指し、計画的な施設整備を進めるとともに、

計画的に施設修繕や更新を行うなど適切な維持管理に努め、昨今の物価高騰など

の急激に変化する社会経済情勢下にあっても健全で安定した上下水道サービスの

提供を行う。 

また、昨年１月に発生した下水道管の腐食による八潮市道路陥没事故、４月に発

生した京都市における水道管の破裂事故を踏まえ、着実に老朽管路対策事業を行う

とともに、昨年９月に本市を襲った豪雨災害を踏まえ、市民の生命、財産を守

るため、雨水対策を迅速に取り組み、計画的に施設整備・更新を進めていく。 

水道事業については、節水型社会の進展やライフスタイルの変化などの影響

から、水需要が平成８年度をピークに総じて減少傾向を示している。令和８年

度についても、給水戸数は増加し、大口利用者の水需要もコロナ禍の影響から

回復しつつあるものの、一般利用者については戸当たり水量は減少し収益は減

少する見通しである。このような状況においても、安全で良質な水道水を引き

続き安定して供給するため、四日市市水道ビジョン２０１９及び四日市市水道

事業経営戦略を基本とした第３期水道施設整備計画に基づいて、基幹管路の耐

震化及び経年管路施設の更新等を図るとともに、漏水事故による社会的な影響

を回避するために鋳鉄管を早期に更新する方針が国から示されたことから、令

和 17 年度を目標年度に更新に取り組む。 

また、水道施設の老朽化が進む中、今後も施設のさらなる長寿命化のために、

既存施設の有効活用を促進することで財政負担の軽減と平準化を目指す中長期

的な更新需要の見通しを示したアセットマネジメント計画を策定する。 

さらに、人工衛星画像を活用した漏水箇所の調査などのＤＸ技術の活用や官

民連携を進めながら、業務の効率化を図りコストの削減に努めるほか、水道法

に基づく水質検査を引き続き適切に行う。 

 下水道事業については、四日市市生活排水処理施設整備計画（アクションプ

ログラム）及び四日市市下水道事業経営戦略に基づき市街化区域における令和

８年度の概成に向け汚水管整備を推進するとともに、既存施設の更新及び施設

の適正な維持管理に一層努め、包括維持管理委託やウォーターＰＰＰの導入な

どの官民連携やＷＥＢ会議システムを利用した遠隔工事検査などのＤＸ技術の

活用により業務の効率化に努める。また、下水道の整備区域外における合併浄

化槽の普及と適正な維持管理を進め、「水洗化による生活環境の向上」及び「川

や海などの公共用水域の水質保全」を図る。 

さらに、「雨に強いまちづくり」を進めるため、令和７年９月 12 日からの大

雨に伴う浸水被害を踏まえ、市内中心部の浸水被害の軽減を図るため、新阿瀬
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知ポンプ場の整備を可能な限り早急に行うための基本設計の見直しを行う。 

また、まつの雨水２号幹線管渠布設工事を引き続き実施し、令和９年４月か

らの供用開始を行うほか落合川排水路改良工事に着手する。 

また、雨水管理総合計画に基づき市街化区域における総合的な雨水対策とし

て、日永地区の六呂見調整池の用地取得を進めるとともに、詳細設計にも着手

するほか、雨水排水対策施設の整備や施設更新及び適正な維持管理を行う。 

農業集落排水事業についても、農村集落の生活環境の向上及び公共用水域の

水質保全を図るため、農業集落排水施設の適切な維持管理を行うとともに業務

の効率化を図り経費の削減に努める。 

 なお、上下水道事業は公営企業として、使用料等の財源確保に努めるととも

に、経営の効率化を図り、将来にわたり持続可能で健全な経営を行う。 

 

水 道 事 業 

将来にわたって安全安心で良質な水道水を安定して供給していくため、第３

期水道施設整備計画（令和元年度～令和 10 年度）に基づき整備を進めるととも

に、適切な維持管理を行う。 

小牧水源地において紫外線処理施設の整備を行うとともに、基幹施設の耐震

化並びに経年管及び経年施設の更新に取り組む。 

 

【主な事業】 第３期水道施設整備事業          2,878,000 千円 

・高度浄水処理施設整備 

・基幹施設耐震化 

・経年管路更新 

・経年施設更新 

・中央通り再編事業に伴う管網整備 

 

下 水 道 事 業 

１．汚水対策事業について 

生活環境の向上及び川や海などの公共用水域の水質保全を図るため、四日市

市生活排水処理施設整備計画（アクションプログラム）に基づき、汚水管渠の

整備を進めるとともに、既存施設の耐震化及び更新に取り組み適切な維持管理

を行う。 

【主な事業】 公共下水道汚水対策事業          7,156,531 千円 

・管渠整備：各地区における整備 

・管渠更新：特別重点調査に伴う重要下水道管路更新 
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団地内老朽管及びストックマネジメント計画 

に基づく管更生 

中央通り再編事業に伴う管渠更新（諏訪栄町） 

中央通り再編事業に伴う管渠移設 

ウォーターＰＰＰ発注支援 

・施設更新：ストックマネジメント計画に基づく施設更新 

      及び耐震化 

 

２．雨水対策事業について 

市街化区域の集中豪雨等による浸水対策を図るため、雨水管理総合計画に基

づき、雨水排水施設の整備を推進するとともに、施設更新及び耐震化に取り組

み、適切な維持管理を行う。 

【主な事業】 公共下水道雨水対策事業          6,223,460 千円 

・市 内 中 心 部：新阿瀬知ポンプ場基本設計見直し 

浸 水 対 策  まつの雨水２号幹線管渠布設工事 

      落合川排水路改良工事 

・施 設 整 備：六呂見調整池（日永地区）用地、建物補償 

及び詳細設計 

・管 渠 更 新：特別重点調査に伴う重要下水道管路更新 

中央通り再編事業に伴う管渠更新（諏訪栄町） 

       中央通り再編事業に伴う管渠移設 

ウォーターＰＰＰ発注支援 

・施 設 更 新：ストックマネジメント計画に基づく施設更新 

及び耐震化 

 

農 業 集 落 排 水 事 業 

農村集落の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、農業集落

排水施設の適切な維持管理を行う。 

【主な事業】 施設維持管理経費（11 地区）        273,880 千円 

 

コミニティ・プラント事業 

生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、コミニティ・プラン

ト施設の適切な維持管理を行う。 

【主な事業】 施設維持管理経費（２地区）         91,343 千円 
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合 併 浄 化 槽 事 業 

生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、個人の合併浄化槽設

置及び適正管理に対して、補助金を交付する。 

【主な事業】  合併浄化槽整備促進事業           65,057 千円 

合併浄化槽水質浄化促進事業        103,872 千円 
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１．目的 

  安全安心で良質な水道水を将来にわたって安定的に供給し、市民から信頼される水

道事業を持続するために、施設の耐震化と経年管及び経年施設の更新を進める。   

 

２．内容 

（１）高度浄水処理施設整備事業                ２９６，６００千円 

  小牧水源系において、クリプトスポリジウム等の指標菌が検出されたことから、安

全安心な水道水の供給を行うため、紫外線処理設備の整備を行う。 

     

（２）基幹施設耐震化事業                   １４４，０００千円 

  配水管の耐震化を図り、被災時における市民生活への影響を最低限に抑える。 

配水管の布設替  L=300m 

    主な整備箇所：生桑町、小牧町 他 

 

（３）経年管路更新事業                  １，０２５，４００千円 

  水道水の安定供給を図るため、経年管路更新計画に基づき、配水管を更新する。ま

た、漏水事故による社会的な影響を回避するために鋳鉄管を早期に更新する方針が国

から示されたことから、令和 17 年度を目標年度に更新に取り組む。 

配水管の布設替  L=5,920m 

    主な整備箇所：山田町、川島町 他 

     【拡充】鋳鉄管更新事業：地下埋設物調査  

 

（４）経年施設更新事業                  １，２６２，０００千円 

  水道施設の電気・機械設備の更新を行う。 

     対象施設：小牧水源地、あがた加圧ポンプ所 他 

 

（５）中央通り再編事業に伴う管網整備事業           １５０，０００千円 

  中央通り再編事業に伴い、中心市街地周辺部における管網整備を行う。 

 

３．予算額 ２，８７８，０００千円  

（前年度  ３，８１０，０００千円）       

                       （財源内訳）国 庫 補 助 金(1/3・1/4) ７７，２０９千円 

企   業   債      １，２８１，７００千円 

他会計補助金         １２３，０７０千円 

自 己 財 源      １，３９６，０２１千円 

 

 

 

 

                                                                                           

水道事業会計 

第３期水道施設整備事業 

担当 上下水道局 水道建設課 

    新美 ℡ ３５４－８３６５ 

上下水道局 施設課 

櫻井 ℡ ３５４－８３６４ 
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１．目的 

  安全安心で良質な水道水を将来にわたって安定的に供給し、市民から信頼される水

道事業を持続するために、近年増加している漏水履歴のある老朽管の更新を進める。 

 

 

２．内容  

  【拡充】配水管の布設替え                                         

   φ５０ 布設替 L=1,660m  

   φ７５ 布設替 L=  50m 

   φ１００布設替 L=1,060m 

 

   主な整備箇所：大字羽津、河原田町 他 

 

 

３．予算額  ３２２，６１５千円  （財源内訳）企 業 債 １５１，６００千円 

（前年度   ２２６，９００千円）       他会計補助金  １９，２４２千円 

                       自 己 財 源 １５１，７７３千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新前                 更新後 

（塩ビ管）         （配水用ポリエチレン管）※耐震管 

                                                                                           

水道事業会計 

漏水対策管路更新事業 

担当 上下水道局 水道維持課 

    鈴木 ℡ ３５４－８３６０ 
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１．目的 

 高度経済成長期以降に大量に整備した水道施設の老朽化が進むなか、より効率

的・合理的な施設更新を行っていくため、概ね 30～40 年を見据えた中長期的な施設

更新需要の見通しを示すアセットマネジメント計画を策定する。 

 

２．内容 

水道管・施設のアセットマネジメントの高度化に向けて、ＡＩを活用した管路劣

化予測等を「重要度」に、管種別の経過年数を「老朽度」として組み合わせ、今後

の最適な管路更新計画を策定する。また、施設については電気・機器設備の個別評

価により優先度を判定し、計画的に予防保全型メンテナンスへの転換を加速させる。 

 

 

＜重要度と老朽度評価による更新優先度の設定＞ 

 

重要度・老朽度評価                      AI 管路劣化予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

水道管の管種別の法定耐用年数と実使用年数（一部） 

管種 
法定耐用 

年数 

実使用 

年数 
使用年度 備考 

ダクタイル 

鋳鉄管 
耐震型継手 40 年 100 年 H15- 長期の耐久性が期待できる 

硬質塩化 

ビニル管 
ＴＳ継手 40 年 40 年 S39-S48 漏水が多く発生している 

 

 

３．予算額 

１２，０００千円         （財源内訳）自己財源 １２，０００千円 

水道事業会計 

（新）水道施設アセットマネジメント計画策定業務委託 
 

高

低

更新優先度

14 11 5 1

15 12 6 2

18 13 8 3

19 16 9 4

20 17 10 7

               老朽度　（経過年数）

重
要
度

（
A

I

劣

化

予

測

等

）

担当 上下水道局 経営企画課 

    追塩 ℡ ３５４－８３６９ 
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１．目的 

     生活排水処理及び川や海などの公共用水域の水質保全を図るために、公共下水道

（汚水）施設を計画的に整備する。 

 

２．内容 

（１）管渠整備      ４，２６１，０３３千円 

  各地区において計画的に推進してきた汚水管渠の整備（面的な整備）を引き続き

進める。 

  〇整備地区：下野､大矢知､羽津､三重､桜､常磐､四郷､内部､河原田（L=13.0 ㎞）        

４，２６１，０３３千円  

      

（２）管渠更新      １，５４８，３５９千円 

 ○重点調査（国・市単独）に伴う管渠更新         ２６９，５００千円 

○泊山汚水幹線管渠更新                 ４９５，２８０千円 

〇ストックマネジメント計画に基づく管更生        ４４０，７７５千円 
○管渠耐震調査設計                    ３９，７５０千円 

〇団地内老朽管の管更生（あかつき台） 他        ３０３，０５４千円 

 

（３）施設更新       １，３４７，１３９千円 

ストックマネジメント計画に基づく施設更新及び耐震化を行う。    

〇処理場・ポンプ場（更新） 

日永浄化センター第３系統 他           １，２８０，１５４千円 

〇処理場・ポンプ場（耐震化） 

日永浄化センター第３系統 他              ６６，９８５千円 

   

３．予算額 ７，１５６，５３１千円    

 （前年度 ６，５３１，４４５千円）   

（財源内訳） 国庫補助金(5.5/10・1/2)      ２，４０１，０７９千円 

             企 業 債            ４，４５３，６００千円 

            自 己 財 源              ３０１，８５２千円 

 

 

                                         

 

下水道事業会計 

公共下水道汚水対策事業 

担当 上下水道局 下水建設課 

柳川  ℡ ３５４－８２２３ 

上下水道局 施設課 

田島  ℡ ３５４－８２２０ 
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１．目的 
     市民の生命・財産を守る「雨に強いまちづくり」を進めるため、市街化区域の雨

水排水施設の整備を推進する。 

 

２．内容 
（１）【拡充】市内中心部浸水対策  ６６３，２５０千円 

  令和７年９月 12 日からの大雨に伴う浸水被害を踏まえ、中心市街地の浸水被害の

軽減を図るため、浸水対策を可能な限り早急に行う。 

  ○新阿瀬知ポンプ場整備                  ４０，０００千円 

    ・ 基本設計見直し【令和８-９年債務】         

令和８年度            ０千円 

令和９年度       ８０，０００千円 

       ・補償算定業務委託 他   ４０，０００千円 

○まつの雨水２号幹線管渠布設工事            ４４７，５００千円 

○落合川排水路改良工事                 １７５，７５０千円 

 

（２）施設整備           ５９０，７１２千円 
   特に浸水被害の多い地域について施設整備を進める。 

○六呂見雨水調整池（日永地区）詳細設計         １１０，０００千円 

〇六呂見雨水調整池（日永地区）用地及び建物補償     １９０，０００千円 

  〇排水路改良工事 及び 土木要望対応 他         ２９０，７１２千円 

   

（３）管渠更新        １，８２９，１６７千円 

  ストックマネジメント計画に基づく管渠更新等を行う。 

〇重点調査（国・市単独）に伴う管渠更新       １，２９０，５００千円 

〇管渠耐震調査設計                    ４３，０００千円 

〇管渠更新（納屋・阿瀬知排水区） 他          ４９５，６６７千円 
 

（４）施設更新         ３，１４０，３３１千円 

ストックマネジメント計画に基づく施設更新及び耐震化を行う。    

〇処理場・ポンプ場（更新） 雨池ポンプ場 他     ３，１１５，４９８千円 

〇処理場・ポンプ場（耐震化） 白須賀ポンプ場 他     ２４，８３３千円 

   

３．予算額 ６，２２３，４６０千円    

 （前年度 ４，１６９，９９０千円）   

（財源内訳） 国庫補助金(5.5/10・1/2・4/10)  ２，４３３，３９８千円 

             企 業 債           ３，３５６，４００千円 

            他会計負担金               １７，２００千円 

              負  担  金               ２，９０９千円 

            自 己 財 源             ４１３，５５３千円 

 

 

                                         

 

下水道事業会計 

公共下水道雨水対策事業 

担当 上下水道局 下水建設課 

柳川  ℡ ３５４－８２２３ 

上下水道局 施設課 

田島  ℡ ３５４－８２２０ 
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１．目的 

  市民の安全を確保するため、老朽化した下水道管の改築工事を行う。 

 

 

２．内容 

令和７年１月に発生した埼玉県八潮市の陥没事故を受け、国からの要請のあ

った「下水道管路全国特別重点調査」に基づき、緊急度Ⅰと判定された管路改

築工事を行う。 

 

 管更生工延長 L＝1,470m 

合流管    L＝710m（φ2,000 ㎜～2,500 ㎜） 

雨水管（函） L＝760m（φ2,000mm、□3,000×2,000mm 他） 

 

 

３．予算額 

１，５００，０００千円  （財源内訳）国庫補助金（1/2）７５０，０００千円 

企 業 債    ６７５，０００千円 

自 己 財 源     ７５，０００千円 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（凡例     ：合流管     ：雨水管（函）） 

 

下水道事業会計 

（新）管渠布設費（重要下水道管路更新事業） 

担当 上下水道局 下水維持課 

 

戸谷 ℡ ３５４－８３７０ 

北部位置図 南部位置図 

朝明川 

海蔵川 

四日市ドーム 

近鉄富田駅 

三滝川 

JR四日市駅 

近鉄四日市駅 

鹿化川 

天白川 

JR 南四日市駅 

近鉄塩浜駅 

米洗川 

北勢バイパス 
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１. 目的 

合併浄化槽の新設や、単独浄化槽又は汲取便槽から合併浄化槽への転換にかか

る費用の一部を補助することにより、生活環境の向上及び河川や海などの公共用

水域の水質保全を図る。 

   

２. 内容 

住宅の新築及び改築、増築等に伴い合併浄化槽を設置する者及び既存建築物の

単独浄化槽や汲取便槽から合併浄化槽に転換する者に対して補助金を交付する。 

なお、令和８年度より、加算額の算出根拠となる国の交付金基準額が改正され、

撤去費用が増額されることから、転換補助金額を改正する。 

 

① 新築補助（137 基） 

 

 

 

 

 

 

 

② 転換補助（59 基） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算額 ６５，０５７千円   （財源内訳） 

（前年度 ６３，７８５千円）    国庫支出金（1/3） １９，７８０千円 

                  県 支 出 金（1/3） １２，２２２千円 

                   一 般 財 源       ３３，０５５千円 

 

担当 上下水道局 生活排水課   

北川 ℡ ３５４－８４０２ 

 

合併浄化槽整備促進事業 

人槽規模

5人槽

6～7人槽

8～50人槽

※新築補助に係る基準額の改正はなかったため、補助金額に変更なし。

補助金額

180,000

231,000

292,000

単位：円

基本額 加算額 合計額 基本額 加算額 合計額

5人槽 360,000 180,000 540,000 5人槽 360,000 210,000 570,000

6～7人槽 462,000 180,000 642,000 6～7人槽 462,000 210,000 672,000

8～50人槽 585,000 180,000 765,000 8～50人槽 585,000 210,000 795,000

※転換補助において高齢者（65歳以上）のみが居住し、かつ非課税世帯の場合は10％の
  割り増しを行う。

単位：円

人槽規模
現行

人槽規模
改正後
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１. 目的 

合併浄化槽の保守点検、清掃、法定検査の維持管理を行った浄化槽管理者に補助金

を交付することで、合併浄化槽の適正な維持管理を促進し、公共用水域の水質保全を

図る。 

 
２. 内容 

公共用水域の水質保全の目的から、浄化槽の法定検査の適正率向上に向け、合併浄

化槽の適正な維持管理を行った浄化槽管理者に補助金を交付する。 

 

人槽別補助金額          単位：円 

人槽規模 金 額 

5～ 6 人槽 16,000 

7～ 9 人槽 18,000 

10～50 人槽 22,000 

補助基数 5,949 基 

  

３．予算額  １０３，８７２千円  （財源内訳）一般財源 １０３，８７２千円 

   （前年度  １１３，９８０千円）  

 

 

 

 担当  上下水道局 生活排水課   

北川 ℡ ３５４－８４０２ 

合併浄化槽水質浄化促進事業 
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市 立 四 日 市 病 院 

 

新年度予算における基本的な方針 

  

 コロナ禍を経て、医療界は大きな転換期を迎えており、当院においても創設以

来の経営の危機的状況に直面している。インフレの進行は留まるところを知ら

ず、物価や人件費に加え、建築・設備費なども高騰するなど、例外なく全てのコ

ストが上昇している。一方で、患者の受診行動も変容し、患者数の減少が続いて

いる病院も多く、当院を含む全国の病院において、経営状況は悪化の一途を辿っ

ている。 

こうした状況を反映し、令和６年度決算では、多くの病院で赤字となり、とり

わけ不採算部門を担う公立病院では約８割が赤字という経営の危機的状況に陥

っている。これを受けて、先般行われた国の補正予算において、賃上げ・物価上

昇に対する支援が示されるとともに、令和８年６月に行われる次期診療報酬改

定においても、本体で平均＋3.09％となり、薬価等の△0.87％と合わせて 12 年

ぶりのプラス改定となる旨が決定されたところである。 

 しかしながら、近年上昇を続け、費用の約半分を占める処遇改善に伴う給与費

の増加の影響も大きく、患者数も伸び悩む中、今般示された次期診療報酬改定率

では、費用の上昇分を賄うことができる水準には至っておらず、今後も予断を許

さない厳しい経営環境が続くものと想定される。 

 当院としては、北勢地域の中核病院として存続し、今後も求められる救急医療、

高度医療などの急性期医療を提供し続けなければならない。その実現のために、

職員一丸となって経営改善活動に取り組み、経営改革を進めていかなくてはな

らない。具体的には、令和６年度から活動を継続している経営改善プロジェクト

について、メンバーを入れ替え、新たな視点で収益改善やコスト削減などに取り

組むとともに、事務局による改善活動も継続する。併せて、令和７年度に実施し

ている外部の視点を取り入れた経営状況分析及び経営改善支援業務委託におい

て、受託者から提案を受けた改善策をもとに、経営改善計画を策定し、順次実行

に移していく。これらの改善活動を通じて経営基盤の強化を進め、地域に誇れる

病院となるべく、より柔軟で強固な組織づくりにも努めていく考えである。 

こうした方針の下、令和８年度予算については、コロナ５類移行後２年以上が

経過しても患者数が回復しない現状を踏まえつつ、令和８年４月から開始する

無痛分娩料も加味した上で、入院及び外来収益を計上している。一方、費用では、

高度急性期医療の提供に不可欠となる、手術用の診療材料費や投薬治療用の薬

品費などの材料費をはじめ、物価・労務費上昇を踏まえた経費や医療従事者を含

む職員の給与費などを計上している。その結果生じる収支の不均衡については、

赤字の継続により運営資金が減少しているため、一般会計からの支援強化によ

り予算を編成している。 

 また、施設整備については、令和４年度に工事着手した配管・配線類等をはじ
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めとする老朽化した病院施設の大規模改修事業において、最終年度となる令和

８年度は中央検査室の改修工事等を行う。並行して、病院施設の適切な維持管理

を図るため、更新時期を迎えた設備機器等も更新する。さらに、３年目となる病

院施設更新計画の策定に向けた取り組みとして、新病院の目指す姿や使命・役割

のほか、将来の方向性といった当院のあり方について検討を行う。このほか、医

療機器等の整備については、患者に安全・安心で高度な医療を安定的に提供する

ため、必要に応じた医療機器の更新を行うとともに、情報セキュリティの強化や

医療ＤＸの推進など、電算等のシステム整備も図っていく。 

 当院を取り巻く経営環境は、非常に厳しい状況が続くものと想定されるが、今

後も当院が、北勢地域の命と暮らしを守り、地域から“選ばれる病院”であり続

け、地域医療の“最後の砦”として持続可能な医療を提供できるよう、全職員が

一丸となってより一層の経営改善を実行していくことで、より強固な経営基盤

づくりに努めるとともに、質の高い医療水準を確保し、地域の医療機関とのより

一層の連携強化も図りながら、救急医療、高度医療などの急性期医療を安定的に

提供できるよう努めていく。 

 

 

１．病院施設大規模改修 

昭和 53 年の移転新築以来、未改修のままである配管・配線類等のインフラ

更新に併せて、薬局、中央検査室、中央放射線室を中心とした部門改修及び患

者支援のための入退院支援センターの新設、院内セキュリティ対策の強化など

を行う。工事開始から５年目を迎え、最終年度となる令和８年度は、中央検査

室の改修工事等を行う。 

【主な事業】病院施設大規模改修工事（３期）       1,527,600 千円 

      病院施設大規模改修工事監理業務委託（３期）  25,000 千円 

      備品等移設支援業務委託            1,540千円 

      備品等移設業務委託              22,605千円 

      ネットワーク整備業務委託           28,380千円 

      備品購入                   36,300千円 

      仮設プレハブ設置及び賃貸借          10,960千円 

       

２．その他病院施設改修 

病院施設の適切な維持管理を図るため、更新時期を迎えた設備機器等を更新

する。令和８年度は、屋上防水、サービス棟電気室低圧配電盤及びＥＲ棟昇降

機の改修工事を行う。 

【主な事業】屋上防水改修工事                        61,600 千円 

      サービス棟電気室低圧配電盤改修工事         43,153 千円 

      ＥＲ棟昇降機改修工事                       27,665 千円 
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３．病院施設更新計画検討 

病院施設更新計画の策定に向けた取り組みとして、令和６年度に実施した現

地建替検討、令和７年度に行う基礎調査に続き、新たな地域医療構想を踏まえ

た新病院の目指す姿や使命・役割のほか、医療機能をはじめとする将来の方向

性といった当院のあり方について検討を行う。 

【主な事業】病院施設更新計画策定に向けたあり方検討業務委託 13,200 千円 

 

４．医療機器等整備 

患者に安全・安心で高度な医療を安定的に提供するため、ハイブリッド手術

室用血管造影Ｘ線診断装置、放射線情報管理システム、周産期情報管理システ

ムをはじめとした医療機器等の整備・更新を図る。 

【主な事業】ハイブリッド手術室用血管造影Ｘ線診断装置、放射線情報管理

システム、周産期情報管理システムほか購入 500,000 千円 

 

５．情報セキュリティ強化、ＤＸ推進 

情報セキュリティ強化の一環として、令和７年度に導入した総合医療情報シ

ステム統合型バックアップストレージに格納したバックアップデータを、有事

の際に安全かつ確実に復旧できるよう適切な運用を図る。また、業務効率化に

向けた医療ＤＸ推進の一環として、医療向け生成ＡＩサービスを利用し、医療

文書作成支援や音声メモ機能などの機能を活用することにより医療従事者の

負担軽減を図る。さらに、セキュリティが確保された病院専用のチャットツー

ルを採用し、医療従事者間の安全な情報共有を図る。 

【主な事業】総合医療情報システム統合型バックアップストレージ 

運用保守業務委託 2,121 千円 

医療向け生成ＡＩサービス使用料 3,776 千円 

       チャットツール使用料 2,601 千円 

 

６．経営改善に向けた取り組みについて 

令和元年度以降６年連続の赤字決算となる中、令和６年度以降取り組んでき

た経営改善プロジェクトや経営改善事務局会議による院内での改善活動に加

えて、令和７年度には外部の視点を取り入れた多角的な改善を進めるため、医

療経営コンサルタントによる経営状況分析及び経営改善支援の中で改善提案

を受けるなどの経営改善に向けた取り組みを進めている。 

令和８年度は、これらの改善提案などを含め、主に次のとおりの改善項目に

ついて、更なる経営改善を推進していく。 

 

〇 以下（１）による改善効果見込額 令和８年度末累計 2.5 億円 

                  令和９年度末累計 5.5 億円 
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（１）実行済み又は今後実行する項目 

区     分 R7 年度 R8 年度 R9 年度  

職員数の見直し 

〔医師定数の見直し、非常勤医師削減など〕 
実行 → → 

SPD（物品・診療材料の一元管理委託）の導入 
〔物品･診療材料の発注･納品･管理の委託化で経

費削減〕 

 （契約） 実行 

診療材料の共同購入による経費削減 

〔全国規模の組織体に参加して共同で購入〕 
 （加入手続き） 実行 

医療機器更新費の抑制 

〔医療機器更新間隔の見直し〕 
 実行 → 

医療機器保守委託内容の変更 

〔メンテナンス方法の一部見直し〕 
 実行 → 

 

（２）実行に向け検討を進め、順次実行に移す項目 

区     分 備  考 

病床数の適正化 

〔医療需要に応じた病床数の適正化〕 

引き続き検討を進め、実行可

能なものから順次実行 

就職準備資金の廃止 
〔7:1 体制導入に伴い増員を図ってきた看護師
の充足〕 
自費料金の見直し（文書料、室料差額料金、

普通駐車場使用料など） 
〔コストに見合う料金への見直し〕 

業務委託の仕様及び発注スキームの見直

し〔委託仕様内容などの見直し〕 

高額医療機器更新時のクラウドファンデ

ィング〔資金確保手段の拡大〕 

院内託児所の運営費の低減 

〔院内託児所の運営に係るコストの低減〕 
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１．目的 

病院運営を継続していくために必要となる、経年劣化が進むインフラを主とし

た病院施設の老朽化対策とともに、患者にとって安全、安心で快適な医療環境の

改善や、医療従事者にとっても働きやすい労働環境の整備を行う。 

 

 

２．内容 

昭和53年の移転新築以来、未改修のままである配管・配線類等のインフラ更新

や薬局、中央検査室、中央放射線室を中心とした部門改修に併せて、患者支援の

ための入退院支援部門の新設および院内セキュリティ対策の強化などを行う。 

令和８年度は、３期に分割して進める計画のうち、令和７年度に引き続き３期

分を実施する。 

 

 

３．予算額 １，６５２，３８５千円 （財源内訳）企業債  １，５８８，９００千円 

 （前年度 １，００４，２４７千円）      自己財源    ６３，４８５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市立四日市病院事業会計 

病院施設大規模改修事業 
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（単位：千円）

令和4年度
決算額

令和5年度
決算額

令和6年度
決算額

令和7年度
決算見込額

令和8年度
予定額

計

 大規模改修工事(1期) 71,600 577,136 － － － 648,736

 大規模改修工事監理業務委託(1期) 2,970 12,430 － － － 15,400

 備品等移設支援業務委託(1期) 2,405 2,003 － － － 4,408

 仮設プレハブ設置及び賃貸借 0 90,382 8,718 1,757 10,960 111,817

 その他委託等 3,893 2,981 5,215 51 － 12,140

 大規模改修工事(2期) － 262,051 1,243,763 － － 1,505,814

 大規模改修工事監理業務委託(2期) － 6,600 19,800 － － 26,400

 備品等移設支援業務委託(2期) － 3,520 7,858 － － 11,378

 機器・備品移設業務委託 － 9,845 42,570 － － 52,415

 ネットワーク整備業務委託 － 23,100 33,440 － － 56,540

 備品購入 － － 136,400 － － 136,400

 大規模改修工事(3期) － － 0 844,000 1,527,600 2,371,600

 大規模改修工事監理業務委託(3期) － － 0 20,000 25,000 45,000

 備品等移設支援業務委託(3期) － － － 6,202 1,540 7,742

 機器・備品移設業務委託 － － － 40,200 22,605 62,805

 ネットワーク整備業務委託 － － － 34,430 28,380 62,810

 備品購入 － － － 57,607 36,300 93,907

80,868 990,048 1,497,764 1,004,247 1,652,385 5,225,312

区　　分

合　　計

（債務計 2,416,600）

（参考） 

○事業費の内訳                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業スケジュール（予定） 

区  分 R4 R5 R6 R7 R8 

工事・工事監理・備品等移設支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主
な
工
事
内
容 

①インフラ改修 
 

 

 

 

  

 

 

②部門改修 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③入退院支援部門の設置      

④セキュリティ対策の 

強化など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設プレハブ設置及び賃貸借      

 

 

 

自動扉設置 院内サイン 

中央検査室 

１期分 

２期分 ３期分 

薬局・中央放射線室(MRI) 

担当 市立四日市病院施設課 古市 

総務課 山川、森 

℡ ３５４－１１１１ 
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（単位：千円）

危機管理課 防災倉庫整備事業費 32,000
防災備蓄品の管理業務の効率化と災害発生時における拠点防災倉庫
での迅速な荷捌き及び配送体制の強化に資する「防災備蓄品管理シ
ステム」の導入

調達契約課 電子契約システム運用経費 410
契約業務の効率化、コスト削減、コンプライアンス強化等を目的と
した電子契約システムの導入

ＡＩ・ＲＰＡ等活用促進事業費 4,950
職員の業務引継ぎや均一化を目的とした、ＡＩを用いた業務解析・
マニュアル作成ツールの導入

行政手続のデジタル化事業費
（ＬＩＮＥ公式アカウント運用管理及び再構築）

19,180
各種行政手続の周知や案内などの情報を配信する市の公式ＬＩＮＥ
アカウントの運用管理及び、利用者の利便性の向上、運用保守にか
かる委託費の縮減を目的とした再構築の実施

行政手続のデジタル化事業費
（窓口のデジタル化推進）

106,723
窓口業務のデジタル化を図るため、「四日市市窓口業務デジタル化
実施計画」に基づく、「書かない窓口」、「回らない窓口」などの
各種施策の実施

市民生活課 多文化共生推進事業費 4,160
日本語の理解が困難な外国人市民に対して、総合的な相談業務を円
滑に実施するためのモバイル端末機によるテレビ電話通訳サービス
や、電話による多言語三者間通訳の実施

文化課 こどもみらいクーポン事業 36,264
こどもみらいクーポン事業を実施するためのシステム開発・保守運
用及びＷⅰ－Ｆⅰ端末の導入

戸籍住民
基本台帳費

市民課 コンビニ交付事業費 7,648
マイナンバーカードを利用して住民票等の各種証明書を簡単に取得
できるコンビニ交付サービスの利用促進のために、市役所１階に設
置したキオスク端末の運用及び市民への操作支援の実施

衛生費 保健所費 食品衛生検査所 食肉衛生検査事業費 136
ＨＡＣＣＰに基づくと畜解体作業について外部検証（監視・指導）
を記録するためのタブレットの導入

荒廃農地状況調査費 867
市内の全農地を対象に行う利用状況調査で使用する、人工衛星デー
タとＡＩを活用した農地利用状況調査効率化システムの導入

農業委員会一般経費 1,565 遊休農地調査及び農業委員会月例総会で使用するタブレットの導入

土木費 道路橋梁費 用地課 境界査定業務費 14,234
境界査定記録を窓口にて閲覧可能にする四日市市官民境界査定資料
管理・閲覧システムの改修

228,137一　般　会　計　小　計

事　　　業　　　概　　　要

一般会計

総務費

総務管理費 デジタル戦略課

農林水産業費 農業費 農業委員会事務局

令　和　８　年　度　行政のデジタル化関連事業について

会計 款 項 所属 事              業              名
令和８年度

予算
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（単位：千円）

事　　　業　　　概　　　要会計 款 項 所属 事              業              名
令和８年度

予算

電算等システム整備事業費
（ライセンス賃借料）

3,776
診察や問診時の会話を文字で記録し、編集等が可能な生成ＡＩの導
入

電算等システム整備事業費
（ライセンス賃借料）

2,601
医師や看護師等の職員間で、携帯端末などからのチャットや通話を
用いて、患者の病態に応じた処置等の情報のやりとりを行うことが
できるツールの導入

電算等システム整備事業費
（ライセンス賃借料）

2,640
入院時のインフォームドコンセント(説明と同意)などに活用するた
めの動画作成ツールの導入

電算等システム整備事業費
（病診連携Ｗｅｂ予約導入委託料）

1,369
地域の医療機関が、現在電話で行っている紹介患者の検査等の予約
をＷｅｂで行うことができるツールの導入

10,386

238,523

企　業　会　計　小　計

合　　　　計

企業会計 病院事業費用 医業費用 市立四日市病院
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令和８年２月定例月議会
財政課

決算 決算見込 （単位：億円）

6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 備考

市税 718 745 750 746 750 749 744 744 【前提条件等】

 　うち　個人市民税 193 213 221 224 228 226 225 223 　・物価上昇：R9まで毎年2％上昇、以降横ばい

 　うち　法人市民税 54 75 56 60 63 65 66 66 　・人件費：R9まで毎年正職3％、会任ﾊﾟｰﾄ7.7％上昇、以降横ばい

 　うち　償却資産 177 159 172 164 159 156 154 153 　・市税：R13まで740億円台で推移

地方譲与税等 141 133 137 136 139 141 144 146
 　うち　地方消費税交付金 82 87 90 91 94 96 98 101 　・地方消費税交付金：現行制度が継続すると仮定

地方交付税 5 5 5 4 4 4 4 4

国・県支出金 341 357 365 345 341 354 342 364

市債 40 88 122 70 117 210 106 85

その他 202 216 143 154 152 185 166 149
　うち　財政調整基金繰入金 14 8 7 0
　うち　都市基盤・公共施設等整備基金繰入金 5 19 17 7 16 34 21 16

計（Ａ） 1,447 1,544 1,522 1,455 1,503 1,643 1,506 1,492

人件費 232 257 262 258 269 258 270 258

　　うち　退職手当 13 3 11 3 13 3 13 3

扶助費 359 368 368 368 370 372 373 375
　　うち　補助 291 313 330 331 332 333 335 336
　　うち　単独 68 55 38 36 36 36 36 36
公債費 50 43 43 47 51 55 60 58

普通建設事業費 191 215 252 199 241 377 232 219
　 うち　中央通り再編事業 34 53 53 14 7
　 うち　知と交流の拠点施設（新図書館等拠点施設） 9 54 100
　 うち　大学等拠点施設 2 5 88 88 88
　 うち　ドーム改修 5 22 38
維持補修費 35 31 32 33 33 33 33 33

補助費等（公営企業等含む） 154 205 171 166 167 167 167 167

繰出金 99 103 110 109 110 110 110 110
　 うち　国民健康保険 20 19 19 18 18 18 18 18
　 うち　介護保険 35 38 42 42 42 42 42 42
　 うち　後期高齢者医療 38 40 43 44 44 45 45 45
積立金 35 43 14 18 16 16 15 5
　うち　都市基盤・公共施設等整備基金　 1 15 1 1 1 1 1 0
　うち　アセットマネジメント基金　 10 10 10 10 10 10 9 0 ・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基金はR12に200億円の目標額を積立完了

その他 241 271 270 252 255 253 251 254

計（Ｂ） 1,396 1,536 1,522 1,450 1,512 1,641 1,511 1,479

51 8 0 5 △ 9 2 △ 5 13

歳
　
　
入

歳
　
　
出

収支差（Ｃ）（Ａ－Ｂ）

中期財政収支見通し総括表（一般会計）

財政プランR5～R7まで公表
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